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      第１章  学 校 施 設       

 

        第１節  概 要       

 

  「県立教育施設再整備10か年計画」（まなびや計画）に基づき耐震・老朽化対策を行い、 

また、引き続き、平成28年度から12年間を期間とする「県立学校施設再整備計画」（新ま

なびや計画）を策定し、耐震・老朽化対策、トイレ整備等に総合的に取り組むこととした。 

 

       第２節  学校施設の整備 

 

１  県立学校の整備 

(1)  県立高等学校の整備 

 最優先の課題としている校舎棟の耐震化対策のための設計や調査を鶴見高校など55校で

実施した。 

また、耐震補強工事や建替え工事を二俣川看護福祉高校など20校で実施するとともに、

老朽化対策工事を藤沢工科高校など44校で実施した。 

  さらに、トイレ環境改善の試行工事を茅ヶ崎高校、横須賀工業高校で実施した。 

    (2)  その他の教育環境の整備 

      県立学校の屋上防水補修、外壁補修、水道設備工事、電気設備工事、障害者対応工事等、

各種の営繕工事を実施した。 

 

  

２  市町村立学校の施設整備補助 

     市町村立小・中学校の校舎・屋内運動場等の新増改築事業や老朽化対策事業など、教育

施設整備に係る国庫負担金及び交付金申請に対する審査及び額の確定等に関する事務を

実施した。公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金の交付決定額は次表の

とおりである。 
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公立学校施設整備費国庫負担金、学校施設環境改善交付金市町村交付決定額 

                               （平成29年3月31日現在） 
    

 公立学校施設整備費 

負担金 

学校施設環境改善 

交付金 

 

計 

 
千円 千円 千円 

    

横 浜 市 971,669 6,243,497 7,215,166 
川 崎 市 299,373 6,640,377 6,939,750 
相 模 原 市 138,884 780,756 919,640 
横 須 賀 市 0 658,433 658,433 
平 塚 市 48,162 285,981 334,143 
鎌 倉 市 0 144,540 144,540 
藤 沢 市 0 147,654 147,654 
小 田 原 市 0 202,644 202,644 
茅 ヶ 崎 市 0 56,571 56,571 
逗 子 市 0 1,414 1,414 
三 浦 市 0 0 0 
秦 野 市 0 26,931 26,931 
厚 木 市 0 155,968 155,968 
大 和 市 0 476,678 476,678 
伊 勢 原 市 21,500 65,761 87,261 
海 老 名 市 0 55,453 55,453 
座 間 市 0 145,063 145,063 
南 足 柄 市 0 37,062 37,062 
綾 瀬 市 0 43,624 43,624 
葉 山 町 0 36,695 36,695 
寒 川 町 0 29,258 29,258 
大 磯 町 0 0 0 
二 宮 町 0 0 0 
中 井 町 0 0 0 
大 井 町 0 93,229 93,229 
松 田 町 0 16,981 16,981 
山 北 町 0 6,508 6,508 
開 成 町 0 79,949 79,949 
箱 根 町 0 0 0 
湯 河 原 町 0 5,509 5,509 
真 鶴 町 0 4,376 4,376 
愛 川 町 0 0 0 
清 川 村 0 0 0 

計 1,479,588 16,440,912 17,920,500 
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      第２章  教 職 員       

 

        第１節  概      要 

 

 

本県の児童・生徒数については、小学校及び中学校で減少傾向にあるものの、中等教育学校、

高等学校及び特別支援学校の生徒数は増加しており、平成28年度は対前年度比で42人の増（27

年度は518人増）となった。 

学級数については、平成 28年度には対前年度比で２学級増（27年度は 168学級増）となり、

教職員数については対前年度比で46人増（27年度は252人増）となった。 

  教職員の人材確保・育成については、「かながわ教育ビジョン」の重点的な取組みである「意

欲と指導力のある教職員の確保・育成」を推進するため、平成 27年 10月に「教職員人材確保・

育成計画」を策定し、「めざすべき教職員像」の実現に向けた今後の施策の方向性とともに重点

的な取組みを示した。 

  また、公立学校職員の人材育成・能力開発を図り、もって学校組織の活性化に資することを

目的として、目標管理手法と５段階絶対評価を導入した新たな人事評価システムを平成15年４

月から実施している。 

次に、公立学校職員の給与については、平成28年 10月に県人事委員会の勧告が行われ、これ

を受けて、平成29年県議会第１回定例会において、給与条例の改正が行われた。 
 

        第２節  教職員定数       

 

  教職員条例定数は、小・中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校で総数5万3,240人

となっており、対前年度比46人増である。内訳は校長・教諭等21人の増、養護教諭24人の増、

実習助手２人の増、事務職員８人の増、栄養教諭１人の増、技能職員10人の減である。 

 

  学校種別教職員定数 

         区 別 

校 種 

28年度 

（Ａ） 

27年度 

（Ｂ） 

増 減 員     

（Ａ）-（Ｂ) 
増 減 員 の 内 訳          

小 学 校            人      人 人             人 

(義務教育学校の 24,576 24,553 23 校 長 ・ 教 諭 等 23 

前期課程を含む)      

中 学 校            

(義務教育学校の 13,561 13,536 25 校 長 ・ 教 諭 等 25 

後期課程を含む)      

      

中等教育学校 48 48 0   

(前期課程)      

    校 長 ・ 教 諭 等 16 

 全日制高校 9,160 9,128 32 養 護 教 諭 20 

(中等後期課程を含む)    事 務 職 員 4 

    技 能 職 員 △8 

      

定時制高校       701 699 2 (県立) 校長・教諭等 1 

    (県立) 養 護 教 諭 1 

       

通信制高校 103 103 0    
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第３節  人        事 

 

（注）第２節においては、「教職員」として定数全体を記載したが、第３節（「５ 事故等」

を除く。）においては、教員人事の特色を記載するため、対象を「教員」とし、校長・教

頭・教諭（養護教諭を含み、実習助手、事務職員及び技能職員等を除く。）について記載

した。ただし、「５ 事故等」においては、教職員その他の教育委員会職員全体を対象と

している。 

 

１  県の教員採用状況 

平成28年度の採用は、小学校1,081人（前年度1,025人）、中学校538人（前年度547人）、県

立高等学校377人（前年度293人）、特別支援学校250人（前年度224人）、養護教員48人（前

年度63人）の計2,294人（前年度2,152人）であった。 

 

２  人事異動状況 

    教員の人事の刷新を図り、学校の適正な運営を確保するため、毎年４月１日に教員の異動

を行っている。異動にあっては、適材を適所に配置することを基本として、全県的視野に立

った人事の交流に意を注いだ。 

    市町村立学校にあっては、①市町村を異にする広域的異動、②学校と市町村教委事務局等

行政機関との交流、③小・中学校相互間の異動、④小・中学校と県立特別支援学校との交流

等に努めた。 

    また、県立学校については、①県立学校と知事部局、県教委事務局及び市町村立学校との

交流、②高校の全日制、定時制、通信制各課程間の交流及び普通科、専門学科間の交流、③

高校と特別支援学校との交流等に努めた。 

    なお、異動状況は、資料編８を参照。 

 

３  退職状況 

平成28年度における教員等の退職状況は、小学校416人（前年度479人）、中学校223人（前

年度219人）、県立高等学校477人（前年度435人）、特別支援学校135人（前年度137人）の計

1,251人（前年度1,270人）であり、事由別内訳は、定年861人（前年度848人）、勧奨141人（前

年度161人）、その他249人（前年度261人）である。 

  ※県立高等学校には市立定時制を含む 

 

４  休職状況 10月頃文部科学省の調査で集計予定(未反映) 

     平成27年度において疾病により休職した教員数（政令指定都市を除く）は小学校76人、中

         区 別 
 校 種 

28年度 

（Ａ） 

27年度 

（Ｂ） 

増 減 員     

（Ａ）-（Ｂ) 
増 減 員 の 内 訳          

    (県立) 校長・教諭等 △86 

特別支援学校 5,091 5,127 △36 (県立) 養護教諭 3 

    (県立) 実習助手 2 

    (県立) 学校栄養職員 1 

    (県立) 事務職員 4 

    (県立) 技能職員 △2 

    (市立) 校長・教諭等 42 

計 
 

53,240 

 

 

53,194 

 

46 
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学校59人、県立高等学校69人、特別支援学校37人の計241人となっている。 

これを事由別にみると、一般疾患79人（32.8％）、精神疾患162人（67.2％）となっている。 

 

５  事 故 等     

平成28年度における教員等による交通事故及び不祥事の処分状況は、次のとおりである。 

   種  別  件数（件）  免職（人）  停職（人）  減給（人）  戒告（人） 訓告等

（人） 

計（人）  

  交通事故 54 ０ １ ０ ０ 53 54  

  不祥事 209 ５ １ ５ 15(１) 1,533(90) 1,559(91)  

     計 263 ５ ２ ５ 15(１) 1,586(90)  1,613(91)  

  ※（ ）内は、監督責任の人数で外数 

  ※件数には、事務職員が起こしたものも含む 

 

６  教員採用選考試験 

  平成29年度の教員採用候補者を選考するため、平成28年７月・８月に県立高校等を会場と

して試験を実施した。 

    なお、選考試験の実施状況（政令指定都市を含む）は次のとおりであった。 

 

教員採用選考試験実施状況 

       区        分 応 募 者 数      受 験 者 数      名簿登載者数 採用者数(注1)  

   小 学 校           5,066 4,491 1,384 1,067  

   中 学 校           4,506 3,919 573 487  

   県 立 高 等 学 校          (注2) 2,983 2,557 427 390  

   特 別 支 援 学 校(注3) 862 754 218 194  

   養 護 教 諭 692 586  55 54  

            計 14,109 12,307 2,657 2,192  

(注１) 採用者数は、平成29.4.1現在のものである。 

(注２)  県立中等教育学校の採用含む。 

(注３)  採用選考試験の実施方法が異なるため、県の特別支援学校分は、「小・中学校」の区分の一部も含み、横浜市

及び川崎市の特別支援学校分は、「特別支援学校」の区分に記載している。 

    但し、「特別支援学校」の区分のうち「採用者数」は、県、横浜市、川崎市及び相模原市の合計である。 

 

７  教職員の新たな人事評価システムの実施 
    県立学校職員及び市町村立学校の県費負担教職員の人材育成・能力開発を図り、もって学校

組織の活性化に資することを目的として、目標管理手法と５段階絶対評価を導入した新たな人

事評価システムを平成15年４月から実施している。 



- 32 - 

     第４節  給与・人件費        
 

１ 給与制度 

  (1) 給与改定 

    平成28年10月に給与に関し県人事委員会は勧告を行い、職員の給料・諸手当について所

要の改正を行うことを定めた給与条例の改正案が、平成 29年第１回定例会において可決さ

れた。その概要は、次のとおりである。 

   ア 平成28年度の改定 

(ｱ)  給料表の改定 
公民較差(0.20%)を解消するため、初任給を中心として若年層に重点を置きながら、

給料表全体を引上げ改定 

   (ｲ) 地域手当 

      支給率を引上げ（11.5％→11.6％） 

(ｳ) 期末手当・勤勉手当 

 支給月数を0.10月分引上げ（4.20月→4.30月）、勤勉手当に配分 

   イ 平成29年度の改定 

(ｱ)  地域手当 
支給率を引上げ（11.6％→11.8％） 

(ｲ)  扶養手当 
配偶者・父母等の支給額の引下げ、子の支給額の引上げ 

(ｳ)  給料の調整額 
        給料の調整額を廃止し、新たに特殊勤務手当として練習船等航海業務手当及び特別支

援学校教員業務手当を支給 

  (2) 退職手当の改正 

    給料の調整額の廃止に伴って減額となる退職手当について、段階的に減額となるように５

ヵ年の経過措置を設ける。 

 

 

２  人件費 

 学校種別人件費（報酬、給料、職員手当等、共済費）の歳出額が4,831億6,423万円で対前

年度比0.3％の増となっている。詳細は２－４－１表のとおりである。 

   公立小・中・特別支援学校の教職員（特別支援学校については小・中学部教職員に限る）
の給与費について、国は原則として経費の３分の１を負担することになっているが、県独自

で措置されている教職員の給与額は、国庫負担金対象外経費とされている。 
 



２－４－１表　　学　校　種　別　人　件　費　

区分

人 件 費 人 件 費 人 件 費
校種 決 算 額 国庫支出金 一般財源等 決 算 額 国庫支出金 一般財源等 決 算 額 国庫支出金 一般財源等

(24.6%) (75.4%) (24.3%) (75.7%)

215,992,579 53,160,097162,832,482216,447,163 52,549,598163,897,565 △ 454,584 610,499 △ 1,065,083

(24.7%) (75.3%) (24.5%) (75.5%)

124,141,156 30,719,814 93,421,342123,789,360 30,290,317 93,499,043 351,796 429,497 △ 77,701

(0.0%) (100.0%) (4.3%) (95.7%)

96,535,805 27,625 96,508,180 95,427,173 4,082,395 91,344,778 1,108,632 △ 4,054,770 5,163,402

(11.9%) (88.1%) (12.2%) (87.8%)

46,494,694 5,552,009 40,942,685 45,884,896 5,593,085 40,291,811 609,798 △ 41,076 650,874

(18.5%) (81.5%) (19.2%) (80.8%) (100.3%)

483,164,234 89,459,545393,704,689481,548,592 92,515,395389,033,197 1,615,642 △ 3,055,850 4,671,492
計

小　学　校

中　学　校

高 等 学 校

特別支援学校

　　　　　（単位：千円）

２８　年　度　（Ａ） ２７　年　度　（Ｂ） 前年度比（（Ａ）－（Ｂ））

財　源　内　訳 財　源　内　訳 財　源　内　訳
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   第５節  研修・養成       

 

  平成28年度における教職員研修の実施状況は、次表のとおりであった。 

 

  教 職 員 研 修 実 施 状 況              

                                                                                                   

  区 
  研修会名等           内 容               対 象         期 日      参加人員 

 

  分  

  

 

 

 

 

 

 

 

 教 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 員 

 県 立 学 校         学校経営上の諸問題の  副校長及び教頭  28.6.23   

  副校長・教 頭  研究協議    ～28.9.13     369人  

  研 究 会 議          （10日間）   

       

  県 立 学 校 総 

括 教 諭 研 究 

会 議 

 学校運営及び教育に関

する諸問題の研究討議 

・ 年齢５４歳以下の総括

教諭で校長が推薦する

もの 

・ 前年度に受講している

ものを除く 

 28.5.10 

 ～28.6.3 

（６日間） 

     

130人 

 

  

  

  

  

  

  

  

  公立義務教育  管理職として必要な識  教頭 28.10.24   

  諸 学 校管理職  見、技能及び指導力の  市町村教育長の推薦 ～28.11.16     144人  

  研  究  会  養成  （教育事務所長は管内の調 （５日間）   

    整）    

  教員の民間企業  民間企業派遣を通して  小・中・高等学校及び特別 28.7.26 

～28.8.24 

(各３日間) 

  

  派遣  の学校経営能力の向上  支援学校の教頭      98人  

   行政機関職員   

      

 派遣体験研修         企業等での長期派遣の 

 体験を通して、視野の 

 拡大、教員としての資 

 質の向上を図る。 

 教職経験５年以上 

 原則として４０歳以下 

28.4.1 

 ～29.3.31

      

      

８人 

 

  

  

  

 大学院学校教育

研究科修士課程

等教員研修派遣 

教育大学大学院等に 

職員を派遣し、指導 

方法のさらなる向上、

改善を図る。 

 教職経験３年以上 

 原則として４０歳未満 

27.4.1 

 ～30.3.31 

28.4.1 

～30.3.31 

 

 

７人 

  

   

   

   

   

  一都三県人事 

交流 

 県外の学校現場にお 

ける教育実践を通し 

て、教員の意識改革 

と資質向上を図る。 

 中堅クラスの教員 27.4.1 

～30.3.31 

28.4.1 

～30.3.31 

    

３人 

  

   

   

   

   

  静岡県人事交 

流 

 

 県外の学校現場にお 

ける教育実践を通し 

て、教員の意識改革 

と資質向上を図る。 

 中堅クラスの教員 28.4.1 

～28.12.6 

    

１人 
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第６節  免 許       

 

   

 教育職員免許法及び教育職員免許法施行法に基づく平成28年度の教育職員免許状の授与（新教育領

域の追加含む）件数は、次のとおりであった。 

 

教育職員免許状の授与（新教育領域の追加含む）件数 

                                                                                              （件） 

 
                    種別等 

   種  類 

普通免許状      臨 時    特 別 
計 

 

 専 修    １ 種    ２ 種    小 計    免許状 免許状  

   幼 稚 園 5 945 2,832 3,782 2 - 3,784  

   小 学 校 34 874 214 1,122 5 0 1,127  

   中 学 校 237 2,166 47 2,450 3 1 2,454 

高 等 学 校 272 2,781 - 3,053 3 2 3,058  

 
特 別 支 援 学 校 

(新教育領域の追加で内数) 

1 

(1) 

162 

(1) 

326 

(27) 

489 

(29) 
0 - 

489 

(29) 
 

   養 護 2 117 99 218 0 - 218  

   栄 養 0 71 40 111 - - 111  

   特別支援学校自立教科 - 0 0 0 0 0 0  

 

  特別支援学校自立活動 - 4 0 4 - 9      13 
 

 計 
551 

(1) 

7,120 

(1) 

3,558 

(27) 

11,229 

(29) 
13 12 

11,254 

(29) 
 

  

  そのほか、氏名の変更等による180件の書換、紛失等による54件の再交付をした。また、免許教科

外教科の担任について321件の許可、免許状を有しない非常勤講師について1,072件の届出を受理した

ほか、4,662件の授与証明書を発行した。 

 

平成21年度から導入された教員免許更新制に伴う、平成28年度の更新講習の修了確認等に係る証明書の

発行件数は次のとおりであった。 

 

教員免許更新制に係る証明書発行件数 

 

                             

                             

                             

    

種    類    件     数 

更新講習修了確認証明書 4,361 

免許状更新講習免除証明書 1,208 

修了確認期限延期証明書   419 

修了確認期限経過後の 

 更新講習修了確認証明書 
  479 

有効期間更新証明書   9 

有効期延長証明書   1 
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第７節  教職員の健康管理          

 

１ 一般定期健康診断 

・ 県立学校教職員を対象に、生活習慣病等に対する健康診断として、成人病等健康診

断、指定年齢精密健康診断を実施した。検査項目については、下表のとおりである。

指定年齢精密健康診断は、満35・37・39・41・43・45・47・49・51歳及び53歳以上の

常勤職員に対し、より詳細な健診を実施した。受診者は、成人病等健診が8,967人、

指定年齢健診が4,529人、合計13,496人で、そのうち要医療あるいは要観察と判定さ

れた者は、9,834人であった。 

・ 婦人科検診については、希望した2,523人が受診し、所見があった者は152人であ

った。 

・ 前立腺がん検査については、希望した2,175人が受診し、所見があった者は112人

であった。 

・ 成人病健康診断のうち腹部超音波検査については、40歳以上の職員の希望者464人

が受診し、所見があった者は25人であった。 

・ 歯科検診については、希望者2,825人が受診し、所見があった者は1,279人であった。 

 

 県立学校教職員一般定期健康診断項目 

区   分 検   査   項   目 

指定年齢精密健康診断 

 

35､37､39､41､43､45､

47､49､51歳及び53歳

以上の常勤職員 

胸部Ｘ線直接撮影、胃部Ｘ線直接撮影、腹部超音波検査、便潜血検

査、循環器系検査、尿検査、尿沈渣、血糖検査、腎機能検査、 

血中脂質検査､肝機能検査、貧血検査、血液生化学的検査、血清学的

検査、測定（身長、体重、腹囲、視力、聴力、血圧） 

 

 

 

 

成 

人 

病 

健 

康 

診 

断 

 

指定年齢を除く  

       35歳以上 

胸部Ｘ線直接撮影、＊腹部超音波検査（40歳以上希望制）、＊便潜

血検査（40歳以上希望制）、循環器系検査、消化器検査（35歳～39

歳は希望制）、尿検査、尿沈渣（必要な者のみ）、血糖検査、腎機

能検査、血中脂質検査、肝機能検査、貧血検査、測定（身長、体重、

腹囲、視力、聴力、血圧） 

 
 

30歳 
胸部Ｘ線直接撮影、循環器系検査、尿検査、尿沈渣（必要な者のみ）、

血糖検査、腎機能検査、血中脂質検査、肝機能検査、貧血検査、 

測定（身長、体重、腹囲、視力、聴力、血圧） 

 
31～34歳 

及び29歳以下 
胸部Ｘ線直接撮影、尿検査、尿沈渣（必要な者のみ）、＊血糖検査、

＊血中脂質検査、＊肝機能検査、＊貧血検査、高血圧者精密検査（必

要な者のみ）、測定（身長、体重、腹囲、視力、聴力、血圧） 

 

（注１）＊印は、非常勤職員に関してその検査の一部又は全部が対象外となるものを表す。 

 

２ 特別健康診断 

 (1) 特定業務従事者特別健康診断 

農薬・薬品を扱う県立学校教職員のうち、有機燐剤・有機溶剤・特定化学物質取扱

者に対する各検診は、いずれもほぼ良好であった。 

 (2) Ｂ型肝炎特別健康診断 

県立学校養護教諭等に対し、第１次検査として､ＨＢs抗原抗体検査を実数人（延べ664

回）実施し、要精密検査対象者はいなかった。 
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３ メンタルヘルス対策 

(1) ストレスチェック及び面接指導 

   職場におけるメンタルヘルス不全を予防するため、県立学校教職員に対し、ストレス

チェックを行った。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された職員のうち希

望者に医師による面接指導を実施した。 

  （平成28年度実施職員数） ストレスチェック 13,410人、面接指導 15人 

 

(2) メンタルヘルス対策事業 

   教育関係職員を対象に次のとおり事業を行った。 

    ア メンタルヘルス医療相談 28件 

      （精神科の医師が職員の相談に応じる） 

    イ メンタルヘルス啓発講習会講師派遣 66件 

      （臨床心理士等を派遣し、啓発講習会や訪問相談を実施する） 

    ウ メンタルヘルス講習会 ３回 

      （管理職等対象） 

    エ メンタルヘルス相談技法講習会 １回 

（管理職等対象、演習中心） 

 

(3) 心の健康づくり事業 

   公立学校共済組合神奈川支部が行う「心の健康づくり事業」（メンタルヘルスに関する

リーフレット作成・配付）に対して、補助を行った。 

   なお、公立学校共済組合本部事業で、面接相談と電話相談を実施 延べ1,482件（県内 

組合員からの相談） 

 

４ 教職員健康審査会 

神奈川県教職員健康管理規則第３条の規定に基づき、教職員の健康状況を審査判定

する教職員健康審査会を開催した。 

この審査会は、毎月３回の定例会（内１回は精神・神経科）と必要により臨時会を

開催しているが、平成28年度の実績は、審査会開催回数36回、審査件数2,956件〔新

規採用予定者2,291件、復職希望者109件（一般37件、精神・神経科72件）、復職後の

経過報告549件、健康管理措置願7件〕であった。 

 

        第８節  教職員の福利厚生 

 

  教職員の保健福祉事業を実施するとともに、公立学校共済組合神奈川支部の行う福利厚生

事業について補助を行った。 

 

１  県が実施した事業 

 (1)  教職員保健福祉事業 

  ア  供与物代金の交付     777件  11,655千円（１件15千円） 

    イ  財形貯蓄 

教職員の財産形成の促進と退職後の生活の安定及び住宅の取得資金づくりの一助と

するため、財形貯蓄(一般財形、年金財形、住宅財形)を実施した。平成29年３月現在

の実績は次のとおりである。 

  

 加入件数（一般財形）  12,310件    貯蓄残高（一般財形）  32,651,502千円 
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        （年金財形）   8,446件            （年金財形）  12,749,946千円 

        （住宅財形）   4,234件            （住宅財形）   4,189,814千円 

                 計      24,990件                 計       49,591,262千円 

(2)  教職員人間ドック等健診費補助 

公立学校共済組合が、福利厚生事業として行う人間ドック等の受診者への補助事業に

対し、その経費の一部を補助した。 

     教職員人間ドック      受診人数 15,294人  （補助人数 15,294人） 

 

２  公立学校共済組合が実施した事業 

地方公務員等共済組合法に基づき、県内公立学校教職員等の組合員に対し、組合員の相

互救済による給付事業をはじめ、福祉事業等を行った。 

平成28年度の概要は次のとおりである。 

     

平成29年３月１日組合員数53,143人（男24,664人・46.41％、女28,479人・53.58％） 

 被扶養者数34,028人（組合員数１人当たり0.64人） 

 

 (1)  短期給付 

平成28年度の組合員及びその被扶養者の傷病、出産、死亡、災害等にかかる給付総額

及びその内訳は、次のとおりである。なお、医療費は、総額の70.93％を占めている。 

給  付  区  分 法定給付 附加給付 合  計 

保 健 給 付 
医  療  費 10,866,497千円 67,597千円 10,934,094千円 

そ  の  他 803,443 92,377 895,820 

休 業 給 付 3,347,495 44,780 3,392,275 

災 害 給 付 2,980 0 2,980 

結 婚 手 当 金 － - - 

一 部 負 担 金 払 戻 金 － 188,985 188,985 

計 15,020,415 393,739 15,414,154 

 

 

 

(2)  長期給付 

組合員の老齢厚生年金等の支給に向けた事務を行った。 

老齢厚生年金867件（うち改定請求のみ432件含む）、障害厚生年金46件、遺族厚生年金

30件。 

なお、年金受給権発生前に退職した組合員が提出する「退職届書」の処理件数は、1,577

件であった。 

 (3)  福祉事業 

ア  保健福祉事業 

生活習慣病の予防等を目的とした40歳以上75歳未満の組合員及びその被扶養

者の特定健康診査及び特定保健指導のほか、組合員及びその家族の健康増進を目的

として次の保健福祉事業を実施した。 
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保 健 福 祉 事 業 実 施 状 況 

事業種別 事 業 名 内     容 
参加･受診･

補助人員等  
１ 健診事業関

係 

(1) 教職員人間ドック 
※ 婦人科等オプションは除

く 

(2) 脳ドック 

 

(3) ＰＥＴ健診 

 

 

 

40～64歳のうち、年度末で偶数年

齢の組合員対象 

年度末で50歳の組合員対象 

15,294人 

 

 

2,482人 

 

107人 

２ 健康づくり (1) メンタルヘルス対策事業 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ関連ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成・配付 １回 

３ 保養関係 (1) レクリエーション施設

利用補助(保養施設等) 

(2)  ファミリービレッジ 

箱根保養所「ひめしゃら」ほか 

 

ラフォーレ倶楽部        

リゾートトラスト                            

東急ハーヴェストクラブ        

セラヴィリゾート泉郷                      

87,876人 

 

10,501人 

 

 

 

４ 体育関係 (1) スポーツ施設利用補助 

(2) 教職員体育大会 

プール施設 

 

49,965人 

678人 

５ 研修、講習

会 

(1)  ニューライフプラン事業 
 

 

 

 

(2) 福利厚生事業研修会 

講習会等  年８回 

ライフプラン40（１回） 

  ライフプラン50（３回） 

  ライフプラン59（４回） 

福利厚生説明会 

公立学校事務職員対象 

1,469人 

 

 

 

1,436人 

1,246人 

６ アウトソー

シング関係 

(1)アウトソーシング 福利厚生事業委託 

                  

52,966人 

 

 

 イ  貸付事業 

       組合員の物品等の購入資金及び住宅建設資金等の貸付事業を実施した。 

平成28年度の貸付実績は次のとおりである。 

 貸付金額 
 

件数･金額 

一 般 住 宅 住宅災害 
介護構造

住宅 
教 育 

件  数 152件 13件 0件 0件 78件 

金  額 188,657千円 85,758千円 0千円 0千円 166,692千円 

 

災 害 医 療 結 婚 葬 祭 高額医療 出 産 計 

0件 9件 6件 3件 0件 0件 261件 

0千円 9,800千円 7,619千円 3,590千円 0千円 0千円 462,117千円

 

  ウ  箱根保養所「ひめしゃら」の運営 

       組合員とその家族の保養の場として、保養所の管理運営を行った。 

      平成28年度の利用状況は次のとおりである。 

定   員 宿泊利用者数 宿泊利用率 その他利用者数 

84人 15,568人 51.48％ 46人 
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      第３章  学校教育 

 

        第１節  概      要 

 

  県教育委員会の重点施策にのっとり、本県の学校教育の充実・向上を図るため、指導上

の重点目標を次のように設定し、その積極的推進に努めた。 

 

１  学校教育推進上の重点 

  ～ゆとりの中で一人ひとりの児童・生徒に「生きる力」を育む学校教育～ 

  〇暴力行為・いじめ対策の推進 

 〇不登校対策の推進 

〇開かれた学校づくりの推進 

〇国際教育の推進 

〇環境教育の推進 

〇ボランティア学習の推進 

〇人権・同和教育の推進 

〇特別支援教育の推進 

〇性・エイズ教育の推進 

 

２  学校教育の充実 

  〇学校経営の充実 

  〇教育課程の充実 

  〇学習指導の充実 

  〇道徳教育の充実 

  〇進路指導の充実 

  〇児童・生徒指導の充実 

  〇幼稚園教育の充実 

  〇特別支援教育の充実 

  〇健康教育の充実 

  〇教職員研修の充実 

 

幼稚園教育については、平成21年度から全面実施された幼稚園教育要領の円滑な実施を図る

ため、｢幼稚園教育課程等神奈川県研究協議会｣等を開催した。また、幼保小連携、支援教育等

の研修を実施し、教師の専門性が高まるよう努めた。 

   小学校においては平成 23年度から、中学校においては平成 24年度から全面実施された学習

指導要領の円滑な実施を図るため、全県小・中学校教育課程研究会を開催した。 

  小・中学校の学力向上の取組みとして、平成20年度から「かながわ学びづくり推進地域事業」

に取り組んでいる。今年度は県内11地区で、授業研究による授業の工夫・改善や研究協議の充

実を図り、教員の指導力向上に取り組んだ。 

総合教育センターでは、神奈川の教育に対する県民の期待に応えるため、カリキュラム開発セ

ンター（善行庁舎）及び教育相談センター（亀井野庁舎）において、教職員への支援や研修、

調査・研究、情報提供、教育相談及び県民に開かれた総合教育センター事業を展開している。 
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平成 28年度は、「学習指導要領」「かながわ教育ビジョン」「教職員人材確保・育成基本計画」

などを踏まえ、「優れた教育人材の育成」「学校を支援する調査・研究の実施」「県民や学校のニ

ーズに応える教育相談の実施」を図ることを事業の柱とした。 

カリキュラム開発センターでは、教育や学校に関する幅広い情報の収集・提供を行うととも

に、カリキュラム開発や授業改善などに関して適切な指導・助言等の教育的支援を行っており、

学校からの要請に応じて、研修会・研究授業等への所員派遣も行っている。 

また、教育相談センターでは、専門職である教育心理相談員を配置し、来所、電話、Ｅメー

ル等による専門性の高い教育相談を実施することで、本人、保護者、教職員に対し、児童・生

徒一人ひとりの多様な教育的ニーズに応じた柔軟な支援を展開している。さらに、教育相談コ

ーディネーターをはじめ、教育相談を担う人材を養成する実践的な研修、特別支援教育推進の

ための研修、特別支援学校を主な対象としたアセスメント事業、学校からの要請に応じた訪問

支援を実施し、県の支援教育の推進を図っている。 

  特別支援教育については、障害の重度・重複化への対応として、平成 15年度より肢

体不自由教育部門のある特別支援学校に看護師を原則２名配置し、校内体制づくりを進

めるとともに、特別支援教育課に看護師長を配置し、従来からの課題であった特別支援

学校における医療ケア等体制の整備に取り組んだ。さらに、平成 17年度に、平塚ろう

学校に在籍する医療ケア等の必要な児童・生徒に対応するため、看護師を１名配置する

とともに、平成 18年度以降設置された新校（３校）についても看護師配置を継続して

いる。 

特別支援学校生徒の卒業後の進路について、一人でも多くの生徒が自立し社会参加で

きるよう、「特別支援学校進路指導連絡協議会」を行うとともに地域の企業関係者との

連携強化を深め、特別支援学校における職業教育の改善や新たな職域の開拓、現場実習

の充実を図っている。 
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        第２節  幼稚園教育 

 

１ 研修について 

研  修  会 内         容 期 日 会  場 参加人数 

新規採用教員研修
講座 （公・私合同） 

講義・演習 
[体験しようアドベンチャープログラム］ 

6/15 

10/19 

県立西湘地区

体育センター 
県立体育セン

ター 

153名 

120名 

新規採用教員研修

講座（公立） 

※園内研修は、 

各園で実施 

演習［幼児の表現活動の指導の在り方につ
いて］ 

保育参観［造形活動の様子］ 
5/27 横浜美術館   26名 

宿泊研修［新規採用教員宿泊研修］  7/27 

～7/29 
愛川 
ふれあいの村 

  23名 

講話［神奈川の特色ある教育］ 
講話･協議［かながわの支援教育について］ 
講演･演習［児童虐待防止－幼稚園と児童相 

談所との連携－］ 
講話「人権教育」 

11/11 
平塚合同庁
舎 26名 

演習［絵本の読み聞かせについて］ 
 
演習［表現して楽しむ-音楽実技研修-］ 

9/15 

藤沢市総合

市 民 図 書

館・県立あー

すぷらざ 

  26名 

保育参観・研究協議 
「教師の援助と環境構成について」 
 
 

2/22 

中井町立な

かいこども

園 
22名 

10年経験者研修講

座（公立） 

※園内研修は、 

各園で実施 

 
講話・協議［幼稚園教育課程等に関する事

項について］ 
 

7/25 

7/26 

かながわ県
民センター 

 
２名 

講話・協議 
「カウンセリングマインドを生かした
保育」 
－子どもと保護者への理解と援助－ 

8/8  
かながわ県
民センター ２名 

 
講話･協議［児童虐待防止－幼稚園と児童相 

談所との連携－］ 
講演･演習［幼児教育と人権教育について］ 

 

11/11 
平塚合同庁
舎 ２名 

 
企業体験、介護体験、幼･保連携、幼･小連
携 

7/3～

8/31

のうち

４日間 

各研修場所 ２名 
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研  修  会 内         容 期 日 会  場 参加人数 

公・私立幼稚園合

同経験者研修講座 

実践･報告 

講演･協議［幼児期の身体表現］ 
1/25 

かながわ県
民センター 

92名 

幼･保・小連携研修

講座 

実践発表 
講演・協議［子どもの育ちと学びをとらえ

てつなぐ：幼小接続の視点から] 
11/25 

かながわ県

民センター 229名 

幼・保合同研修講

座 

講演［子どもの発達と生活リズム］ 

  ～これからの子どもたちに今必要なこ

と～ 

 

10/26 
かながわ県

民センター 
180名 

幼稚園教育相談研

修講座 
講演・協議・演習 

「チームで行う行動問題の対応」 

「教育相談コーディネーターの役割」 

8/24 

かながわよ

うちえん会

館 

59名 

就学前教育相談コ

ーディネーター養

成研修講座 
 
 
 
 
 
 
 
 

講義「学校教育相談の現状と課題」  

講義・演習「学校コンサルテーションの基

礎と援助シートを活用したケース会

議」 

講演「親育ち支援力を高める－保護者との

関係づくりを中心に－」 

講義「関係機関との連携①～児童相談所～」 

講義・協議「支援をつなぐ～支援シートの

活用～」    

講義「関係機関との連携②～特別支援学校

～」 

演習「チームで進めるケース会議」 

保育、学校、家庭での発達理解と適切なサ

ポート  

６/10 

 

 

 

６/27 

 

10/28 

 

 

 

 

12/２ 

 

 

総合教育セ

ンター亀井

野庁舎 

 

藤沢合同庁

舎 

小田原合同

庁舎 

 

 

 

かながわよ

うちえん会

館 

９名 

 

 

 

９名 

 

９名 

 

 

 

 

９名 

 

 

２ 公立幼稚園研究発表大会 

研  修  会 内         容 期  日 会  場 参加人数    

神奈川県幼稚園 
教育研究発表大会 

研究発表 

協議 
1/26 

平塚市 

教育会館 
 180名 

 

第３節 小学校・中学校教育 

 

１  教育課程 

 (1) 全県小・中学校教育課程研究会 

各学校が学習指導要領等についての理解を深め、適切に教育課程を編成・実施できるよ

う、県内４地区及び全県対象の研究会を開催した。 

 

 (2) 「学校教育指導の重点」の作成と配付 

      学校教育上の諸問題について検討整理し、各学校の教育計画の立案、学習指導上の配慮、

新たな研究推進のための指針として「学校教育指導の重点」を作成し、公立幼稚園、小・
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中学校、県立及び市立特別支援学校に周知するとともに、ホームページに掲載した。 

 

 (3) 「かながわ学びづくり推進地域」に鎌倉市、茅ケ崎市、三浦市、寒川町、厚木市、海老名市、

愛川町、大磯町、南足柄市、大井町、山北町を指定し、県教育委員会との連携・協力の下、実践

研究を実施した。 

 

２ インクルーシブ教育の推進 

小・中学校においてインクルーシブな学校づくりを進めるため、すべての子どもが、できるだけ

通常の学級で学びながら、必要な時間に適切な指導を受けることができるしくみづくりに向け、「み

んなの教室 」モデル事業のモデル校を４市町（茅ヶ崎市、厚木市、南足柄市、寒川町）の教育委員

会と連携し、モデル校７校において、実践研究を実施した。 

 

３  児童・生徒指導、進路指導 

 (1) 児童・生徒指導 

      県内の公立小・中学校、中等教育学校における児童・生徒指導の充実を図るため、児童・

生徒指導の基本的事項や指導上の諸問題、学校と家庭及び地域社会・関係機関の連携のあ

り方等について、研修講座を実施した。 

 
小・中学校児童・生徒指導研修講座実施状況 

研修講座名 内     容 対 象 期 日 会 場 参加人数 

全県児童指導担当

教員研修講座 

児童指導のあり

方等 
小学校教員 

６月16日 

(１日) 
県立総合教育センター 

          人 

385  

地区別児童指導        

担当教員研修講座 

児童指導上の諸

問題等 小学校教員 
４月～１月 

(１日間) 

地区合同庁舎ほか 

（４市４教単位） 

        

延1,494  

全県生徒指導担当

教員研修講座 

生徒指導のあり

方等 中学校教員 
６月11日 

(１日) 
県立総合教育センター 

        

230  

地区別生徒指導担

当教員研修講座 

生徒指導上の諸

問題等 中学校教員 
４月～１月 

(１日間) 

地区合同庁舎ほか 

（４市４教単位） 

  

延803  

  

(2) 進路指導 

    ア  中学校進路指導資料「わたくしたちの生活と進路」の作成・ホームページへの掲載と周

知 

        教育全般にわたって、学校と家庭・地域社会との連携の強化が望まれている今日、中

学校生活３年間を通じて学校での進路指導資料として、また家庭で生徒が自分の生活や

進路について家族と話し合う際の資料として、「わたくしたちの生活と進路」を作成した。 

        この資料は、中学生が自分の生活や進路について考える際に、必要な視点で各学校に

おいてすぐ活用できるよう編集し、ホームページに掲載したことを県内公立中学校に周

知した。 

    イ キャリア教育研修講座 

        小・中学校教員の指導力が向上するよう、９月 20日に県立総合教育センター善行庁舎で、

小・中学校のキャリア教育担当教員を対象に開催した。 

        この研修会では、中学校・高等学校の実践報告、独立行政法人教員研修センターのキ

ャリア教育指導者養成研修受講者の研修内容を報告した。 

 

４  いじめ・暴力行為及び不登校対策の推進 

（1）いじめ・暴力行為及び不登校の未然防止 

産･官･学･民で構成する「かながわ元気な学校ネットワーク推進会議」を母体として、学校の
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授業改善、問題行動等の長期化・重大化を防止するための関係機関との連携、子どもの社会性

や規範意識を育むための学校と地域との協働の取組を推進した。 

（2）教育相談体制等の充実 

    スクールカウンセラーを配置・活用するなど、教育相談体制の充実に努めるとともに、スクー

ルソーシャルワーカーを配置・活用して、関係機関との連携による支援の充実に努めた。 

（3）いじめ・暴力行為への対応 

いじめ・暴力行為の発生状況を、より短いサイクルで把握するために、「短期調査」を実施し、

早期発見に努めるとともに、問題の長期化･重大化を防ぐため、事案の緊急度に応じて、学校緊

急支援チームの派遣や非常勤講師の配置などの即時的な支援を実施した。 

（4）不登校への対応 

不登校の未然防止、早期対応による状況の改善を目指し、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーと教職員が協働し、休み始めの段階で支援をするよう推進を図った。 

不登校児童･生徒の学校生活の再開や社会的自立を目指し、ＮＰＯ等と連携した「不登校相談

会」の実施など、多面的な支援の充実に努めた。 

 

 

５ 研究委託校 

 

「いのち」を大切にする心をはぐくむ研究委託校一覧 

№ 地区名 学校名 テーマ 

1 
湘南 

三浦 

逗子市立 

小坪小学校 

安心な学校をめざして 

 ～自分も人も大切にする心情を養う体験活動の充実～ 

2 県央 
海老名市立 

柏々谷小学校 

自分の健康や安全を自分で守り命を大切にして生活する力 

 ～防災教育をとおして～ 

3 中 
平塚市立 

なでしこ小学校 

自他の生命を尊重し、人権感覚を備え、互いに認め合える 

 人間関係を築くことのできる児童の育成 

4 県西 
山北町立 

三保小学校 

「『いのち』を大切にし、心かがやく子どもの姿を求めて」 

  －自ら学び、考えを豊かに伝え合う子どもの育成－ 

 

 

 

人権教育研究校一覧  

 

 

 

 

 

№ 地区名 学校名 テーマ  

1 
湘南 

三浦 

藤沢市立 

滝の沢中学校 

聴き合おう、伝え合おう、学び合おう 

～ユニバーサルデザインの視点を踏まえて～ 

2 県央 
綾瀬市立 

土棚小学校 

自ら学び、心豊かに生きる子  

～共に学び共に育つ学校づくり・授業づくり・学級づくり～ 

3 中 
秦野市立 

鶴巻小学校 

自分の想いを素直に表し学び合うことができる子の育成 

～人との豊かな関わりを通して～ 

4 県西 
開成町立 

文命中学校 
人権感覚を育む授業の指導方法の工夫・改善 
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人権教育総合推進地域  

№ 地区名 市町村名 テーマ  

1 
湘南 
三浦 

三浦市 自他の命を大切にし、思いやる力をはぐくむ人権教育の推進 

 

 

 

かながわ学びづくり推進地域一覧 

№ 地区名 市町村名 テーマ  

1 
湘南 
三浦 

鎌倉市 
「小・中学校９年間を見通した『思考力・判断力・表現力』の育成」を研究
テーマに教師の授業力向上を図る研究に取り組む。 

2 
湘南 
三浦 

茅ケ崎市 
豊かな人間性と自主性をはぐくむ学校教育の充実」を研究テーマに「学びの
質を高める授業づくり」「校内研究・研修の充実」「小・中学校、地域、家
庭との連携・協力」を柱にして研究を推進する。 

3 
湘南 
三浦 

三浦市 
「郷土三浦に誇りをもち、これからの社会をたくましく生き抜く人材の育成」
を研究テーマに「校内研究のさらなる充実」「小・中学校を貫く『学びのス
タイル』の確立」「家庭学習の充実及び授業との接続」を研究の柱とする。 

4 
湘南 
三浦 

寒川町 

「確かな学力を身に付ける教育の推進～豊かな心と確かな力 瞳輝く寒川の
子～」を研究テーマに「校内研究の一層の充実」「全町的な研究体制の構築」
「パイロット校における開発的研究・研究推進校における先行研究」を研究
の柱とする。 

5 県央 厚木市 
「小・中学校の９年間のつながりの中で、系統性・一貫性のある指導を充実
させることにより、児童・生徒の学力の向上を図る」を研究テーマに各授業
共通の「型」をつくり、見通しをもたせる工夫等の研究に取り組む。 

6 県央 海老名市 
「小中一貫教育による『確かな学力』の育成」を研究テーマに９年間を見通
した一貫性、系統性のある指導の充実を通して、児童・生徒の学力の向上を
図る。 

7 県央 愛川町 
校内研究を中心とした授業改善による愛川町の子どもたちの学力

向上及び家庭・地域・学校連携による基本的な生活習慣の確立を目指
して研究を進める。 

8 中 大磯町 
「みんなで取り組む 日常授業の充実」を研究テーマに、「校内研究の在り方
の見直し」「大磯町学びづくり推進担当者連絡協議会のさらなる活用」「全国
学力・学習状況調査の積極的な活用」を研究の方向性とする。 

9 県西 南足柄市 
「夢と希望を持って、粘り強く自分の道を切り開く子どもの育成～『確かな
学力』の向上をめざした指導の工夫・改善」を研究テーマに平成27年度の取
組の方向性をふまえた研究を継続する。 

10 県西 大井町 
「質の高い授業の創造～考える力を育てる授業づくりとよりよく生きるため
の道徳観の育成をめざして～」(仮）を研究テーマに「学力向上に向けた検証
改善サイクル」「道徳教育の推進」を柱に研究を進める。 

11 県西 山北町 
「主体的な学びをとおした確かな学力の向上をめざして」を研究テーマに「確
かな学力」の向上をめざすために授業力を高めるとともに児童・生徒の「よ
りよく生きる力」を伸ばす。 
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（参考） 

平成28年度児童・生徒指導研究校一覧 

地区 小学校 中学校 

横浜 

南吉田・石川・中村・蒔田・勝田 

都田・大正・上飯田・飯田北いちょう 

相沢・市場・東台・子安・師岡 

森の台・三保・緑・いぶき野・都田西 

川和東・戸塚・東戸塚・原 

 

               計23 

生麦・大鳥・港・横浜吉田・平楽・共進・蒔田 

今宿・岡村・六浦・城郷・鴨居・都田・大正・橘

旭北・上飯田・下瀬谷・末吉・寺尾・六角橋 

保土ヶ谷・岩崎・万騎が原・金沢・富岡・日吉台

大綱・樽町・田奈・中山・十日市場・谷本・中川

茅ケ崎・中川西・東山田・戸塚・岡津 

中和田・瀬谷・原            計42 

川崎 

大島・幸町・井田・東門前・渡田 

宮前・古川・日吉・宮内・下小田中 

大谷戸・子母口・橘・末長・東高津 

高津・久末・久地・宮崎・富士見台 

犬蔵・土橋・中野島・菅 

南生田・はるひ野       計26 

渡田・桜本・川崎・南河原・南加瀬・宮崎・野川

井田・平間・橘・御幸・西中原・西高津・東橘 

宮前平・有馬・稲田・中野島 

 

 

                    計18 

相模原 
大野北・新磯・大沢 

               計３ 

相陽・田名・中野・若草・上溝・清新 

緑が丘・上溝南・旭           計９ 

横須賀 
武山・池上・衣笠 

               計３ 

岩戸・武山・馬堀・坂本・北下浦・浦賀 

久里浜・大津              計８ 

湘南三

浦 

大清水・明治・六会・辻堂・鵠洋 

長後（以上、藤沢） 

浜須賀・東海岸・鶴嶺・香川・松浪 

（以上、茅ヶ崎） 

               計11 

御成（鎌倉）  

片瀬・長後・藤ヶ岡・大清水（以上、藤沢） 

鶴が台・松林・浜須賀・萩園（以上、茅ヶ崎） 

久木（逗子） 

寒川東（寒川）             計11 

県央 

毛利台・三田・厚木・南毛利 

厚木第二（以上、厚木） 

渋谷・北大和・林間・大和 

（以上、大和） 

天台（綾瀬） 

中津（愛川） 

 

               計11 

依知・林・小鮎・藤塚・睦合東・厚木 

（以上、厚木） 

渋谷・鶴間・引地台・下福田・光丘・つきみ野 

南林間（以上、大和） 

海西（海老名） 

座間・相模（以上、座間） 

綾北（綾瀬） 

愛川（愛川）              計18 

中 

横内・真土・花水（以上、平塚） 

本町・南（以上、秦野） 

二宮（二宮） 

 

               計６ 

金旭・神明・旭陵・山城（以上、平塚） 

本町・大根・渋沢（以上、秦野） 

山王・成瀬・伊勢原（以上、伊勢原） 

国府中生沢分校（大磯） 

二宮西（二宮）             計12 

県西 

大井（大井） 

川村（山北） 

酒匂（小田原） 

箱根の森（箱根） 

吉浜（湯河原） 

               計５ 

南足柄・岡本・足柄台（以上、南足柄） 

中井（中井） 

松田（松田） 

山北（山北） 

鴨宮・城北・酒匂・泉（以上、小田原） 

湯河原（湯河原）            計11 

合計 88 129 
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６ 研修・研究事業 
教員の教科指導力の伸長を図ることを目的として、次のとおり、研修会、研究会を実施
した。 

小・中学校教育研修会等実施状況 
 

研修会名等 内 容       対  象 期  日 会   場 参加人員 

教職経験に
応じた基本
研修 

（ファース
トキャリア
ステージ研
修） 

教員として必要な学習指
導や学級経営などについ
ての知識や技能の習得に
よる実践的な指導力の向
上、授業力の向上などを
図る研修 

新規採用の小
・中学校教諭 
（養護・栄養教諭

含む） 

H28.4.12～ 
H29.3.31 
(校内210時間､
校外18日間) 

 総合教育 
 センター他 

   人 
 

延4,838 
 

在職期間が２
年に達した小
・中学校教諭 

（養護教諭含む） 

H28.6.3～ 
H29.2.28 
(校外 3日間) 

 総合教育 
 センター他 

延2,027 

在職期間が５
年に達した小
・中学校教諭 

（養護教諭含む） 

H28.5.16～ 
H29.2.28 
 (校外 8日間) 

 総合教育 
 センター他 

延3,146 

教職経験に

応じた基本

研修 

（キャリア

アップステ

ージ研修） 

中堅教員、ベテラン教
員として、授業力・教
育力の継承を図り、若
手教員を育成するため
の識見を高めるなど、
指導力の向上及び様々
な教育課題への解決能
力などの一層の向上を
図る研修 

在職期間が10
年に達した小
・中学校教諭 

（養護教諭含む） 

H28.4.27～ 
H29.2.28 
 (校内18日間､
校外10日間) 

 総合教育 
 センター他 

延2,303 

在職期間が15
年に達した小
・中学校教諭 

（養護教諭含む） 

H28.5.27～ 
H29.2.28 

 (校外 4日間) 

総合教育 

 センター他 
延248 

在職期間が25
年に達した小
・中学校教諭 

（養護教諭含む） 

H28.5.30～ 
H29.2.28 

 (校外 3日間) 

総合教育 

 センター他 
延212 
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第４節 県立高校改革 
 
１ これまでの県立高校改革 

(1) 高校百校新設計画（昭和48～62年度） 

生徒急増期に対応するため、県立高校を100校新設 

(2) 県立高校改革推進計画（平成12～21年度） 

    生徒減少期への対応、また、生徒の個性重視の教育や多様化への対応から、全日制の単

位制高校や総合学科高校等の新しいタイプの高校を新設するとともに、県立高校の再編・統

合を実施 

  

２ 県立高校改革実施計画について 

(1) 神奈川の教育を考える調査会 

ア 経緯  

神奈川県の極めて厳しい財政状況を背景に、平成24年１月に、「緊急財政対策本部」が設

置され、「緊急財政対策本部調査会」の意見も踏まえて、10月に「神奈川県緊急財政対策」

が取りまとめられた。 

一方、教育のあり方については、「緊急財政対策本部調査会」において、「専門家も交え

た別の組織を設け、十分に議論を尽くした上で結論を出すべき」との意見が出されたことか

ら「神奈川の教育を考える調査会」（以下「調査会」という。）が設置された。 

平成25年３月１日には「中間まとめ」が整理され、平成25年８月に「最終まとめ」が県

に提出された。 

 イ 最終まとめ 

本県の危機的な財政状況を踏まえ、「経費の削減」と「教育の質の確保」の両立をめざし、

従来の神奈川の教育について、見直すべきところは見直し、より充実させるべきところは充

実を図るなど「メリハリのある新たな教育政策」となるよう、基本的な考え方として「効果

的な教育」「質の高い教育」「みんなで支える教育」と整理したうえで検討され、「義務教育」

「高校教育」「特別支援教育」「神奈川の教育を支える環境整備」の項目ごとに意見がまとめ

られた。 

(2) 県立高校改革推進検討協議会 

  ア 設置 

神奈川県の県立高校改革に不断に取り組むという考え方のもと、教育基本法や「かながわ

教育ビジョン」の理念に基づきながら、神奈川の教育を考える調査会の「最終まとめ」など

を踏まえ、生徒数の減少動向を視野に入れつつ、中長期を展望したこれからの県立高校の将

来構想についての検討を進めるため、神奈川県教育委員会から次の事項について検討協議す

るよう依頼し、「県立高校改革推進検討協議会」(以下「協議会」という。)が設置された。 

○ 県立高校の教育内容の充実に関すること 

○ 質の高い教育を支える県立高校の教育環境の整備に関すること 

○ 県立高校の適正な規模及び配置に関すること 

イ 検討にあたっての基本的な考え方  

○ 生徒の個性や能力を伸ばし、社会的・職業的な自立をめざす高校教育 

（入学後の教育保障・卒業後の進路保障） 

○ インクルーシブな社会づくりに向けた生徒一人ひとりを大切に育む高校教育 

（高校教育にインクルーシブ教育を取り入れること） 

○ 学校の経営力と教職員の実践的指導力の向上 

（学校経営や教員の質向上における地域や外部機関との連携など） 

○ 生徒にとって安全で質の高い教育の提供を図る教育の諸条件の整備 

（校舎等の改修・改築などメリハリのある教育財源の活用） 

○ 進取性と先進性に富む神奈川らしい県立高校改革 

（県民の力を結集することで生み出される神奈川らしさ） 

  ウ 協議の内容 
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   ○ 県立高校の果たすべき役割 

   ○ 新たな県立高校改革に求められるもの 

   ○ 課程・学科の特性を踏まえた適正な学校規模と配置 

   ○ 県立高校でのインクルーシブな学校づくりと今後の展望 

   ○ 質の高い教育の提供 

   ○ 国際化・情報化に対応した教育と職業教育の充実 

   ○ 県立高校の施設・設備の抜本的な改善と教育環境の充実 

   ○ 学校経営の改善と充実 

  エ 構成員 

    17人 

教育に関する理解と見識を有する者並びに学校及び行政機関の関係者から選定 

オ 県立高校の将来像について(報告) 

次代を担う神奈川の子どもたちすべてに光をあて、生涯にわたる自分づくりに向けて、一

人ひとりの個性や能力を伸ばし、心身ともに健やかに育む高校教育の実践を期待し、「県立

高校改革に向けて」「県立高校の果たすべき役割」「これからの県立高校改革のあり方」「県

立高校の推進にあたって」について意見がまとめられた。 

 (3) 県立高校改革基本計画 

これまでの県立高校の成果と課題等を踏まえるとともに、調査会の「最終まとめ」や協議

会の「県立高校の将来像について(報告)」の中でそれぞれ整理された様々な県立高校に関す

る意見、さらには県民からの意見を参考に、これからの改革の考え方と取組みの方向性につ

いて取りまとめた「県立高校改革基本計画」を平成27年１月に策定した。 

改革に当たっては、「生徒の学びと成長にとって何が必要かという視点を最優先にする(ス

チューデント・ファースト)」という基本的な考え方に立って、すべての県立高校で改革に取

り組むこととし、改革の３つの柱、改革のめざす姿、改革の重点目標をそれぞれ次のとおり

とした。 

ア 改革の３つの柱 

○ 生徒の多様性(ダイバーシティー)を尊重し、個性や能力を伸ばす、質の高い教育の充実 

○ 魅力ある学校づくりを一層推進する学校経営力の向上 

○ 少子化社会の中で生徒に望ましい教育を推進する県立高校の再編・統合 

  イ 改革のめざす姿 

○ めざす生徒像 

県立高校に学ぶ生徒を、夢や希望、そして志をもち、学びを通じて自らの人生を切り拓

き、生涯をたくましく生きる力や人を思いやり、社会とかかわり貢献する力を身に付け

た人に育てる 

○ めざす学校像 

「めざす生徒像」の実現に向け、生徒一人ひとりを大切に育む豊かな人間性と高い専門

性を身に付けた教職員の育成・配置や、生徒にとって安全・安心で快適な教育環境の整

備、さらには地域と連携した学校づくりなどを通じた、県民と地域に信頼され、活力あ

る魅力にあふれた県立高校 

  ウ 改革の重点目標 

○  すべての生徒に自立する力・社会を生き抜く力を育成する 

○ 生徒の個性や優れた能力を伸ばす教育に取り組む 

○ 共生社会づくりに向けたインクルーシブ教育を推進する 

○ 学校の教育目標の着実な達成をめざす学校経営に取り組む 

○ 地域の新たなコミュニティの核となる学校づくりを進める 

○ 生徒が安全・安心で快適に学べる教育環境の提供に取り組む 

○ 少子化社会における適正な規模等に基づく県立高校の再編・統合に取り組む 

 

 (4) 県立高校改革実施計画 

県立高校改革基本計画に基づく改革の実現に向けて、中長期（概ね15年間）を展望した県

立高校改革に取り組むうえでの、教育内容・方法、学校経営、県立高校の再編・統合にかか
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る具体的な計画として「県立高校改革実施計画（全体）」を、最初の４年間の取組や対象校名

を明示した計画として「県立高校改革実施計画（Ⅰ期）」を、平成 28年１月にそれぞれ策定

した。 

ア 教育内容・方法の主な取組 

○ 生徒学力調査の実施 

○ 県立高校生学習活動コンソーシアムの形成 

○ 国際バカロレア認定推進校の指定 

○ 外国につながりのある生徒への教育機会の提供と学習支援 

○ インクルーシブ教育実践推進校の指定 

イ 学校経営の主な取組 

 ○ 神奈川らしいコミュニティ・スクールの導入 

○ 耐震化・老朽化対策の推進 

○ トイレ環境の改善 

ウ 県立高校の再編・統合の主な取組 

○ 普通科専門コースの解消 

○ 専門学科の新設 

○ 総合学科の改編 

○ 再編・統合（実施計画（Ⅰ期） ６組10校１分校） 

○ クリエイティブスクールの増設 
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      第５節  高等学校教育        

 

１  定時制・通信制教育 

○定時制課程 

平成９年２月の「県立高等学校定時制課程再編の基本的考え方について（通知）」

に基づき定時制課程の改善をさらに進めている。 

「県立高校改革推進計画」の前期実施計画では、単位制による普通科として小田

原高校定時制、全日制課程と一体化した柔軟な教育を提供するフレキシブルスクー

ルとして川崎高校定時制及び厚木清南高校定時制、総合学科として神奈川総合産業

高校定時制を開校した。 

後期実施計画では平成 19年４月に磯子工業高校、向の岡工業高校、平塚商業高校

の３校の定時制専門学科を定時制総合学科に改編して開校した。また、平成 21年４

月に大秦野高校定時制を秦野総合高校定時制総合学科に改編して開校、平成 21年４

月に湘南高校定時制を単位制普通科として開校した。さらに、新たな取組みとして、

多部制定時制の相模向陽館高校を平成 22年４月に開校した。 

また、定時制高校に学ぶ生徒の多様化に的確に対応するため、旧港南台高校の施

設を活用し、午前部・午後部という昼間の時間帯に定時制のしくみで学ぶことがで

きる多部制定時制高校として横浜明朋高校を平成 26年４月に開校した。 

 ○通信制課程 

平成 12年度に今後のあり方についての検討を進め、平成 13年７月、「県立高

等学校通信制課程における教育改善の基本的考え方について」を通知し、多様な

学習ニーズに対応するとともに、通信制の課程がもつ柔軟なシステムの特性を一

層生かすことができるよう教育内容等の改善を図ることとした。また、通信制の

課程の円滑かつ適正な運営を図るため、平成 14年度に「通信教育の実施に関す

る要綱」を定め、いわゆる非活動生の除籍など通信制課程の運営改善の取組を進

めた。さらに、「県立高校改革推進計画」の前期実施計画において、平成 17年

４月に厚木清南高校をフレキシブルスクールとして開校し、後期実施計画におい

て、平成 20年４月に横浜修悠館高校を通信制独立校として開校し、多様な学習

ニーズに対応するための改善を進めた。 

 

２ インクルーシブ教育の推進 

  障がいのある生徒に高校教育を受ける機会を拡大するため、県立高校改革実施計画

（Ⅰ期）に基づいて、平成 28年度に県立高校３校（茅ヶ崎高校、足柄高校、厚木西

高校）をインクルーシブ教育実践推進校のパイロット校に指定し、平成 29年度から

知的障がいのある生徒を高校で受け入れていくための体制整備を実施した。 

 

３ キャリア教育  

 若者の「社会的・職業的自立」や「学校から社会・職業への円滑な移行」に課題

がある、との指摘の中、小学校、中学校、高校それぞれの発達段階に応じて、体系

的、継続的なキャリア教育への取組が求められている。初等中等教育の最終段階で

ある高校においては、高等教育・社会への円滑な接続を図るという点でとりわけ重

要であり、学校における教育活動全体をキャリア発達への支援という視点で展開す
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る必要がある。 

そこで、平成 17年４月に「かながわキャリア教育実践推進プラン」を策定し、平

成 20年度から、全ての県立高校においてキャリア教育を展開することをめざし、平

成 17年度から３年間にわたる「キャリア教育実践推進事業」を展開することとした。 

各学校においては、全ての教育活動をキャリア教育の視点に立って見直すととも

に、教科・科目や総合的な学習の時間や特別活動など教育課程に位置付けて展開し

てきた。また、望ましい職業観・勤労観を育むインターンシップの拡充、地域貢献

活動・ボランティア活動の活性化を図るなど、社会体験活動の充実に取り組んだ。 

平成 20年度から、全ての県立高校では、高校入学から卒業までを見とおした各校

の指導計画「キャリア教育実践プログラム」に基づき、組織的、体系的なキャリア

教育を展開した。また、平成 23年度からは、これからの社会を担う自立した社会人

を育成するため、積極的に社会参加するための能力と態度を育成する実践的な教育

をシチズンシップ教育として位置づけ、シチズンシップ教育は、政治参加教育、司

法参加教育、消費者教育、道徳教育の４本柱で取り組むこととした。キャリア教育

の一環として、全校で取組を進めた。さらに、平成 25年３月にはキャリア教育のさ

らなる充実を図るために「県立高校におけるキャリア教育の推進について（指針）」

を策定した。 

平成 28年度からは、県立高校改革実施計画に基づき、大学等の教育機関や企業等

と連携協定を結んで「県立高校生学習活動コンソーシアム」を形成し、さらなる学

習機会の拡大を図った。 

(1）外部関係機関との連携・学校外人材の活用 

・インターンシップ受入事業所等やコンソーシアムによる連携協定先との調整を行う

コンソーシアムサポーターを延べ 10校に配置 

(2）体験活動の充実 

・インターンシップの推進 

平成 28年度 150課程、5,193人、1,327事業所 

・地域貢献活動・ボランティア活動の実施 

地域貢献デーの実施（平成 28年９月～11月の間に各学校が設定） 

(3) コンソーシアムモデル地域の指定 

・神奈川工業（横浜北東、川崎）と中央農業（県央、相模原）の２校を指定。 

  

４ 特色ある高校づくり広報  

多様な生徒のニーズや社会の変化に対応し、生徒一人ひとりの個性や創造性の

伸長を目指して各校が取り組んでいる「特色ある高校づくり」について、各学校

の特色や魅力などを広く県民や中学生、その保護者に周知するため、「神奈川の

高校展」など、生徒が直接、進学を希望する学校の様子について説明を受けられ

る機会の充実に取り組んだ。 

県立高校改革の重点項目として、「県民への学校理解を促進する情報提供の工

夫・発信」があげられており、県立高校改革の方向性に沿って、県立高校への理

解を促進するため、高校の教育課程や特別活動、施設概要についての内容を広く

周知し、各校を紹介するための特色づくりガイドを作成した。 
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・冊子「輝けきみの明日」やリーフレット「選べる！学べる！かながわの県立高

校」の作成 

各県立高校における特色ある取組みを広く中学生や保護者に周知し、理解を深

め、進路選択の参考となるよう作成している。 

 

・高校体験プログラム 

高校の特色や教育内容について理解を深め、生徒の興味・関心にふさわしい学

校を選ぶことができるよう、中学生やその保護者が、各高校の特色や教育内容を

直接体験する取組みであり、地域に開かれた学校づくりのために実施している。 

・公私協調事業 神奈川の高校展 

県内の公立高校と私立高校が各校の魅力と特色をアピールし、中学生とその保

護者の進路選択の一助とするため、公私協調事業「神奈川の高校展 2016｣を開催

した。 

スタートアップイベントの｢全公立展｣（６月）及び｢全私学（中・高）展｣（７

月）では、学校ごとのブースでポスター展示やチラシの配布等を実施した。 

メインイベントの「公私合同説明・相談会」（８月）では、県内の全公立高校

と 54の私立高校が県内 12会場に分かれ、学校別ブースでの説明・相談やステー

ジでの学校紹介等を行った。 

 

５ 平成 28年度研究校等   

    今後の高等学校教育の推進に資するため、次のとおり研究委託を行った。 

 

高等学校教育関係研究校 

区  分 教 科 領 域 等       学 校 名     研   究   主   題 

 
 
 

研 究 校 
 

 
 
 

人権教育 

秦野曽屋 自分を大切にし、他者を大切にする態度を

養うため、学校、家庭、地域が協働して生

徒の人権感覚や自己肯定感を高め、よりよ

い将来を切り開く力を身につけることが

できる人権教育を推進する。 

横須賀工業 自己と他者を大切にし、多様な人々が暮ら

す社会の良好な環境づくりに、主体的、創

造的に貢献できる人を育てる。 

問題行動等
未然防止推
進事業重点
対策推進校 

 

生 徒 指 導 
 

愛  川 自己肯定感の向上とコミュニケーショ

ン能力の育成について研究し、問題行動

等の未然防止につなげる。 

向の丘工業 誰もが安心して学びあえる学校を目指

し、生徒・保護者・教員それぞれのコミ

ュニケーション能力を高めることによ

り、問題行動等の未然防止を図る。 
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区  分 教 科 領 域 等       学 校 名     研   究   主   題 

吉田島総合 

 

生徒相互、生徒と教職員間のコミュニケ

ーションの充実及び、良好な人間関係づ

くりに重点を置き、問題行動を未然に防

ぐ。 

 

 

  伊勢原 生徒指導及び生徒支援のための知識や

スキルの獲得と、相互理解と人間関係づ

くりを目指したコミュニケーションス

キルの獲得により、問題行動等の未然防止

につなげる。 

 

 
 
 
 
 

文部科学省 
 

研究指定校 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
スーパーサイ
エンスハイス
クール 
 
 
 
 

西  湘 神奈川県西部地域の自然と地域の教育力

の活用を図りながら「地球理解教育」を進

め、国際社会で活躍できるすぐれた科学技

術系人材を育成する教育方法の開発と実

践を行う。これまでの研究成果を一般生徒

にも普遍化し、地域の教育にも還元する新

たな中核的活動を展開する。 

 

厚  木 生徒に科学的リテラシーを育成するとと

もに国際社会のリーダーとして持続可能

な社会の創造、発展に貢献できる人材を育

成する。そのために、全ての教科に共通す

るテーマ「科学技術と自然環境」を通して、

自ら課題を見出す力、探究活動を実践する

力、自己表現と他者理解の力などを身に付

けさせるための効果的な教育課程編成に

ついて研究開発する。 

 

 横須賀 多方面でリーダーとなる人材の育成を使

命とする横須賀高等学校での教育によっ

て、社会の諸現象に科学的にアプローチす

る素地（科学的リテラシー）と国際的な広

い視野（国際性）を育てるために、教育方

法の開発と実践による検証を行う。そのた

めに、すべての教科・科目における主体的

・協働的な学習や科学的リテラシーと国際

性を育成する授業を展開する。 

 

教育課程研究

指定校 

多摩 教科「理科」 

必履修科目において、観察・実験などを中

心に、協働的・探究的な学習活動を通して

科学的な思考力・判断力・表現力を育成す

るとともに、理科に対する興味・関心を高

める授業を展開し、その成果を定量的に把

握するための評価方法を工夫する。 
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区  分 教 科 領 域 等       学 校 名     研   究   主   題 

藤沢総合 教科「国語」 

我が国の言語文化に対する興味・関心を高

めたり理解を深めたりできるようにする

ため、言語文化について学ぶ意義を認識で

きる学習活動の工夫やその評価の方法、総

合学科の特色を踏まえた学習を効果的に

進めるアプローチの方法などについて研

究する。 

茅ケ崎西浜 教科「情報（共通）」 

情報の科学的な理解に裏打ちされた情報

活用能力を身に付けさせるために、適切な

題材の工夫をし、プログラミングやアルゴ

リズムなども用いた問題解決的な学習活

動及び協働学習におけるグループの評価

を含む多様な評価と指導の方法について

研究する。 

 厚木清南 発達障害等の生徒や外国につながりのある

生徒など、きめ細かな支援を必要とする生

徒に対して、必要な支援を提供する体制を

構築し、その効果を検証する。校内におい

ては、全定通すべての課程で協力をし、学

校全体で取り組んでいく。 

研究開発学校 横浜修悠館 外部資源と連携し、専門相談員が常駐する

「修悠館サテライト」の、校内外に対する

相談センター化を目指す。生徒・保護者及

び地域の不登校中学生やその保護者等が利

用しやすいように、周知方法等の工夫改善

を図る。支援連絡会議をコーディネート機

関として、情報を共有し、重層的支援を通

して得られる相談・支援のデータベースを

さらに活用する。また、上級学校への進学

を目ざす生徒への学習支援を外部機関との

連携を通して展開することで、生徒一人ひ

とりの学習や生活にとってよりよい効果が

得られるシステムを構築する。 
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県立高校改革指定校 
（下線は２テーマ指定の学校） 

 

横浜北東・川崎 横浜南西 横須賀三浦・湘南 中・県西 県央・相模原 指定校数

教育課程研究開発校
（新科目公共）

新城・
城郷

瀬谷西 湘南台 伊志田 上溝 6

教育課程研究開発校
（新たな学習評価）

鶴見 光陵 茅ケ崎北陵 大磯 海老名 5

授業力向上推進重点校 港北 松陽
藤沢清流・
七里ガ浜

伊勢原 麻溝台 6

ICT利活用授業研究推進校 生田 横浜旭陵 横須賀大津 秦野
上鶴間・
城山

6

プログラミング教育研究推進校 住吉 横浜緑ケ丘 茅ケ崎西浜 西湘 相模原総合 5

逆さま歴史教育にかかる研究校 神奈川工業 舞岡 津久井浜 秦野曽屋 大和南 5

確かな学力育成推進校 菅 永谷 寒川 平塚湘風 津久井 5

理数教育推進校 多摩 希望ケ丘 横須賀 平塚江南 相模原 5

グローバル教育研究推進校 神奈川総合 横浜平沼
鎌倉・
横須賀明光

小田原 大和西 6

学力向上進学重点校エントリー校
（エントリー校）

横浜翠嵐・
川和・
多摩

柏陽・
光陵・
横浜平沼・
希望ケ丘・
横浜緑ケ丘

湘南・
茅ケ崎北陵・
鎌倉・
横須賀

小田原・
平塚江南

厚木・
相模原・
大和

17

エントリー校との重複学校数 1 4 3 2 1 11
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６  公立高等学校の入学者選抜の実施 

平成25年度入学者選抜より入学者選抜制度については、平成９年度入学者選抜からの理念で

ある「生徒一人ひとりの個性や能力、適性を多面的にとらえ、調査書の評定や学力検査などの

いわゆる数値のみではなく、生徒の特性や長所にも着目した選抜」を継承しながら、生徒自ら

の志願を確かなものとするために、平成16年度入学者選抜から実施していた「前期選抜」と「後

期選抜」の特性を生かしつつ２つの選抜の機会を一体化して、全課程同日程で実施する「共通

選抜」を設定した。また、公立高校における学びの場を幅広く提供するために、定時制の課程

（夜間）及び通信制の課程においては「定通分割選抜」を設定した。 

平成 27年度・平成 28年度入学者選抜における採点誤りが判明したことに伴い、採点誤りの

原因究明、具体的な再発防止・改善策と入学者選抜後の検証方法をとりまとめるため、平成28

年３月、外部有識者などで構成された「県立高等学校入学者選抜調査改善委員会」を設置した。 

調査改善委員会からの提言を踏まえ、県教育委員会として策定した「再発防止・改善策」に

則り、マークシート方式の導入、採点・点検方法の見直し、答案用紙写しの交付などを行った。 

平成 29年度県内公立高等学校の入学者選抜における全日制一般募集共通選抜の志願者は

52,892人であった。 

 

 

(1) 一般募集 

ア  選抜の日程 

 募集期間 志願変更期間 学力検査・面接等の期日 合格発表日 

一

般

募

集 

共通 

選抜 
29.1.30(月)～2.1(水) 29.2.6(月)～8(水) 29.2.15(水)・16(木)・17(金) 29.2.28(火) 

定通分割 

選抜 
29.3.2(木)・3(金) 29.3.6(月)・7(火) 29.3.14(火)・15(水) 29.3.22(水) 

 

イ  学力検査の教科・時間 

全日制は原則として①外国語（英語） ②国語 ③数学 ④理科 ⑤社会の５教科、定時制

は原則として①外国語（英語） ②国語 ③数学の３教科。検査時間は共通選抜では全日制・

定時制とも各教科50分、定通分割選抜では各教科30分。 

 

ウ  全日制の課程の募集及び選抜状況は、次のとおりであった。 

 

公立高等学校全日制の課程の共通選抜状況（特別募集及び中等退学者募集を除く） 

 
募集定員(人) 

志願変更後 

志願者数(人) 

志願変更後 

競争率(倍) 
受検者数(人) 合格者数(人) 

普 通 科 31,045 38,061 1.23 37,603 30,936 

専 
 

門 
 

学 
 

科 

農 業 科 507 568 1.12 564 508 

工 業 科 2,276 2,450 1.08 2,439 2,267 

商 業 科 1,226 1,409 1.15 1,404 1,216 

家 庭 科 39 44 1.13 44 39 

看 護 科 78 84 1.08 84 78 

福 祉 科 156 156 1.00 154 154 

理 数 科 39 55 1.41 53 40 

体 育 科 78 108 1.38 107 78 

美 術 科 78 109 1.40 109 79 

国 際 科 74 122 1.65 120 74 

単 位 制 普 通 科 4,457 5,396 1.21 5,348 4,472 

単 位 制 総 合 学 科 2,300 2,782 1.21 2,767 2,293 

単
位
制

専
門
学

農 業 科 117 140 1.20 140 117 

水 産 科 157 161 1.03 159 157 

福 祉 科 78 82 1.05 82 78 

理 数 科 238 369 1.55 357 238 
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体 育 科 78 110 1.41 110 80 

音 楽 科 39 43 1.10 39 39 

美 術 科 39 38 0.97 38 38 

国 際 関 係 科 256 345 1.35 341 257 

総 合 産 業 科 238 260 1.09 259 238 

合   計 43,593 52,892 1.21 52,321 43,476 

 

エ 定時制の課程の募集及び選抜状況は、次のとおりであった。 

 

公立高等学校定時制の課程の共通選抜状況 
 募集定員 

(人) 

共通選抜 

募集人員(人) 

志願変更後 

志願者数(人) 

志願変更後 

競争率(倍) 

受検者数 

(人) 

合格者数 

(人) 

普 通 科 1,050 868 375 0.43 370 369 

農 業 科 35 35 31 0.89 28 28 

工 業 科 210 168 78 0.46 75 75 

商 業 科 35 28 12 0.43 11 11 

単 位 制 普 通 科 925 890 847 0.95 838 780 

単位制総合学科 815 724 609 0.84 604 553 

合    計 3,070 2,713 1,952 0.72 1,926 1,816 

 

公立高等学校定時制の課程の定通分割選抜状況 
 募集定員 

(人) 

共通選抜 

募集人員(人) 

志願変更後 

志願者数(人) 

志願変更後 

競争率(倍) 

受検者数 

(人) 

合格者数 

(人) 

普 通 科 910 632 230 0.36 228 131 

工 業 科 210 135 46 0.34 44 32 

商 業 科 35 24 19 0.79 18 9 

単 位 制 普 通 科 175 116 22 0.19 22 17 

単位制総合学科 455 262 115 0.44 109 63 

合    計 1,785 1,169 432 0.37 421 252 

（注）定通分割選抜を実施しない県立平塚農業高等学校初声分校、県立横浜明朋高等学校、県立川崎高等学

校、県立厚木清南高等学校、県立相模向陽館高等学校、横浜市立横浜総合高等学校及び川崎市立川崎高

等学校を除く。 

 

オ 二次募集の選抜状況 

（共通選抜の二次募集） 

合格発表時に欠員の生じた全日制の課程18校（普通科 12校、専門学科５校、単位制総

合学科１校、単位制専門学科１校 ※普通科と専門学科の両方で募集を実施した学校が１

校あった。）及び定時制の課程３校（普通科１校、専門学科１校、単位制普通科１校）にお

いて二次募集を実施した。 

全日制の課程においては、募集人員180人に対して、志願者（志願変更締切時）353人、 

受検者 346人、合格者 198人であった。平均競争率は、志願変更締切時 1.96倍、受検時

1.92倍であった。定時制の課程においては、募集人員 94人に対して、志願者（志願変更

締切時）72人、受検者69人、合格者67人であった。競争率は、志願変更締切時0.77倍、

受検時0.73倍であった。 

（定通分割選抜の二次募集） 

定時制課程においては、合格発表時に欠員の生じた20校（普通科10校、専門学科３校、

単位制普通科２校、総合学科５校）において二次募集を実施した。 

募集人員921人に対して、志願者（志願変更締切時）29人、受検者29人、合格者29人で

あった。平均競争率は、志願変更締切時0.03倍、受検時0.03倍であった。 
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カ 通信制の課程の選抜状況は次のとおりであった。 

 

公立高等学校通信制の課程の共通選抜状況 
 募集定員 

(人) 

共通選抜 

募集人員(人) 

志願変更後 

志願者数(人) 

志願変更後 

競争率(倍) 

受検者数 

(人) 

合格者数 

(人) 

単 位 制 普 通 科 1,520 1,216 267 0.22 263 263 

 

公立高等学校通信制の課程の定通分割選抜状況 
 募集定員 

(人) 

共通選抜 

募集人員(人) 

志願変更後 

志願者数(人) 

志願変更後 

競争率(倍) 

受検者数 

(人) 

合格者数 

(人) 

単 位 制 普 通 科 1,520 1,257 154 0.12 152 131 

 

(2) 特別募集等 
 

ア 選抜の日程 

 
募集期間 志願変更期間 

学力検査・ 

面接等の期日 
合格発表日 

海外帰国生徒特別募集 

29.1.30(月)～2.1(水) 29.2.6(月)～8(水) 29.2.15(水) 29.2.28(火) 
在県外国人等特別募集（全日制） 

     〃    （定時制） 

中 途 退 学 者 募 集 

 

  イ  学力検査の教科・時間 

      教科は①外国語（英語） ②国語 ③数学、検査時間は各教科50分。 
 
特別募集の入学者選抜状況 

 
募集定員 
（人） 

志願変更後 
志願者数(人) 

志願変更後 
競争率(倍) 

受検者数 
（人） 

合格者数 
（人） 

海外帰国生徒特別募集 90(110)  79 0.88 72 58 

在県外国人等特別募集（全日制） 125  125 1.00 122 111 

     〃    （定時制） 20  19  0.95 19 19 

中 途 退 学 者 募 集           40 4  0.10 4  4 

 （注）( )内の数字は、海外帰国生徒特別募集の後期募集の人数を含んだもの。 

後期募集は平成29年７月に実施。 
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７ 高等学校総合文化祭 

 (1) 神奈川県高等学校総合文化祭 
   神奈川県高等学校総合文化祭は、各高等学校における文化・芸術活動の相互啓発、相互

交流を図るとともに、文化・芸術活動のより一層の活性化を推進し、生徒一人ひとりの創

造性を育成し、豊かな人間性を育むことをねらいとしている。昭和57年度から「かなが

わ高校芸術祭」の名称で開催されてきたが、平成10年度に幅広く「文化」という視点に

立った現在の名称に改めた。 

    平成28年度は、前年度同様、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、美術・工芸、書道、写真、

文芸、放送・情報、囲碁、将棋、ボランティア、かるた、鉄道研究、日本音楽、吟詠剣詩

舞、郷土芸能、理科、演劇、新聞、アマチュア無線、茶道、弁論、社会科、軽音楽、マー

チングバンド・バトントワリング、図書の26専門部の行事からなり、神奈川県高等学校

文化連盟が設置した「神奈川県高等学校総合文化祭実行委員会」により次の通り実施され

た。 

 
平成28年度神奈川県高等学校総合文化祭実施状況 

行      事      名 内     容 期   日 会    場 
参 加 人 数 

応募作品数等 

平成28年度神奈川県高等

学校総合文化祭総合開会

式 
 

式典、発表

（管弦楽演

奏、ピアノ・

ヴォーカル、

合唱、手話コ

ーラス、合同

合唱等） 

28年10月29日 県立音楽堂 69校  674名 

（参加者総数904名） 

総合開会式合同合唱 

第58回高等学校合唱祭 
合唱 

合唱 
28年10月29日 

28年12月17日 
県立音楽堂 
県立音楽堂 

25校  244名 

59校 832名 

（観客数 250名） 
第35回高等学校吹奏楽祭 吹奏楽、器楽

アンサンブ

ル 

28年12月26日 

   ～12月27日 
ハーモニーホール

座間 
 

64校 2,184名 
（観客数  2,000名） 

第16回高等学校器楽・管

弦楽演奏会 

（兼オーケストラワーク

ショップ発表会） 

 

クラシック

ギター、マン

ドリン、弦楽

合奏、管弦楽

等 

28 年12月11日 昭和音楽大学テア

トロ・ジーリオ・

ショウワ 

20校  488名 
（観客数  453名） 

第63回高等学校美術展 
第23回安全推進月間ポス

ターコンクール 

絵画、彫刻、

工芸、ポスタ

ー、デザイ

ン、映像メデ

ィア 

28年11月29日 
   ～12月４日 

神奈川県民ホール 
ギャラリー 

109校  793点 
（観客数  1,699名） 

第53回高等学校書道展 臨書、創作 28年12月 ７日 
    ～12月11日 

横浜市民ギャラリー 72校 962点 
（観客数  1,480名） 
 

第43回高校生写真展 写真 28年12月20 日 
   ～ 12月 25日 

 

横浜市民ギャラリー 37校 267名 

（観客数  308名） 
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行      事      名 内     容 期   日 会    場 
参 加 人 数 

応募作品数等 

第35 回高等学校文芸コンク

ール 
第20回文芸部交流会・文芸部 

部誌コンクール 

小説、詩、

短歌、俳句 

文芸部誌 

28年９月30日締切 

 

28年11月13日 

 

 

横浜市西公会堂 
 

42校 8,451点 
 
23校 110名 

第31回高等学校総合文化祭 
放送情報部門大会 

アナウンス、朗

読、オーディオ

ピクチャー、ビ

デオメッセー

ジ 

28年11月20日 県立神奈川総合高校 53校 212名 
（観客数  300名） 

第37回高等学校秋季囲碁大

会 
団体戦 

個人戦 
28年11月６日 

28年11月13日 
神奈川県教育会館 

平塚ラスカホール 
８校 27名 

10校 20名 

（観客数   63名） 
第28回高等学校総合文化祭

将棋大会   個人戦予選 

 

個人戦決勝 

 

団体戦   

団体戦、個人戦  
28年10月 30日 
 

28年11月３日 

 

28年12月 18日 

 
かながわ労働プラザ 
 
かながわ県民センタ

ー 
かながわ労働プラザ 

個人戦予選・決勝 

50校 214名 

（観客数   20名） 

 
団体戦 

32校 142名 

（観客数   20名） 

第28回高校生ボランティア

大会 
ボランティア

活動に関する

作文・パフォー

マンス 

28年12月18日 JAさがみ茅ヶ崎支店 

 
13校 96名 
（観客数   10名） 

第28回高等学校かるた大会 団体戦 

 

個人戦 

28年12月18日 

 

28年12月25日 

 

北鎌倉・建長寺 

 

秩父宮記念体育館 

29校 184名 
（観客数 30名） 

26校 138名 
（観客数 50名） 

第28回高等学校鉄道研究発

表会 
模型、写真、研

究発表等 
28年11月13日 男女共同参画センタ

ー横浜フォーラム 
14校 103名 
（観客数 172名） 

第19回高等学校日本音楽発

表会 
和楽器演奏 28年12月11日 川崎市麻生市民館 13校 156名 

（観客数 220名） 
第17回高等学校吟詠剣詩舞

発表会 
構成吟、朗詠、

合吟、剣舞、支

舞、独吟 

28年11月12日 大和市保健福祉セ

ンターホール 
６校 27名 
（観客数 200名） 

第27回高等学校郷土芸能発

表会 
伝承芸能、和太

鼓、舞踊 
28年12月18日 

 
南足柄市文化会館 14校 320 名 

（観客数   670名） 
第27回高等学校理科部研究

発表大会 
研究発表、ポス

ターセッショ

ン 

28年11月５日 県立青少年センター 13校 114名 
（観客数 29名） 

第55回高等学校演劇発表会 発表 28年11月19日 
    ～11月20日 
 

県立青少年センター 70校 850名 
（観客数 1,200名） 

第66 回高等学校新聞コンク

ール 
      〃 
 

審査会 

 

展示 

 

 

 

表彰式 

28年11月10日 

 

28年11月10日 
     ～11月16日 

28年11月26日 
     ～12月25日 

28年11月25日 

県民活動サポートセ

ンター 

ギャラリー乙女通り 

 

日本新聞博物館 

 

日本新聞博物館イベ

ントルーム 

21校 21紙 
 

21校 21紙 
 

21校 21紙 
 

７校  14名 
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行      事      名 内     容 期   日 会    場 
参 加 人 数 

応募作品数等 

第27回高等学校アマチュア

無線大会 
活動報告、工作

会 
28年12月11日 県立神奈川工業高校 ５校 17名 

 

平成28年度神奈川県高等学

校総合文化祭総合開会式呈茶 

第22回高校生茶会 
 

平成28年度神奈川県高等学

校総合文化祭総合閉会式呈茶 

呈茶 
 

呈茶 
 

呈茶 
 

28年10月29日 

 

28年11月 13日 
 

29年１月 15日 

県立音楽堂 

 

湘南学院高校 
 

県立青少年センター 

２校  15名 
（観客数 100名） 

58校 429名 

 （観客数 556名） 

５校  38名 

 （観客数 200名） 

第68回県下高等学校弁論大

会 

弁論発表 
 

28年11月20日 
 

海老名市文化会館 ４校  10名 
 （観客数 26名） 

第22回高等学校社会科研究

発表大会 
研究発表 28年11月 13日 鎌倉学園高校 星月

ホール 
12校 90名 
 （観客数 40名） 

第14回高等学校軽音楽コン

クール           予選 

          決勝 

自作曲による

バンド演奏 
28年10月 22日 

 

28年11月 27日 

(音源審査のため非

公開） 

相模原市民会館 

 34校 581名 

 12校 105名 
 （観客数 800名） 

第14回高等学校マーチング

バンド・バトントワリング発

表会 

発表 
 

29年１月  9日 秦野市立総合体育館  10校 434名 
 （観客数 600名） 

第５回 図書館報コンクール コンクール 28年11月 19日 神奈川近代文学館  18校 71名 

平成28年度神奈川県高等学

校総合文化祭総合閉会式 
式典、表彰、発

表（津軽三味線

演奏、弁論発表

等） 

29年１月15日 県立青少年センター  119校 548名 
（参加者総数917名） 

平成28年度神奈川県高等学

校総合文化祭優秀作品の教育

局 内等展示 

美術、書道、写

真作品を展示 
29年２月 22日～ 
29年１月～ 

県教育局内 
ひめしゃら 

  20校 26点 

  １校   １点 

 
(2) 全国高等学校総合文化祭 

     第40回全国高等学校総合文化祭は、文化庁、（公社）全国高等学校文化連盟、広島県、

広島県教育委員会、開催市及び開催市教育委員会、広島県高等学校文化連盟ほかが主催し、

７月30日から８月３日まで広島県立総合体育館ほか広島県内各地で開催された。全国（諸

外国を含む）から3,343校19,280名が参加し、観覧者総数は84,746名であった。本県か

らは延べ90校から535名が参加した。 

(3) 文化フェスタ 
     県内の中学校、高等学校等における文化・芸術活動の活性化や充実を目的として、文化

フェスタ2016を、８月24日に県立青少年センターで開催した。県内の中学生・高校生等

合わせて898名が参加し、展示・発表・ワークショップを実施した。 

 

８ 就学支援金 

公立高校等の授業料に充てるための就学支援金を一定の収入額未満の世帯の生徒に支給し

た。 

平成28年度は、県立分97,021人、高等学校設置市分9,841人に支給を行った(平成26年度

からの学年進行)。 

 

９ 高校生等奨学給付金 

市町村民税所得割が非課税の世帯に対して、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高

校生等奨学給付金を支給した。 
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平成28年度は、14,594人に支給した。 

 

10 奨学金 

 (1) 高等学校奨学金 

高等学校等に在学し、学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする生徒3,324人に貸し

けした。なお平成27年度の条例改正において成績要件を廃止し、｢学業がすぐれた者｣(育英)

から｢学業等に意欲がある者｣(就学支援)のための奨学金制度として平成28年度より実施した。 

 

 (2) 短期臨時奨学金 

高等学校等に在学することとなる生徒の進学準備のための費用に充てられるよう、入学前

の３月に高等学校奨学金の一部に相当する額を前倒しして貸付けた。 

平成28年度は、210人に貸付けを行った。 
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第６節  特別支援教育 

 
１  教育課程 
 (1) 全県小・中学校教育課程研究会 
    各学校が学習指導要領等についての理解を深め、適切に教育課程を編成・実施できるよ

うに研究会を開催した。 
(2) 県立特別支援学校教務事務連絡協議会 

    各学校が学習指導要領等についての理解を深め、適切に教育課程を編成・実施できるよ
うに協議会を開催した。 
 

２  研究推進校 
    学校現場が直面している教育指導上の諸問題の解明を図るため、次のとおり研究校を指   
  定した。 
         

校 種 学 校 名  研  究  事  項  年 度 

 
 
 

特別支援学校 

県立 
小 田 原 養 護 学 校 

県西地域における効果的な支援を推進するた
めの地域センター的機能の研究 

28 

県立 
秦 野 養 護 学 校 

秦野地区における市教育委員会、小･中学校と

の連携体制構築のための地域センター的機能

の研究  ～グループ相談の活動を通して～ 

28 

 
県立 
武 山 養 護 学 校 

あらゆる機会を通して、児童生徒及び教

員の人権意識を高め、一人ひとりを大切

にした教育を推進し、個に応じて人権を尊

重しようとする児童生徒の態度や実践する

力を育む。 

28 

 
３ 研修・研究事業 
(1) 神奈川県特別支援教育大学派遣研修及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所研    
修   
特別支援教育を推進し、地域の支援教育の要となる人材を育成するため、小学校、中

学校及び特別支援学校の教員６人を横浜国立大学教育人間科学部臨時教員養成課程に１
年間派遣した。 
また、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所へ３人を２か月派遣した。 

 (2) 研修会等 
      特別支援教育関係教員を対象に、専門的知識・技能の習得をねらいとして、総合教育 

センターにおいて研修会等を実施した。 

(3)  神奈川県の公立学校等に勤務する主幹教諭(総括教諭)、指導教諭、教諭に対し、特別支援学校

教諭普通免許状の取得又は新教育領域の追加を行うために必要な単位を修得させること、併せて現

職教員の資質の向上を図ることを目的として実施した。(14講座) 
    期日平成28年８月９日～８月19日（各講座２日間） 会場 横浜国立大学 延1,848名 
 
４  交流及び共同学習の研究実践 
   特別支援学校に通う生徒・児童の地域社会での生活を踏まえ、特別支援学校は、小・
中学校等との交流及び共同学習を通して、相互理解を図ることが重要である。 
交流及び共同学習の一つである、居住地校との交流及び共同学習（以下「居住地交流」

という。）は、居住地の小・中学校等の児童・生徒とともに学習し交流することで、地域
とのつながりを持つことができる。 

神奈川県では、平成12年に居住地交流のガイドラインを定めて居住地交流取組を進め
ており、今年度見直し、充実を図った。 
         

５  県教育支援委員会 
   県教育委員会では、障害児の障害の状態等に応じて適切な就学指導（相談）を行うため、 
「神奈川県教育支援委員会」を設置している。 

   平成28年度は県教育支援委員会を３回開催し、障害児の就学にかかわる調整、県立特別
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支援学校対象の就学予定校の判断等を行った。 
   なお、県教育支援委員会で対象とした児童生徒の総数は、通学対象者、訪問教育対象 
者合わせて309人であった。（平成28年3月現在） 

 
 
６  特別支援学級 
    本県における特別支援学級は、昭和24年に設置され年々拡充されている。 
  平成28年度は、小・中学校合せて3,403学級設置されている。 
 

特 別 支 援 学 級 設 置 状 況 
                                                                  （平成28年５月１日現在） 

              障害別 
   項  目  

知 的 
障 害 

肢 体 
不自由 病虚弱 弱 視 難 聴 

言 語 
障 害 

情 緒 
障  害 

合 計 

小 学 校          
 

学級 
1,001 

 

学級 
114 
    

学級 
76 
 

学級 
39 
 

学級 
29 
 

学級 
0 
 

学級 
1,088 

 

学級 
2,347 

 

中 学 校          
  

477 
 

47 31 11 18 0 472 1,056 

合 計        1,478 161 107 50 47 0 1,560 3,403 

 
７  訪問教育 
   障害のため通学して教育を受けることが困難な児童生徒の教育の機会を確保するため在 
宅訪問指導及び施設訪問指導を実施した。 

   在宅訪問指導は、原則として週３日で１日２時間、施設訪問指導は、週４日で１日４時 
間の指導時間を設け実施し、そのほか集団指導を月１回程度実施した。 

   平年28年度は、県立特別支援学校9校で訪問教育を実施した。 
                           

訪 問 教 育 対 象 児 童 生 徒 数                    
                                                           （平成28年５月１日現在） 

 区 分       在宅訪問教育        施設訪問教育        合 計        
小 学 部         4 7 11 
中 学 部         2 18 20 

高 等 部 8 21 29 
合 計       14 46 60 

 
 
８  就学奨励 
   特別支援教育就学奨励費は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への
就学の特殊事情を考え、保護者の経済的負担を軽減するため、幼児児童生徒の就学に要す
る経費を国と県とが２分の１ずつ負担し保護者に支給するものである。 

   支給の対象となる経費は、教科用図書購入費、学校給食費、交通費、寄宿舎居住に伴う
経費、修学旅行費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費等
である。 
  支給額は、保護者の経済的負担能力により３段階に分けており、第１段階は対象となる
経費の全額、第２段階は対象となる経費のおおむね半額、第３段階は一部の経費のみが対
象となっている。 
平成28年度の支給総額は６億7,800万円であった。 
このほかに、小・中学校の特別支援学級児童生徒の保護者に対しても就学奨励費が支給

され、国と市町村が２分の１ずつ経費負担している。 
 
 
９  特別支援学校の過大規模化への対応 
   特別支援学校を希望する子どもたちの増加に対応するため、新設校の整備など、
様々な施策を展開してきた。 

(1) 特別支援学校の新設 

    茅ケ崎養護学校（平成11年度開校）、津久井養護学校（平成16年度開校）、 
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    麻生養護学校（平成18年度開校）、金沢養護学校（平成19年度開校、20年度校舎完成） 

    岩戸養護学校（平成22年4月開校）、相模原中央支援学校（平成23年４月開校） 

    横浜ひなたやま支援学校（平成25年4月開校）、えびな支援学校（平成28年４月開校） 

  

(2) 既設特別支援学校への校舎増築 

    小田原養護学校（平成12年度）、保土ケ谷養護学校（平成14年度）、 

    鶴見養護学校（平成15年度）、座間養護学校（平成17年度） 

(3) 肢体不自由教育部門と知的障害教育部門の併置化 

    中原養護学校（平成15年度）、平塚養護学校（平成16年度） 

     ※ 平成16年度をもって肢体不自由校は全て、知肢併置化された。 

(4) 地域的課題への対応 

 秦野地域の地域的課題に対応するため、秦野市立末広小学校内の空き校舎を活用し、秦

野養護学校知的障害教育部門小中学部を設置した。（平成28年４月開設） 

(5) 分教室の設置 

県立高校の教室を利用し、特別支援学校の分教室を設置している。 

 

 特別支援学校本校 設置先高校 学部等 設置年月 

１ みどり養護学校 新栄高校 知 

的 

障 

害 

教 

育 

部 

門 

高 

等 

部 

平成16年4月～ 
２ 保土ヶ谷養護学校 舞岡高校 

３ 瀬谷養護学校 大和東高校 平成17年4月～ 

４ 鶴見養護学校 岸根高校 
平成18年4月～ 

５ 相模原養護学校 橋本高校 

６ 鎌倉養護学校 金井高校 

平成20年4月～ ７ 武山養護学校 津久井浜高校 

８ 座間養護学校 有馬高校 

９ 三ツ境養護学校 瀬谷西高校 

平成21年4月～ 10 中原養護学校 住吉高校 

11 麻生養護学校 元石川高校 

12 保土ヶ谷養護学校 横浜平沼高校 

平成22年4月～ 13 高津養護学校 生田東高校 

14 座間養護学校 相模向陽館高校 

15 高津養護学校 川崎北高校 

平成23年4月～ 16 小田原養護学校 大井高校 

17 金沢養護学校 氷取沢高校 

18 瀬谷養護学校 大和南高校  

平成24年4月～ 19 藤沢養護学校 鎌倉高校 

20 伊勢原養護学校 伊志田高校 
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第７節  総合教育センター 

 

１ 総合教育センターの取組み 

 

優れた教育人材の育成 

教職員のライフステージに即し、キャリアに応じた基本研修
や、マネジメント能力向上のための研修、授業力向上のための
研修等を実施することにより、高い指導力と意欲をもつ教育人
材の育成を図る。 
神奈川の教育の将来を担う人材を育成するため、「かながわテ
ィーチャーズカレッジ」を開講するとともに、若手教員のサポ
ートを行う。 

学校を支援する調査・研究
の実施 

授業改善や児童・生徒理解、多様な教育課題の解決、教育施策
の形成や提言・検証等に関する調査・研究を実施し、その成果
を発信する。 
カリキュラム開発センターにおいて、教育や学校に関する幅広
い情報の収集・提供を行うとともに、カリキュラム開発や授業
改善などに関するカリキュラム・コンサルタント事業を実施す
る。 

県民や学校のニーズに応え
る教育相談の実施 

児童・生徒のさまざまな悩みや相談について、多様な専門職を
活用した教育相談を行うとともに、各学校での教育相談の軸と
なる教育相談コーディネーターの養成を推進する。 
特別支援教育の充実に向けて、特別支援学校等を支援する。 

 

２ 研修事業 

小・中・高等・中等教育学校、特別支援学校の教職員等を対象に、幅広い視野と実

践的指導力を備えた人材の一元的育成を進めるため、各種研修事業を行った。平成28

年度における研修の延べ参加者数は35,436人であった。 

 

  総合教育センター研修事業実施状況 

研修事業名等 内 容      対 象      期 日 会 場     参加人員 
教職経験に
応じた基本
研修 

初任者・新採用養護教諭・
新任栄養教諭研修､教職経験
年数(1年、2年､5年､10年､15
年､25年)に応じた研修 

公立小･中･高等・中
等教育学校、特別支
援学校教諭、養護教
諭、新任栄養教諭 

H28.4.1
2～H29.
3.31 

 
総合教育 
センター他 

   人 
延24,895 
 

教職として
の専門性を
高める研修 

授業力向上のための研修、
信頼確立のための研修、教
育課題解決のための研修、
児童・生徒支援のための研
修、特別支援教育推進のた
めの研修、長期研修、県民
とともに考える研修、臨時
的任用職員のための研修 
 

公立小･中･高等・中
等教育学校、特別支
援学校教諭、養護教
諭、新任栄養教諭、
県民 

H28.4.1
～H29.3
.31 

総合教育 
センター他 

 
延6,320 

マネジメン
ト能力向上
のための研
修 

校長・副校長・教頭・教頭
候補者対象の学校経営に関
する研修、総括教諭・教諭
対象の学校運営に関する研
修、指導主事対象の研修 

公立小･中･高等・
中等教育学校、特
別支援学校校長、
副校長、教頭、総
括教諭、教諭、指
導主事、教頭候補
者 

H28.4.4
～H29.1
.6 

総合教育 
センター 

 
延2,734 

学校相談体
制への支援 

教育相談コーディネーター
の養成及び相談体制への専
門的サポート研修 

公立小･中･高等・
中等教育学校、特
別支援学校教職員
等 

H28.5.2
6～H29.
2.3 

総合教育 
センター他 

 
延1,487 
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３ 多様で優秀な教職員の育成  

 (1) かながわティーチャーズカレッジ事業 

教員志望者に対し、教職に求められる使命感と責任感の醸成と、多様な教

育的ニーズに対応する実践力の向上を図るとともに、神奈川県の教育につい

ての理解を深めてもらうために、学校現場を体験する機会や現職教員等によ

る講座を提供した。 

開講式・閉講式及び「かながわ教育学講座」13回分の受講者の総数（延べ

数）は、3,868人であった。 

 (2) 高校生のための教職セミナー事業 

 教員を志望する高校生に対し、キャリア教育の一環として、講座の受講や

グループ活動等をとおして、教職への理解を深め、その資質や意欲の向上を

図ることにより、将来の神奈川の教員、次世代を担うべき優秀な人材を育成

することを目的として行った。 

 全８回のセミナーに参加した高等学校・中等教育学校の生徒の総数（延べ

数）は、295人であった。 

 (3) フレッシュティーチャーズキャンプ事業 

 平成28年度神奈川県新規採用予定者が、着任に向け、教育公務員としての

自覚・意欲を高め、教員として直ちに必要な知識・技能や実践力を習得した

上で、教員生活がスタートできることをねらいとして行った。 

    総合教育センターにおける集合研修と赴任予定校研修へ参加した総数（延べ

数）は、1,102人であった。 

 

４ 人材育成支援施策の実施 

 (1) 学校経営サポート事業 

全県立学校の校長を対象に、豊かな経験と知見を有する校長経験のある教

育指導専門員・教育指導員が学校経営に関する支援を行い、課題の解決につ

なげることにより、県立学校の活性化を図った。 

 (2) 不祥事防止研修会講師派遣事業 

教育委員会が定める「不祥事ゼロプログラム」に基づき、県立学校が、不

祥事の未然防止のため主体的に企画実施する研修会を支援する取組の一環と

して、各校の依頼により、教育指導専門員・教育指導員を講師として派遣し

た。 

 

５ 調査・研究事業 

学校教育の充実や今日的教育課題の解決に資するため、カリキュラムに関する

検証・開発をはじめとする、次のような調査・研究を行っている。その成果を研

究集録や報告書等にまとめ、関係機関へ配付するとともに総合教育センターのホ

ームページに掲載している。また、研修講座やカリキュラム・コンサルタント事

業において活用を図っている。横浜国立大学をはじめとした県内大学や国立教育

政策研究所等との連携により、研究の質的向上を図っている。 

さらに長期研究員により、「授業改善推進研究」、「今日的な教育課題研究」、

「一人ひとりのニーズに応じた教育研究」の三つの共通テーマのもと、関心・意

欲・態度を高めるための授業づくりや高等学校におけるインクルーシブ教育の推

進に向けたチーム支援等の実践的な研究を行った。 
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総合教育センター研究事業実施状況 

事   業 事   業   名 

授業改善や児童・

生徒理解に資する

調査・研究 

（２本） 

○育成すべき資質・能力を育む学びの在り方に関する研究 

○英語教育の充実に関する研究 

多様な教育課題解

決に向けた調査・

研究（４本） 

○的確な実態把握に基づく指導・支援の在り方に関する研究～学校で

のアセスメントの効果的な活用方法の検討を通して～ 

○道徳教育の充実に関する研究 

○いじめ対策に係る調査研究 

○学校組織マネジメントに関する研究 

教育施策の形成や

提言・検証等に関

する調査・研究

（２本） 

○「インクルーシブな学校づくり」の推進に関する研究 

○教育の情報化の推進状況に関する調査研究 

小・中学校学習状

況調査事業 

（１本） 

○小・中学校学習状況調査 

 

生徒による授業評

価集計分析事業

（１本） 

○生徒による授業評価集計分析事業 

研究成果普及事業 

（３本） 

 

○研究発表大会 

○長期研究員研究発表大会 

○各種成果物普及事業 

教育史編纂事業

（１本） 

○神奈川県教育史（戦後編）の編纂 

 
６ 教育相談事業 
教育相談センター（亀井野庁舎）では、県域の教育相談の拠点として、県民(幼児、

児童、生徒、保護者等)、教職員等の教育に関する問い合わせをはじめ、不登校やいじ

めなどの学校生活に関する相談、子育てやしつけなどの家庭教育に関する相談、障害

のある子どもを含む支援を必要とする児童・生徒に関する養育・教育・就学などの相

談に応じた。助言や情報提供、コンサルテーション、アセスメント、カウンセリング

等をとおした教育的支援を行った。 

来所相談については、相談者の心理的側面の支援に係る相談や学校生活に伴う課題に

係る相談、支援の必要な児童・生徒への対応に係る相談など、複雑化・多様化する相

談内容に対応するため、臨床心理士、学校心理士、言語聴覚士、作業療法士の資格を

有する相談員、教職経験のある相談員及び指導主事に加え、精神科医や眼科医を委嘱

し、多職種によるチームアプローチにより相談を実施した。  
電話相談については、総合教育相談、発達教育相談の相談専用回線により、毎日 

（12/29～1/3を除く）相談を受け付けた。Ｅメール等による相談は24時間受け付けた。

平成19年１月15日から、「いじめ１１０番」による電話相談を24時間体制で行ってい

る。 

学校への支援については、校内の教育相談体制の構築と児童・生徒が出会う諸問題へ

の適切な支援のために学校内外の人的・物的資源をコーディネートできる人材の養成を

図った。また、学校の教育相談体制を支援するため、支援を必要とする児童・生徒に関

する要請訪問相談を40校で実施した。さらに、不登校に対応する地域の教育相談ネット

ワークづくりを推進し、県市町村の教育相談に関する実態把握や連携を図るために教育

相談機関連絡会議を４回実施した。 

 
７ 教育情報収集・提供事業  
平成28年度末の教育図書室（善行庁舎）の所蔵資料数は、図書、学校等研究物、教科
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書等138,696冊で、教育図書室分室（亀井野庁舎）の資料数は、教育相談に関する図書や

資料等22,177冊である。「資料でたどる教科書のあゆみ」、「技術・家庭科と教科書」

の二つのテーマで「教科書展覧会」を開催した。 

カリキュラム開発センターの総資料数は、国や県の教育資料、各学校の研究紀要・シ

ラバス、学習指導案等12,279点である。利用者数は3,053名であった。県内の教職員から

教材・教具のアイディアを広く収集し、県内の教職員に提供することで授業改善につな

げる「授業のタネ」の登録件数は、平成28年度末現在、プチプリントについて35件、映

像素材については２件、デジタル教材について９件、授業教材について４件、教材紹介

映像について９件、合計59件となっている。 

さらにカリキュラム・コンサルタント事業の展開による学校や教職員への支援を推進

し、相談件数は173件であった。 

その他、広報誌「センターだより」による情報提供をインターネットを通して行った。 

 

８ 特別支援教育の充実 

(1) 特別支援学校等アセスメント事業 

   主に県立特別支援学校高等部の生徒を対象に、一人ひとりの教育計画作成や進路

支援のために、学校の依頼を受け、作業、認知、行動の特性等を諸検査でアセスメ

ントし、その結果及び支援方法についてケース会議や結果票で提供した。 

また、各校の就労に向けた取組への支援を強化するため、職務遂行能力等の就労準

備性や職業に関する自己理解の状況等を評価するキャリアアセスメントを平成25年度

より実施している。 

平成28年度は、主にセンターで行うアセスメント（センターアセスメント、専門職

相談・アセスメント、キャリアアセスメント）において132名の生徒を対象に実施し

た。また、主に各学校で行うアセスメント（学校アセスメント）において702名の生

徒を対象に実施した。 

 (2) 特別支援学校若手教員育成支援事業 

   主に県立特別支援学校を対象に、若手教員育成と授業力推進に向け、学校の依頼

に応じて学校を支援した。人材育成の視点から、若手教員の学び合いに関わる組織

づくりへの助言、学び合いの企画・運営等を、また、授業力推進の視点から授業改

善や校内研究を支援した。実施件数は延べ79件であった。 

 

９ 支援教育の推進  
総合教育センターの全ての事業に支援教育の観点が盛り込まれることを目指して、セ

ンター全体で取り組む体制をとっている。 

具体的には、教職経験に応じた基本研修、マネジメント能力向上のための研修におい

て、支援教育の推進に関する講義等を実施した。 

この他、特別支援教育推進のための研修、教育相談コーディネーター養成研修等にお

いて、支援教育に関する研修を38講座（延参加人数5,321人）実施した。 

また、支援教育研究事業として２本の研究を実施した。 

さらに、支援教育に関する情報提供及び資料収集については、ホームページにおいて

支援教育に関する情報提供、図書資料室への資料の整備、教職員や保護者・生徒向けの

理解・啓発用の冊子の作成・配付、研究事業の成果の普及として報告書やリーフレット

の作成と学校への配付等を行った。「県立総合教育センター研究発表大会」では、小・

中・高等・中等教育・特別支援学校の教諭及び養護教諭等に加え、県民を対象に、支援

教育の推進に関する発表・協議が行われた。 

 

10 教育映像資料の提供 

児童・生徒の学力向上、豊かな人間性の育成及び教職員の研修等の充実に資する

ことを目的として、平成21年度までに神奈川県教育委員会が制作した学校教育放送

番組をデジタル化して保管し、希望に応じてダビングし提供している。平成28年度

は14本提供した。 
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    第８節  体験活動の推進 

 

１ 県立ふれあいの村の運営 

  子どもたちが自然の中での体験や人との交流を通じて、自立心、協調性等を育むための施設として、

「足柄」「愛川」「三浦」の３つのふれあいの村を設置している。 

（1） 施設の概要 

ア 足柄ふれあいの村 

      所 在 地    南足柄市広町1,507番地 

      宿泊定員    400人 

      主な施設    管理棟１、集会棟１、宿泊コテージ22、炊事工作棟１、野外炊事場３、工作棟１、 

屋外便所６、駐車場１、広場５  

      指定管理者 足柄グリーンサービス・関東学院グループ  

イ 愛川ふれあいの村 

       所 在 地   愛甲郡愛川町半原3,390番地 

       宿泊定員    600人（宿泊棟 450人、テントサイト 150人） 

       主な施設   管理棟１、宿泊棟９、食堂浴室棟１、テントサイト１、体育館１、 

野外炊事場３、キャンプファイヤ－場３、グラウンド１、駐車場２ 

      指定管理者 東急コミュニティー・国際自然大学校グループ 

ウ 三浦ふれあいの村 

       所 在 地       三浦市初声町和田3,136番地 

       宿泊定員   433人 

       主な施設   宿泊棟（やまびこ棟 333人、しおさい棟 100人）、屋内運動場１、運動広場１、 

野外炊事場２ 

     指定管理者 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ 

（2） 平成28年度ふれあいの村利用状況 

平成28年度は、３か所のふれあいの村合わせて、3,632団体、約28万人の利用があった。そのう

ち、899団体、約16万人が学校等の利用で、全体の約56％を占めている。 

 

平成28年度ふれあいの村利用状況 

(延人員) 
 
施 設 名 

学     校     等 
青 少 年 
団 体 等 

家   族 
小ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 
合  計 

小 学 校 中 学 校 高等学校 
特別支援
学校 

幼・大・ 
専修学校 

足    柄 

ふれあいの村 

157校 

27,230名 

32校 

7,109名 

32校 

4,478名 

24校 

1,925名 

43校 

5,125名 

496団体 

30,904名 

375団体 

5,364名 

1,159団体 

82,135名 

愛    川 

ふれあいの村 

253校 

54,550名 

34校 

8,901名 

20校 

4,827名 

18校 

1,891名 

21校 

3,001名 

554団体 

46,982名 

343団体 

3,788名 

1,243団体 

123,940名 

三    浦 

ふれあいの村 

128校 

21,314名 

55校 

8,129名 

21校 

2,396名 

21校 

1,525名 

40校 

4,099名 

529団体 

32,885名 

436団体 

4,935名 

1,230団体 

75,283名 

平成28年度 

合   計 

538校 

103,094名 

121校 

24,139名 

73校 

11,701名 

63校 

5,341名 

104校 

12,225名 

1,579団体 

110,771名 

1,154団体 

14,087名 

3,632団体 

281,358名 

 

＜参考＞ 

平成27年度 

合   計 

623校 

124,204名 

134校 

27,156名 

75校 

13,605名 

57校 

5,428名 

98校 

10,783名 

1,7141団体 

120,148名 

1,245団体 

17,930名 

3,946団体 

319,254名 
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      第４章  学 校 保 健             
 

        第１節  概      要 
 

 今日、都市化や生活の利便化等による体を動かす機会の減少、複雑化する人間関係や情報化

社会などによる生活環境の変化が、人々の心身の健康に大きな影響を与えている。 
 児童生徒の健康課題は、生活習慣病や感染症の問題、アレルギー疾患の増加、また、ストレ
ス要因の多様化・複雑化による心の健康問題など多岐にわたっている。 

 また、小・中・高等学校における交通事故の発生件数並びに死亡者数については、減少傾向
にある｡ 
  さらに、喫煙・飲酒・薬物乱用については、児童生徒の検挙・補導件数は、近年、減少傾向

となっているが、たばこ・アルコール・薬物に関する誤った認識等を背景に低年齢化している
ほか、「危険ドラッグ」を原因とした事件・事故が多発しており、児童生徒への影響が懸念さ
れている。 

  こうしたことから、心身の調和のとれた発達を促し、児童・生徒の健康で豊かな人間性の育
成を図ることが必要であり、生涯にわたる健康な生活の基盤づくりの面からも、学校における
健康教育の役割は、ますます重要な意味を持つようになってきている。 

 県教育委員会では、健康診断の実施、喫煙・飲酒・薬物乱用防止のための教材の配付や性に
関する指導・エイズ教育関係研修、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教室、喫煙・飲酒・薬物乱用防
止教育指導者研修講座の開催など、児童・生徒の心と体の健康増進に向け、各種事業を行った。 

  学校給食については、「日常生活における食事について正しい理解と望ましい食習慣を養う
こと」などを目標として、各学校の設置者が実施している。小学校については、ほぼ全校で実
施しているが、中学校では、約27％の実施率となっている。 
 

        第２節  保健・給食 
 

１  学 校 保 健 
 (1) 保健教育 

    保健教育は、生命の尊重を基本理念とし、児童・生徒が健康な生活を営むために必要な
知識や技能を習得させ、これに基づいて自ら実践する態度の育成を目指している。 

    すなわち、単に健康に関する知識のみを習得させるのでなく、児童・生徒自身が、健康

の保持増進のために正しく判断し自律的に行動する態度を身に付けさせることを目的とし
て行われる教育活動であり、学校において、学校保健計画、学校安全計画を策定し、学校
教育全体のなかで、計画的・組織的な指導を行うことが必要である。 

    平成28年度は、教職員の指導力の向上と学校保健教育の推進に資するため、各種研修講
座等を開催した。 

 (2) 喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の推進 

 近年の青少年の薬物乱用の深刻化の状況を踏まえ、児童・生徒に対しては自分の人生
を台無しにしてしまう薬物には絶対に手を出さないよう、また、教員に対しては一部の
学校や生徒の問題としないで自らの問題として受け止めるよう、さらに、家庭にあって

は、親子の日ごろのコミュニケーションを十分図るよう、研修講座等を実施した。 
また、公立学校に対して、薬物乱用防止教室を、年間１回以上開催するよう働きかけ

るとともに、「危険ドラッグ」の広がりを受けて、教師用指導資料を作成・配布した。 

さらに、関係機関・団体が連携して防止対策を推進するため、「神奈川県学校喫煙・飲
酒・薬物乱用防止教育推進協議会」を開催した。 
また、県内10地区で、県立学校長会議が中心となり、街頭キャンペーンを年２回実施

し、延べ4,499人が参加した。 
 (3) 性に関する指導・エイズ教育の推進 

 教員の指導力の向上や家庭教育との連携を図るため、小・中・高等学校の教職員を対象に、性

に関する指導・エイズ教育研修講座を開催した。コミュニケーションと生命と性の教育、ヘルス

プロモーションやセクシュアリティ等の内容の講演をした。 

 (4) 保健管理 

ア  児童・生徒の心身の管理 
(ｱ) 県立学校児童・生徒の定期結核健康診断 
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 学校保健安全法第13条に基づき、定期健康診断において、特別支援学校の小学部、
中学部の児童・生徒全員に問診及び学校医の診察による結核検診を実施し、必要と
された者は、精密検査を実施した。 

また、特別支援学校の高等部及び高等学校の１年生を対象に間接撮影を行い、必
要な者に精密検査を実施した。 
平成28年度の実施状況は、間接撮影等43,502人、精密検査13人であった。また、

この検査の結果、比較的軽度の「要観察・要注意」の者も含めた被患者については
０人であった。 

(ｲ) 県立学校生徒の感染症（Ｂ型肝炎）対策 

 二俣川看護福祉高等学校、平塚盲学校、平塚ろう学校の生徒334人に対し、第１次
検査としてＨＢｓ抗原抗体検査を実施した。第２次検査対象者は３名だった。 

(ｳ) 県立学校児童・生徒の慢性疾患対策 

 将来、慢性化する恐れのある心疾患や腎疾患に対して、保健調査、各種検査及び
学校医等の総合判断により、該当者の健康状態を把握し、適切な指導を行うことに
より児童・生徒の健康の保持・増進を図る必要がある。 

平成28年度における県立学校の児童・生徒等を対象とした尿検査・心電図検査の
結果は次のとおりである。 

 対象者数 
 1    次 

 受 検 者 

 1   次 

 受検率 

 要 2次 

 検査者 

 2   次 

 受検者 

 2   次 

 受検率 

 異  常 

 な  し 

   要 

 観察者 

  要 

受診者 
 

 尿検査 

(全児童・生徒) 

       人 

  127,292 

       人 

 128,418 

     ％ 

  100.9 

     人 

 7,198 

     人 

 6,540 

     ％ 

  90.9 

     人 

  5,795 

     人 

   219 

     人 

  526 

 

 対象者数 
 1    次 

受 検 者 

 1   次 

 受検率 
要精密 

検査者 

精  検 

受検者 

精  検 

受検率 
異常なし 異常あり 

 

 心電図検査 

（高等学校１年生） 

       人 

   43,390 

       人 

   40,963 

     ％ 

   94.4 

     人 

  1,358 

        人 

   1,177 

       ％ 

   86.6 

       人 

    921 

      人 

   246 

 
 

 

 対象者数 
 1    次 

受 検 者 

 1   次 

 受検率 
要精密 

検査者 

指定外病院 

受診・管理中 

精 密 

受検者 
異常なし 有所見 

 

 心 電 図 検 査 
(特別支援学校) 

       人 

    1,967 

       人 

    1,756 

     ％ 

   89.3 

     人 

    10 

       人 

       2 
        人 
  8 

    人 

     6 
   人 
  2 

 

(ｴ) 学校歯科保健の推進 

 児童・生徒の口腔衛生の維持、向上等を図るため、県立特別支援学校への歯科衛
生士派遣調整等を行い、ブラッシング指導等を内容として児童・生徒の状況に応じ
た個別及び集団の歯科保健指導を実施した。 

平成28年度は、実施日数108日、学校数28校、実施児童・生徒延数3,527人であっ
た。 

(ｵ) 要保護児童・生徒援助（医療費）事業 

 学校保健安全法第24条に基づき、県及び市町村は、その設置する義務教育諸学校
の児童・生徒が伝染病、または学習に支障の出るおそれがある疾病にかかり、学校
から治療の指示を受けたものの、経済的理由により医療費の支出が困難な要保護及

び準要保護者に対して、治療のための医療費について必要な援助を行っている。そ
のうち、要保護者への援助は国庫補助金の対象となっているが、平成28年度は、要
保護者準用保護者とも０人であった。 

イ  学校環境衛生の維持管理 
 学校保健安全法では、環境衛生検査及び安全点検の実施が義務付けられており、学
校において実態に即した検査及び点検を実施している。 
 また、ホルムアルデヒド等の室内空気中化学物質濃度検査を、文部科学省「学校環
境衛生の基準」に基づいて実施した。 

ウ  光化学公害等対策 
 光化学公害等による被害を防止するため、県教育委員会では、緊急措置の連絡網を
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整備し、光化学スモッグ注意報及びPM2.5高濃度予報の情報伝達をしている。 
２  学校安全 
 学校安全は、児童・生徒等の災害を未然に防止し、安全の確保を図るとともに、児童・生

徒が現在及び将来において、自主的・自律的に安全な生活を営むことができる態度や能力を
育成することを目的としている。 
(1) 生活安全（防犯教育の推進） 

 防犯教育は、的確な思考・判断に基づき、危険を予測・回避して安全な行動ができる
ことをねらいとして推進している。 
 また、各学校での防犯教室の進め方など、指導者の資質向上を図るため、研修講座を

開催したほか、平成25年３月には、「学校における防犯教育指導資料」の改訂を行った。 
(2) 災害安全 
 防災教育は、児童・生徒が災害から自らの生命を守るために必要な知識や技能を習得

し、災害発生時に、的確な判断のもとに安全な行動ができることを目指して推進してい
る。 
 また、教職員の指導力の向上を図るため、東日本大震災を踏まえた防災教育のあり方

や具体的な方法等について研修講座を開催した。また、平成23年度に作成した津波防災
に関する指導資料の補助教材として、津波被害等の映像を収録したDVDを作成・配布した。 

(3) 交通安全教育の推進 

交通安全教育については、児童・生徒の発達段階及び交通事故の実態を踏まえ、「生命尊重」
と「遵法」及び「思いやり」の精神を基盤とした態度・行動と「車両運転」や「危険予測」など
の知識・技能を身に付け、交通事故の被害者にも加害者にもならないように、小・中・高等学校

で一貫した教育を展開している。 
高等学校においては、生徒が交通社会の一員として主体的に行動することを目指す「スタート
かながわ」を推進するため、生徒が企画運営する地区交通安全高校生・ＰＴＡ大会を県内10地区

で開催するとともに、スケアードストレイト方式交通安全教室、県警白バイ隊の指導によるヤン
グライダースクール(二輪車安全運転実技講習会) 及び自転車安全運転実技講習会を実施するな
ど、生徒・ＰＴＡ・学校・関係機関が一体となって取り組んだ。また、「スタートかながわ」推

進モデル校10校により、保護者、地域、関係機関・団体との相互連携により、近隣の小・中・高
・大学や、高齢者等、地域の交通安全教育の活性化に取り組んだ。 
さらに、交通安全教育における指導力の向上を図るため、全校種の総括教諭、教諭等を対象と

した交通安全教育研修講座を年１回開催するとともに、自転車交通安全用教材「チリリン・タイ
ム」や交通安全教育資料等を配付した。 

 

  平成28年度学校保健・学校安全教育研修講座等実施状況 
 

研修講座名等 内 容          対 象          期    日 会      場 参加人数 

性に関する指導・

エイズ教育 

研 修 講 座 

性に関する指導・エイ

ズ教育のあり方や、指

導方法について研修

し、実践的指導力の向

上を図る。 

小・中・高・特別

支援学校の、総括

教諭、主幹教諭、

教諭、養護教諭等 

 

28.11.28 県立総合教育 

センター 

143人 

小・中・高等学

校等交通安全教

育研修講座 

小・中・高等学校にお

ける交通安全教育に関

する内容や指導方法及

び当面する問題につい

て研修し、交通安全教

育の充実を図る。 

小・中・高等学校

の総括教諭・教諭 

等 

28.5.1 県立総合教育 

センター 

 

250 

 

 

 

 

 

  平成28年度神奈

川県学校保健･学

校安全･学校給食

表彰式 

学校健康教育の推進に

関する学校等の表彰・

実践発表・講演 

 学校保健・安全・ 

 給食関係者 

28.11.9 

 

神奈川県歯科医師

会館 

102 
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研修講座名等 内 容          対 象          期    日 会      場 参加人数 

 第48回 神奈 

 川 県 学 校            

 保 健 学 会            

 児童・生徒の健康に関

する研究の成果や実践

活動の発表、講演の開

催により、相互の理解

を深め、学校保健活動

の一層の推進を図る。 

 学校保健関係者 28.12.15 西公会堂 

 

259人 

 防 犯 教 室 

 研 修 講 座 

 

 学校における防犯教室 

 の開催を推進するため 

 指導者に対して学校の 

 安全管理についての講 

 習を行い、学校の安全 

 管理の充実を図る。 

 小・中・高・特別

支援学校の校長、

教頭（副校長）、教

諭、養護 教諭、警

察官OB、 消防職員

OB、保護者 

28.8.29 

 

28.8.30 

県立総合教育 

センター 

 

 

134 

 

181 

 養護教諭学校 

 保健研修講座 

 養護教諭として必要な 

 学校保健に関する理論 

 や実際などについて研 

 修し、専門性の向上を 

 図る。 

小・中・高・特別

支援学校の養護教

諭 

28.10.13 

 

県立総合教育 

センター 

228 

養護教諭健康 

相談等研修 

講座 

養護教諭が行う健康相

談等について研修し、

その資質と専門的役割

の向上を図る。 

養護教諭 28.7.6 県立総合教育 

センター 

47 

県立学校養護 

教諭研修講座 

養護教諭として生徒の

健康・安全に関する様

々な課題等に適切に対

応するため、県立学校

保健会と連携して行う

研修を通して、より実

践的な知識と技術の習

得を図る。 

県立学校の養護教

諭 

28.6.10 

 

28.10.12 

横浜市開港記念会

館 

県立二俣川看護福

祉高等学校 

91 

 

81 

喫煙・飲酒・ 

 薬物乱用防止 

 教育研修講座 

【県医師会、県

学校保健連合会

との共催】 

小・中・高校生の喫煙 

・飲酒・薬物乱用防止 

対策の一環として、学 

校医、学校歯科医、学 

校薬剤師、保護者、教 

職員等の学校関係者が

一堂に会し、喫煙・飲

酒・薬物の正しい知識

等を習得する。 

小・中・高・特別

支援学校の学校

医、学校歯科医、

学校薬剤師、保護

者、教職員 

  

28.10.17 県立総合教育 

センター 

114 

 

３  学校給食 
(1) 学校給食実施状況  
 学校給食は、小学校、中学校、特別支援学校及び市立夜間定時制高校において実施され

ている。 
ア 小・中・特別支援学校 

小・中・特別支援学校では、日常生活における食事について、正しい理解と望まし

い習慣を養うことや、明るい社交性を養うことなどを目的として実施されている。 
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平成28年５月1日現在、県内公立小・中・特別支援学校において、1,158校57万5,004
人の児童生徒が学校給食を受けており、実施率は学校数比で、小学校99.8％、中学校6
3.8％、特別支援学校91.5％である。 

完全給食（給食内容がごはんなどの主食、おかず及びミルクである給食）の実施状
況は、学校数比で小学校99.8％、中学校27.2％であり、小学校ではほぼ実施されてい
るが、中学校の完全給食普及については、全国の実施状況からみて低率である。学校

給食費（完全給食における平均徴収月額）は、小学校で平均4,062円であり、中学校は
平均4,667円である。1食当たりの平均は小学校243円、中学校287円である。 

イ 米飯給食実施状況 

食事内容の多様化を図り、栄養に配慮した米飯の正しい食習慣を身に付けさせる見
地から、米飯給食を実施し、その推進に努めている。なお、28年度完全給食を実施し
ている県内公立小学校・中学校・特別支援学校・夜間定時制高校で米飯給食を実施し

ており、実施回数は平均週2.9回である。 
(2) 研修講座・研究会 

学校給食における、栄養管理・衛生管理の充実向上を図るとともに、食に関する指導

の普及・啓発を図るため、管理職、給食担当教諭、栄養教諭、学校栄養職員、給食調理
員等学校給食関係者に対する研修講座や会議を実施した。 
 

 
 学校給食研修講座等実施状況 

 

研修講座名 内    容 対    象 期 日 会 場 参 加 人数 

食に関する指導

研修講座 

食に関する指導の

内容や指導方法の

研究 

小・中学校、特別

支援学校、中等教

育学校の管理職、

共同調理場の場長

等 

28.5.18 県立総合教育

センター 

131人 

栄養教諭・学校

栄養職員研修講

座 

食に関する指導と

栄養管理等 

栄養教諭、学校栄

養職員 

28.10.12 県立総合教育 

センター 

119 

学校給食調理員               

研修講座 

学校給食の衛生管

理 

  

学校給食調理員 28.7.26 横浜市開港記 

念会館 

419 

新採用学校栄養 

職員研修講座 

学校給食運営上の基 

礎知識 

公立学校新採用学校 

栄養職員 

28.4.21～ 

29.2.8 

延べ12日 

学校給食会館

他 

14 

学校栄養職員 

2年経験者 

研修講座 

栄養管理、衛生管理 

食に関する指導の

基礎知識 

採用後2年を有する

公立学校の学校栄

養職員 

28.8.8 

28.10.12 

 

学校給食会館 

県立総合教育 

センター 

９ 

学校栄養職員 

5年経験者 

研修講座 

栄養管理、衛生管理 

食に関する指導専門 

性の向上等 

採用後5年を有する

公立学校の学校栄養

職員 

28.5.12～ 

28. 8.8 

延べ4日 

学校給食会館 17 

学校栄養職員 

10年経験者 

研修講座 

栄養管理、衛生管理 

食に関する指導等高 

度な専門性の充実 

採用後10年を有す

る公立学校の学校

栄養職員 

 28.5.12～ 

29. 1.17 

延べ9日 

学校給食会館

他 

13 

 

 

学校栄養職員 

15年経験者 

研修講座 

栄養管理、衛生管理 

食に関する指導等組

織の一員としての専

門性の充実 

採用後15年を有する

公立学校の学校栄養

職員 

28.5.12～ 

29.1.17 

延べ4日 

学校給食会館 

 

 

８ 
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研修講座名 内    容 対    象 期 日 会 場 参 加 人数 
 

学校栄養職員 

25年経験者 

研修講座 

栄養管理、衛生管理 

食に関する指導、学

校給食運営の向上等

専門性の充実 

採用後25年を有する

公立学校の学校栄養

職員 

28.5.12～ 

29.1.17 

延べ4日 

学校給食会館 

 

 

15  

学校における食

育推進研修講座 

食に関する指導のあ

り方、学校の指導体

制整備等 

小・中・高・特別支

援学校の管理職、総

括教諭、養護教諭、

栄養教諭、学校栄養

職員、その他教育委

員会関係者 

29.1.23 県立総合教育 

センター 

189  

地区学校給食 

衛生管理会議 

衛生管理の徹底を図

るため食中毒防止対

策となる作業工程表

・作業動線図の作成

方法や健康管理等 

学校教諭、学校栄養

職員及び学校給食調

理員 

28.8.17 

 

28.11.14 

 

28.11.21 

学校給食会館 

 

藤沢合同庁舎 

 

神奈川県産業技

術センター 

50 

 

29 

 

26 

栄養教諭２年経

験者研修講座 

食に関する指導の

あり方等専門性の

充実 

任用後２年を有す

る公立学校栄養教

諭 

28.6.6 

28.8.4 

  

県立総合教育 

センター他 

２ 

 

栄養教諭５年経

験者研修講座 

食に関する指導の

あり方等専門性の

充実 

任用後５年を有す
る公立学校栄養教
諭 

28.5.16～ 

29.1.24 

延べ4日 

県立総合教育 

センター他 

４ 

高校における食

育推進研修講座 

高校における食育

の推進のあり方等 

高等学校・中等教
育学校の管理職、
総括教諭 

28.6.30 

 

県立総合教育 

センター 

58 

 

 
(3) 学校給食における食中毒防止対策 

安全な学校給食の供給を図るため、学校給食法に「学校給食衛生管理基準」が位置づけられた

（平成21年４月１日施行）。県教育委員会は、この「学校給食衛生管理基準」に基づき、県立学
校や市町村教育委員会等に衛生管理の徹底や食中毒の発生防止について指導している。 
ア 学校給食従事者の検便の充実 

     学校給食従事者の検便を月2回、検査項目に腸管出血性大腸菌を含めて実施している。 
   イ 学校給食用食品の点検 

学校給食で使用する食品の腸管出血性大腸菌Ｏ１５７、大腸菌、サルモネラ菌、ソル

ビン酸検査（項目は食材により異なる）を、特別支援学校26校について実施した。 
ウ 地区学校給食衛生管理会議の開催 

地区学校給食衛生管理会議を県域２地区と特別支援学校を対象に開催し、学校給食の

衛生管理に関する指導者講習会の報告や課題解決に向けた協議を行い、衛生管理の徹底を
図った。 
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      第５章  生 涯 学 習       

 

第１節  概      要 

 

  少子高齢化、情報化、国際化等の社会環境の急激な変化、雇用を取り巻く情勢の変化や自

由時間の増大等を背景として、人々の学習ニーズは、ますます多様化、高度化するとともに、

生きがいの追求と合わせ、新たな知識・技能の習得を求めるニーズが増大してきている。 

  こうした中で、本県の生涯学習の振興政策については、「かながわ教育ビジョン」に基づ

き、積極的な展開を図った。 

 
 

第２節  生涯学習推進体制の整備 

 

１  神奈川県生涯学習審議会の開催 

   生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項について調査審議するた

め、開催した。 

平成28年度は、第12期（平成26年８月26日～平成28年８月25日）として、「生涯学習の

成果の活用に向けた取組について」という諮問に基づき、部会を設置して調査・研究を行

い、平成28年８月に答申を提出した。続いて平成28年11月からは、第13期（平成28年11月

９日～平成30年11月８日）として、「地域と学校の連携・協働の推進について」という諮

問に基づき、調査・研究を行った。 

 
 

第３節 生涯学習の情報提供とネットワークづくり 

 

１ 生涯学習情報システムの運用 

  県、市町村、大学や専修・各種学校、民間教育機関等の幅広い関係機関との広域的なネットワ

ークを構築し、関係機関との連携を密に図りつつ、インターネットを利用して、24時間自由に生

涯学習情報の検索や閲覧が可能な生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」のサイトを県

立図書館に設置されたサーバ等を用い、管理・運用した。

（https://www.planet.pref.kanagawa.jp/） 

 
２ 生涯学習サポートコーナーの運営  

 県民の生涯にわたる学習活動を支援するため、県立図書館新館１階に「生涯学習サポートコー

ナー」を設置し、学習相談員が常駐して、生涯学習情報の収集・提供、学習相談等を行った。 

(1) 生涯学習情報の提供 

県内の生涯学習関連情報（大学講座･催し物･施設案内･施設見学･市町村広報紙等）をパン

フレット類等も含めて幅広く収集し、生涯学習サポートコーナーに配架した。また、県民が

生涯学習情報をインターネットからも得ることができるよう、情報検索用パソコンを設置し、

情報提供を行った。 
 (2) 学習相談 

学習相談窓口にて、面談、電話、ファクシミリ、電子メール等により、学習相談員が相談

に応じた。 
 
３ 生涯学習ネットワークの推進等 

 (1) 県・市町村生涯学習･社会教育主管課長会議 

    県民が生涯を通じて主体的に多様な学習活動が行えるよう、県と市町村及び市町村相 

互が緊密な連携・協力を図りながら、県内における生涯学習行政を総合的に推進してい

くため、県・市町村、市町村相互の情報交換及び個々の課題に応じた協議を行った。 

  (2) かながわ大学生涯学習推進協議会 

   大学相互及び大学と県が連携・協力を図りながら、大学における生涯学習の取組を総合的に

推進するため、県内67大学と県立図書館からなる「かながわ大学生涯学習推進協議会」を運営

し、専門的・系統的な学習を希望する社会人等に大学・短期大学・大学院での学習機会の情報

https://www.planet.pref.kanagawa.jp/
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を提供する「大学で学ぼう～生涯学習フェア～」を７月及び９月に実施した。また、大学相互

で、講師や会場などをはじめとする様々な学習資源について連携・協力しあう「共同公開講座」

を４講座開催した。 

 

４  県・市町村生涯学習・社会教育主管課長会議の開催等 

 (1) 県・市町村生涯学習･社会教育主管課長会議 

    県民が生涯を通じて主体的に多様な学習活動が行えるよう、県と市町村及び市町村相 

互が緊密な連携・協力を図りながら、県内における生涯学習行政を総合的に推進してい

くため、県・市町村、市町村相互の情報交換及び個々の課題に応じた協議を行った。 

 

 
第４節 県立社会教育施設などの生涯学習機能の活用 

 

１  県立図書館 

   県立図書館では、社会科学・人文科学系の調査研究・課題解決型リサーチ・ライブラリ

ーとして、専門図書や資料の整備・充実を図るとともに、レファレンス・サービス等各種

サービスの向上に努めた。また、県立高等学校をはじめとする学校教育機関、社会教育機

関や行政機関等への資料・情報提供サービスを推進することにより、図書館機能の向上を

図った。 

平成 28年度は、来館者に快適な環境を提供するため、空調設備の改修工事を行うとともに、

「神奈川県図書館情報ネットワーク・システム（ＫＬ－ＮＥＴ）」（平成28年度末現在の県内参

加施設数：117施設）により、関係県機関や市町村図書館、大学図書館等との連携を図り、県

民公開講座、レファレンス事例、デジタルアーカイブなどの機能充実を行った。また、市町村

図書館等職員研修（28.6.21～28.12.14、全 9回）、業務相談等を行い、市町村図書館等を支援

した。さらに、KL-NETのサブシステムとして、県立高校の図書データを県立図書館のサーバに

集積し、県立高校間で横断的な検索や貸出依頼ができる「神奈川県内高等学校相互貸借管理シ

ステム」を運用した。 

所蔵資料鑑賞会として、ＤＶＤ上映会（28.7.6～29.2.8、全4回）やレコード鑑賞会（29.1.18、

1回）を開催、ミニ展示も実施した。また、国立国会図書館が配信する「歴史的音源（1900～50

年頃の音楽等）」が視聴できる環境を提供するなど、利用の促進を図った。さらに、地域社会、

学校における視聴覚教育の振興を図るため、16ミリ映写機操作技術認定講習会（28.6.8、12.7、

全２回）を行った。 

  生涯学習サポートコーナーでは、生涯学習関連情報（3,422件）を配架するとともに、学習

相談員が相談（来館1,049人、電話等148人）に応じた。 

   館全体では図書館見学会、図書館の活用法等全66回講座を開催した。特に連続講演会では「女

性活躍からその先へ」というテーマで全３回開催し、新たな利用者へ県立図書館の魅力をアピー

ルした。 

また、所蔵資料の紹介や図書館職員の研究成果等の発表のため、「江戸を読む-神奈川県立図

書館所蔵江戸期刊行資料より-」を刊行するとともに、かながわ資料室の新着資料の紹介と展

示・県民公開講座等催し物の案内等の広報紙として「かながわ資料ニュースレター」第53～58

号を、神奈川地域の研究誌である「郷土神奈川」第55号を刊行した。 

なお、県立図書館の再整備に向けては、施設の老朽化や収蔵スペース不足等の課題に対応す

るとともに、新たな魅力を備えた図書館とするため、県民意見募集（パブリック・コメント）

及び意見交換会を経て、10月に「県立図書館の再整備に向けた基本的な考え方」を策定・公表

した。 

  

２ 川崎図書館  

川崎図書館では、課題解決型の「科学と産業の情報ライブラリー」として、科学技術、産業

分野の専門的資料の整備を引き続き進めるとともに、特に社会的ニーズや時宜に合わせた情報

提供の充実に取り組んだ。 

全国有数との評価を得ている会社史コレクションでは、新規受入れ 539冊を加えて、コレク

ション総数は約1万 8千冊となった。社史編さんの担当者に社史製作の苦労などを話してもら

う「社史ができるまで講演会」は６回開催、様々な切り口で社史を紹介する「社楽」を第54～
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67号を刊行した。また「社史フェア」を4日間、「社史フェア ｉｎ 渋谷」を２日間開催し、

社史の魅力の広報に努めた。 

オンラインで提供される情報源であるデータベースについては、科学技術文献データベース

「ＪＤｒｅａｍⅢ」（㈱ジーサーチ提供）、ビジネス情報データベース「日経テレコン 21」（日

本経済新聞社提供）、特許情報データベース「JP-NET」（日本パテントデータサービス㈱提供）

「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」など６種類の利用環境を整えている。 

ビジネス支援サービスでは、ビジネスに役立つ図書やＤＶＤ等の提供を進めるとともに、「ビ

ジネス支援トーク」を２回開催した。また知的所有権センター支部として、川崎市と共催の「か

わさき知的財産スクール」を６回、横浜弁護士会等と連携し「図書館で学ぶ知的財産講座2016」

を５回開催、関東経済産業局主催による「戦略的知財マネジメント促進事業知的財産セミナー」

を１回開催、また神奈川県発明協会の協力を得て特許・実用新案の調査や申請方法等について

の「発明相談」を行った。 

時宜に合わせたテーマで所蔵資料を紹介するミニ展示やその内容に合わせた関連講演会、

小・中学生を対象とした「科学実験教室」、図書館のバックヤードを紹介する「図書館探検ツア

ー」や科学者と気軽に語り合う「サイエンスカフェ」等、多彩な催しを積極的に開催した。 

このほか、県内公共図書館や大学・高校図書館、試験研究機関、県内企業の資料室等との図

書館協力事業の推進を図るとともに、関連機関やマスコミに対して、図書館事業について積極

的な広報活動を展開した。 

なお、川崎図書館は川崎市から｢公園施設設置許可｣（無償）を受けて設置されており、現在

の許可期間は、平成27年４月１日から平成30年３月31日までとなっている。市では、「富士

見周辺地区整備実施計画」に基づいて周辺地域の再整備を計画していることから、川崎図書館

は、平成30年４月１日にかながわサイエンスパーク（ＫＳＰ）に、ものづくり技術を支える機

能に特化し移転する予定である。 

このため、「県立川崎図書館の移転に係る県・市教育委員会調整会議」等を設置し、移転後の

建物や市立図書館へ移管する図書・資料等について、市教育委員会と協議・調整を行なった。 

また、移転に際して県民意見を聴取する「県立川崎図書館の移転に向けた意見交換会」を平

成28年11月25日に川崎市産業振興会館において開催した。 

 

  図書館資料の整備状況(平成29年3月31日現在) 

施設名 

資料区分 
県立図書館 川崎図書館 

図         書 

逐  次  刊  行  物 

視   聴   覚   資   料 

９２６，９４０     冊 

  ８，３８５   ﾀｲﾄﾙ 

 １１１，１７９    点 

２６０，６４０  冊 

８,６９９ ﾀｲﾄﾙ 

 １,５９０   点 

 
  図 書 館 利 用 状 況(平成29年3月31日現在) 

 施 設 名     

区    分 
県立図書館 川崎図書館 

 入      館      者      数 177,670 人  148,886 人 

 新 規 登 録 者 数                                                                                                                  2,629 人  1,420 人  

 図  書  貸  出  冊  数 72,115 冊  34,694 冊  

       レ フ ァ レ ン ス ・ サ ー ビ ス 10,094 件  8,208 件  

書庫内図書出納状況 66,396  点  65,815  点  

      複 写 サ ー ビ ス               148,135 枚  198,505 枚  

図書館等協力貸出          

（相互貸借） 

巡 回 延 館 数        1,278 館  －  

貸 出 冊 数        119,111 冊  9,189 冊 

 視 聴 覚 資 料 貸 出 点 数  52,601 点  4,171 点  

視聴覚資料室利用状況 視 聴 点 数        2,900 点  －  

 

３  金 沢 文 庫       

    史跡金沢文庫に保管されていた古文書その他の文化財等に関する資料の収集、保管、展

示並びにこれら資料に関する調査研究、普及活動等を行うとともに、資料の展示・保存に適
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した環境を維持するため、空調機中央監視設備の更新を行った。 

 平成28年度は、忍性の鎌倉入り750年を記念した特別展「忍性菩薩」を開催した。奈良国

立博物館と連携し、鎌倉極楽寺の遺宝を一挙に公開するとともに、諸方に散在する文化財

を集め、東国における忍性の活動を跡づけた展示は好評を得た。企画展では、国宝に指定

された古文書・聖教と、それにまつわる美術作品を対照的に陳列して、収蔵資料への関心

を高める効果があった。また、金沢の新田開発を行った泥亀永島家の資料を一挙公開した。

金沢文庫における江戸時代の展示は珍しく、地元住民の関心を誘うとともに、新しい資料

の発見につながった。さらに一代で金沢八景コレクションを作り上げた故楠山永雄氏より

寄贈された郷土資料の展示も、地域の歴史に対する関心を高めた。 

 

(1) 平成28年度展覧会開催内容 

区 分 展 覧 会 名 会  期 

特別展 

金沢百景 28.3.19～28.5.29 

忍性菩薩 28.10.28～28.12.18 

愛された金沢八景 29.2.10～29.4.23 

企画展 
泥亀永島家の面影 28.6.3～28.7.31 

国宝でよみとく神仏のすがた 28.8.5～28.10.2 

(2) 教育普及事業 

・特別講演会「横浜の新田開発」（28.7.3）等６回 

・展示テーマを中心とする「月例講座」11回 

・連続講座「古文書読解入門講座（第六期）」（28.6.19～28.9.11）等７回 

・県立社会教育施設公開講座「国宝称名寺聖教・金沢文庫文書を学ぶ」「忍性菩薩を学ぶ」 

 ２期各６回 

・解説講座 ９回 

・子ども向け講座「子ども夏休み金沢歴史教室 国宝？神さま？仏さま？」(28.8.11）１回 

・金沢区共催講座「金沢区民のための金沢歴史入門講座」３回 
・称名寺薪能協賛講座「富士山と金沢」(28.4.29) １回 

・教員のための講座「泥亀新田を学ぶ」（28.7.27）１回 

・「文字・活字文化の日」記念講演会（28.10.26）１回 

・金沢文庫の映像鑑賞会 20回 

・金沢文庫レコード鑑賞会 ９回 

・学芸員による展示解説 15回、団体案内 65回 
・ボランティアによる展示解説（毎土・日曜日及び祝日） 

・学術誌「金沢文庫研究」発行（２回） 

 (3) 保存事業 

・重要文化財「大威徳明王像・運慶作」納入品の修理および収納容器作成（国庫補助） 

・国宝称名寺聖教のうち「湛睿説草」10点の修理（民間財団および国庫補助） 

 

４  近代美術館       

昭和 26年 11月に日本で最初の公立近代美術館として開館し、以来 700回を超える展覧
会を開催してきた。平成 28年度は、葉山・鎌倉別館の２館において、県民に優れた美術作

品を鑑賞する機会の提供に努めてきた。 
なお、平成28年３月末に閉館した鎌倉館の本館建物は、平成28年12月に鎌倉八幡宮に無償

譲渡した。また、土地所有者との借地契約に基づき、新館棟及び学芸員棟の建物を除却し、現

状回復を図った。 
 

 (1) 平成28年度展覧会開催内容 

館 名 展  覧  会  名 会  期 

 

葉 

 

 

企 

画 

近代洋画・もうひとつの正統 原田直次郎展 28. 4. 8～28. 5.15 

クエイ兄弟―ファントム・ミュージアム 28. 7.23～28.10.10 

陽光礼讃 谷川晃一・宮迫千鶴展 28.10.22～29. 1.15 
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山 

 
 
館 

展 1950年代の日本美術―戦後の出発点 29. 1.28～29. 3.26 

コレク

ション

展 

コレクション展１：明治の芸術 28. 4. 8～28. 5.15 

コレクション展２：光、この場所で 28.10.22～29. 1.15 

コレクション展３：反映の宇宙 29. 1.28～29. 3.26 

鎌倉別館 
片岡球子展―面構シリーズを中心として 28. 7.30～28. 9.25 

松本竣介―創造の原点 28.10．8～28.12.25 

(2) 作品購入 

所蔵作品の充実を図るため、油彩画２点、日本画１点、アクリル１点の合計４点を購

入した。 

(3) 教育普及事業 

・展覧会協賛企画 「原田直次郎展」特別講演会（28.4.9）等（10回） 

・ワークショップ 「彫刻プロジェクトin葉山」（28.8.15）等（22回） 

・ギャラリートーク（学芸員や専門家による作品解説）等 全24回 

  ・美術講座等 「先生のための特別鑑賞の時間」等 全13回 
 
５  歴史博物館 

  神奈川の文化及び歴史に関する資料の充実を図るため、「赤羽刀」、「足利尊氏像」を

はじめとする資料修繕、保管及び展示並びにこれに関する調査研究、情報提供等を行い、

県民の学習活動を支援した。 

   また、資料の展示・保存に適した環境を維持するため、空調設備等の改修工事を行うとともに、

空調の効果を改善し、資料の展示に適した環境を維持するため、天井の改修工事を行った。 
(1) 平成28年度展覧会開催内容 
区 分 展 覧 会 名 会  期 

特別展 まぼろしの紙幣－横浜正金銀行券－ 28.4.23～28.5.29 

 (2) 学習支援活動 

  ・学校週５日制対応行事「ミュージアムクイズ」（４～５月の開館日） 

  ・子ども・青少年向け行事「けんぱくウォッチ」（28.5.3～28.5.5） 

・ミュージアム・ミッション（28.7.16～28.8.31） 

・ミュージアムコンサート（28.4.10、28.11.2 全２回） 

・学芸員による展示解説（28.4.30ほか全4回） 

・特別展等記念講演会「まぼろしの紙幣 横浜正金銀行券」（28.5.8） 

・重要文化財旧横浜正金銀行本店本館建物見学会（28.5.22） 

・博物館入門講座(29.2.2、2.16、全２回) 

・県博講座「横浜正金銀行券」（28.5.1～28.5.15横浜正金銀行券展 全３回） 

  ・県博セミナーⅠ「資料から見た中世都市鎌倉」（28.10.8.～28.11.5  全５回） 

・県博セミナーⅡ「文献から読み解く中世都市鎌倉」（29.2.4～29.3.4 全５回） 

  ・県博講座「神奈川の考古学入門」他（28.10.11～29.3.26 休館時学習支援事業 全80回） 

  ・人文科学講座「文化財建造物における博物館環境管理」他（全３回） 

  ・地域巡回講座「金沢文庫・称名寺で鎌倉の文化を味わう」他（全４回） 

  ・博物館体験教室一般「お抹茶文化に親しむ」他(全６回） 

  ・博物館体験教室子ども「拓本をとってみよう」他（全４回） 

  ・建物見学会(全２回) 

  ・出張講座 74校76講座 

 (3) 保存事業  
  ・重要文化財「十王図」(24～28年度 ５ヵ年計画)等の修理 

 
６ 生命の星・地球博物館 

    地球の歴史及び生命の多様性に関する資料として「地層剥ぎ取り資料」をはじめ、化石、

魚類、鳥類、昆虫、植物等の資料収集、保管及び展示並びにこれに関する調査研究、情報
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提供等を行った。 

(1) 平成28年度展覧会開催内容 

区 分 展 覧 会 名 会  期 

特別展 Minerals in the Earth－大地からの贈り物－ 28.7.16～28.11.6 

企画展 石展２－かながわの大地が生み出した石材－ 28.12.17～29.2.26 

(2) 開館記念日事業 

   「ミューズ・フェスタ２０１７」（29.3.11、12） 

(3) 学習支援活動 

・博物館が主催する事前申し込み制の講座（28.4.16～29.2.25 33講座 のべ54日）での野

外観察・室内実習  

・博物館で実施する当日参加型のよろずスタジオ（28.4.3～29.3.26 11講座 のべ43日）で

の子どもむけワークショップ 

  ・学習指導員が対応する､夏休みの小・中学生向け理科自由研究相談（28.7.16～28.8.21） 
・特別展・企画展関連講演会（28.9.22ほか）および関連講座（28.8.10ほか） 

  ・ボランティア活動を生涯学習の一環として位置づけ、「学芸ボランティア」「ライブラリ

ーボランティア」「展示解説ボランティア」の３種類のボランティアの登録を行っている。

28年度は、それぞれ312人（学芸）、8人（ライブラリー）、62人（展示解説）が登録し、

のべ4,067人の活動が実施された｡ 

  ・ボランティア入門講座の開設によるボランティアの養成 

  ・「博物館情報システム」により、博物館が所有する標本等の資料や画像データ、研究成果

などを総合的に管理するとともに、県民をはじめとする利用者に対して情報提供を行った。  

  
   県立社会教育施設利用状況 

施 設 名        

利  用  人  員  

27年度 28年度 
比較増減（△） 

  県 立 図 書 館           183,624人   177,670人 △  3.3％  

  川 崎 図 書 館           154,234    148,886      △ 3.5％  

   金 沢 文 庫           
（フリーゾーンを含む） 

 43,049   37,714     △ 12.4％ 

  近 代 美 術 館           168,012    71,774        42.7％  

  歴 史 博 物 館           

（フリーゾーンを含む） 178,873    29,844     △83.3％  

  生命の星・地球博物館 

（フリーゾーンを含む） 295,644     315,978     6.9％  

  合        計 1,023,436    781,866     △ 23.6％  

     

７ 県立社会教育施設公開講座の実施  

   県立社会教育施設の機能と特色を生かした「県立社会教育施設公開講座」を計５講座実施

し、491名が参加した。 

 

 

【平成 28年度講座開催内容】 

施設名 講 座 名 称 
開 設 時 期 回

数 (始期)  (終期) 

金沢文庫 国宝 称名寺聖教・金沢文庫文書を学ぶ 28.8.27～28.10.1 6 
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忍性菩薩を学ぶ 28.11.12～28.12.17 6 

近代美術館 ｢松本竣介 その魅力をさぐる｣ 28.10. 8～28.12.17 5 

歴史博物館 

Ⅰ期「資料から見た中世都市鎌倉」 28.10.8.～28.11.5 5 

Ⅱ期「文献から読み解く中世都市鎌倉」 29.2.4～29.3.4 5 

 
 

第５節 学習内容の深化と成果を活用する場づくり 

 

１  社会教育主事の養成 

   県及び市町村の社会教育指導体制の強化を図るため、社会教育主事資格者の養成を行い、

平成28年度は国立教育政策研究所社会教育実践研究センター主催の社会教育主事講習に公

立学校教職員を派遣するとともに、市町村教育委員会職員等の計画的な参加を促した。 

２ 生涯学習指導者研修 

生涯学習・社会教育関係の指導者及び行政担当職員を対象に、市町村等の社会教育人材 

育成や様々な教育課題の解決に向け研修を実施した。 

３ 学習成果の活用への支援 
  学習成果を生かしたい県民の社会参加を支援するため、学習活動を目的とする団体・グルー

プ及び学習活動を支援する指導者・人材の情報を生涯学習情報システムに登録するほか、県立

図書館において生涯学習ボランティアを受け入れ、活動の支援を行った。 

 

 
第６節 社会生活の基盤としてのことばの力を育む教育の推進 

 

１ 子ども読書活動の推進 

 (1) 神奈川県子ども読書活動推進会議の開催 

   関係団体（10団体）、県職員及び市町村図書館代表者によって構成される「神奈川県

子ども読書活動推進会議」を開催し、子どもの読書活動の推進のための施策等について

協議した。 

 (2) 子ども読書活動推進フォーラムの開催 

   読書活動の重要性を広く啓発することを目的として、神奈川近代文学館においてフォ

ーラムを開催した。子どもの読書活動推進に関する講演と読み聞かせ等の事例発表で構

成し、192名が参加。 

 (3) 読書活動実践コースの開催 

   子どもの読書活動推進に向けた取組みの充実を図るため、市町村教育委員会等担当職

員、図書館職員、司書教諭、学校司書及び子どもの読書活動推進に係るボランティア等

を対象とした研修を３回実施し、延べ263名が参加。 

 
 

第７節 ボランティア活動の充実 

 

１ 体験活動ボランティア活動の推進 

生涯学習情報システム「PLANETかながわ」及び生涯学習サポートコーナーにおいて、青少年の

体験活動、ボランティア活動に関する情報を提供した。 

  また高校生がボランティアに関する理解を深めるとともに、ボランティア活動の第一歩を踏

み出すためのきっかけとして「高校生のためのボランティア活動応援コース」を実施した。 

 

  
第８節 地域教育コミュニティづくりの推進 
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１  県立学校公開講座（学習・文化系講座）の実施 

   県立高等学校等の教育機能を広く地域社会の利用に供し、地域に開かれた学習文化活動の

場とするため開設している講座で､平成28年度は17校で21講座を実施し､313人が参加。 

 

２ 県立学校施設開放（学習施設）の実施 

    県立学校公開講座と同様に、県立高等学校等を地域に開かれた学習文化活動の場とする

ため、平成28年度は25校の会議室や音楽室などを開放し、延べ8,772人が利用。 

 

３ 地域との協働による学校づくりの支援 

  地域との協働による学校づくりが円滑に進むよう、研修会を開催し実践事例や関連情報の提

供を行っている。平成 28年度は、「活力ある学校と地域の連携をめざして ～未来を担う人づ

くり 地域づくり～」をテーマに４回実施し、延べ175人が参加。 

  研修会では、学校・家庭・地域の連携による学校支援活動の充実、推進を図るため「学校支

援ボランティアハンドブック」を各回で配付した。 
 

 
第９節 子ども・子育てを支える地域社会の基盤の充実 

 
１ 放課後子ども教室推進等事業 

放課後の子どもたちの安全な活動場所を確保しながら、学習や地域との交流活動等を実践す

るために市町村が実施する「放課後子ども教室推進事業」に対し、県は、平成 28年度24市町

村115教室（政令市・中核市を除く）の実施に伴う経費を助成した。 

また、地域の多様な経験を持つ人材、企業等の協力を得て、すべての子どもたちの土曜日の

教育活動を充実するために市町村が実施する「土曜日の教育活動支援事業」に対し、県は、平

成28年度７市33活動（政令市・中核市を除く）の実施に伴う経費を助成した。 

さらに、県内の放課後対策事業に係る協議や市町村の補助金担当者会議、実際の教室や活動

運営に携わるコーディネーターやサポーター等を対象とする研修を実施した。 

 

 

第10節 家庭教育への支援の充実 

 

１ 家庭教育力の充実への支援 

(1) 学習資料の発行 

     新中学１年生（政令市立の学校を除く）の保護者等に対し、親子関係や命の大切さ、

不登校への対応など家庭教育の要点についてアドバイスする冊子「すこやか」を作成、

配付した。また、家庭でのお手伝いなど、しつけの重要性について啓発するため、子ど

もと保護者がともに記入して活用できる形式の冊子「おてつだい帳」や「家族で一緒に

考える夏休み」を教育委員会ホームページに掲載した。 

  (2) インターネット放送による啓発 

     ０歳児～中学生までの家庭教育上考慮すべき基本的な事柄をとりあげ、保護者に対し

て情報提供、解説等を行う番組をインターネットで配信した。 

番 組 名     対    象 番 組 の 内 容          

すこやかファミリー ０歳児～中学生の保護者 家庭教育に関わる知識、情報の提供 

(3) 相談機関紹介カードの発行 

      家庭教育等の悩みに応えるため、相談機関が一覧で掲載されているカードを作成し、

県内の小・中・高・特別支援学校・中等教育学校の児童・生徒の家庭及び相談窓口等に

配付した。 

 (4) 夏休みかながわ子どもワクワク体験 

      県機関等が夏休み期間中に実施する、子どもや親子を対象とする体験活動について取り

まとめ、県のホームページ、生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」に掲載する

とともに、学校や関係機関に周知した。 

 

２  家庭・地域教育の活性化促進 
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    家庭・地域の教育力の向上及び放課後の子どもたちの安全で健やかな活動場所を確保するため

の総合的な放課後対策の推進を図るため、県の行政機関と関係団体からなる「神奈川県学校・家

庭・地域連携協力推進委員会」で協議を行った。 

 
 
３ 家庭教育協力事業者連携事業 

  家庭教育力の充実を図るため、県教育委員会と協定を締結した事業者が、県教育委員会が作

成した啓発リーフレットを保護者である従業員に配付するとともに、事業者自らが従業員の家

庭教育を支援する様々な取組みを実施するなど、事業者と県教育委員会が連携・協力して家庭

教育を支援する事業を実施した。 

  平成28年度協定締結事業者数 ２事業者 （141事業者と締結中） 
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      第６章  文 化 財      

 

        第１節  概      要 

 

  県内の各種文化財の実態を把握するための調査を行い、我が国の歴史や文化を知る上で特に重要

なものを重要文化財等として指定するとともに、巡回調査等により状況を把握し、必要な保存修理

を行うなど適切な保存管理に取り組んでいる。 

 また、指定文化財を県民に積極的に公開、活用し、保護意識を高めていただくために様々な普及

啓発事業を実施するとともに、「鎌倉」の世界遺産登録を目指した取組みを進めている。 

 

        第２節  文化財の保護        

 

１  文化財の調査 

    文化財の保存、活用にあたり必要な基礎資料を収集するため、各種文化財の実態を把握するた

めの調査を行っている。 

平成28年度は、文化財の指定等に向けての基礎調査、埋蔵文化財の保護に関して開発事業者と

の事前協議を行う際の基礎資料を得るための試掘調査などを実施した。 

 

２  文化財の指定 

    有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物のうち、本県にとって重要な

ものを県文化財保護条例に基づく保護の対象として指定している。 

平成28年度に県指定重要文化財（建造物）として指定したものは、次のとおりである。 

旧神奈川県立近代美術館鎌倉館本館 １棟  

 

３  文化財の保存・管理 

文化財の適切な保存管理を図るため、国・県指定の文化財の保存修理、史跡等の土地の買上げ、

史跡等保存整備計画策定等を行う場合の各事業主体に対する「指定文化財保存修理等補助金交付

要綱」に基づく助成などを実施している。 

  平成28年度補助事業は次のとおりである。 

    ・有形文化財保存修理等   鶴岡八幡宮摂社若宮など ········· 14件 

    ・記念物等保存修理等    北条氏常盤亭跡など ············· ９件 

    ・民俗文化財保存修理等  神輿など ······················· 12件 

  ・緊急修理等       称名寺金堂 ····················· １件 

また、県指定天然記念物のうち、特に人為の影響を受けやすいギフチョウ、キマダラルリツバ

メの飛翔時期に監視を行い、保護の万全を期するとともに、国県指定文化財の管理状況等を把握

し、所有者や管理者に指導助言を行うことで適切な保存・活用を図った。 

 

４  文化財の普及・啓発 

    先達から継承した文化財を国民共有の財産として大切に保存し、より良い状態で後世に伝える

とともに、地域文化の向上のため、積極的に活用する責務がある。 

    そのためには、地域住民が身近にある文化財保護の重要性について理解を深めることが大切で

あることから、広く県民に啓発を図るため、次の普及啓発事業を行っている。 

・第45回文化財保護ポスターの募集 

       次代の担い手である中学生を対象に地域の文化財を大切にする心を養うとともに、「鎌倉」

の世界遺産登録推進の機運を高めることを目的として実施した。応募点数は968点。その中の

入賞作品52点を、小田原市役所、横須賀市生涯学習センター、鎌倉駅地下道ギャラリー展示

し、更に最優秀作品をポスターとして900枚印刷・配布し、県内中学校、社寺等において掲示

した。 

・インターネットによる文化財情報の提供 

  ホームページ「神奈川県の文化財」で県内の国・県指定及び登録文化財情報を引き続き

提供した。 

  また、世界遺産登録を目指す「鎌倉」について、関係４県市による情報発信を進めた。 
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５  銃砲刀剣類の登録 

    銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、美術品として価値のある刀剣類及び美術品若しくは骨とう

品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲について、所有者の申請に基づき、403件（うち古式

銃砲13件）を登録した。 

 

６  文化財保護行政担当者研修会（埋蔵文化財）の実施 

  県内市町村の文化財保護行政担当者等を対象として、埋蔵文化財行政事務や発掘調査上の技

術・専門知識に関する研修を実施した。 

  ・平成28年度の実績 H28.5.30～H29.2.28の6回(23日間) 参加者延べ117名 

 

７ 埋蔵文化財センター普及活用事業 

    埋蔵文化財センターでは、埋蔵文化財に関する普及活用業務を行っている。 

 ※（公財）かながわ考古学財団への委託により実施。 

 

８ 「鎌倉」の世界遺産登録の推進と活用 

「鎌倉」の世界遺産再推薦・登録に向けて、平成 26年度に着手した、「鎌倉」と国内外の文
化財との比較研究の作業について、引き続き有識者に意見を聴取しながら、現地調査等を行っ

た。また、「鎌倉」の世界遺産登録の意義や価値等に対する県民の理解促進を図るため、市民を

対象とした講演会や比較研究成果の中間報告である連続講座、文化財保護ポスター展といった

普及啓発事業を行った。 

さらに構成資産候補の整備促進等のため、関係市及び所有者が実施する史跡整備等事業９件

に対して助成した。 

 

日程 テーマ 参加者数 

H28.5.30 行政研修（埋蔵文化財行政事務の基礎） 18名 

H28.7.12 実務研修（遺物写真撮影の基礎） 15名 

H28.12.15 行政研修（埋蔵文化財保護行政の現状と課題） 12名 

H29.1.11 学術研修（旧石器時代の海洋渡航） 19名 

H29.2.22 
学術研修（奈文研研修報告：木器・木製品調査課程、三次元計測

課程） 15名 

H29.2.1～28 

(うち18日間) 
実務研修（伊勢原市上粕屋・秋山上遺跡発掘現場） 3名 

講座等名称 期 間 等 延べ日数 参加状況 

考古学ワークショップ H28.5.11～H29.3.15(17回) 19日 参加者 延べ619名 

考古学講座 H28.5.21～H29.2.5  7日 受講者 延べ1,256名 

夏休み考古教室 H28.8.3～8.5、8.18  4日 参加者  147名 

夏休み体験発掘※ H28.8.9、8.10  2日 参加者   37名 

考古学ゼミナール 
H28.10.15、10.22、10.29 

(5回) 
 3日 受講者 延べ431名 

「かながわの遺跡」展 

（川崎市市民ミュージアム） 
H28.12.10～H29.1.15 27日 入場者 2,544名 

「かながわの遺跡」展 

特別講演 H28.12.18、H29.1.7  2日 参加者  373名 

入門講座 H28.12.23  1日 参加者  24名 

体験教室 H28.12.17  1日 参加者  32名 

「かながわの遺跡」巡回展 

(大磯町郷土資料館） 
H29.1.21～2.26 31日 入場者 4,077名 

「かながわの遺跡」 

巡回展 
特別講演 H29.2.19  1日 参加者   77名 
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第７章  スポーツ 

 

第１節 概   要 

 

生涯スポーツの振興については、生涯にわたってスポーツに親しめる環境づくりを目指

して施策を展開することが重要であることから、その推進にあたっては、個人の健康や体

力の保持増進はもちろんのこと、仲間や地域住民との交流を促進し、地域におけるコミュ

ニティづくりなども図る必要がある。このことから幅広い視野のもとに、県民だれもがい

つでも、どこででも生涯の各時期に多様なスポーツ活動が行えるような機会の充実と、そ

のための環境整備として、「部活動奨励等の学校体育の充実」を重点施策に掲げ、その実

現に努めた。 

 

第２節  生涯にわたるスポーツ活動の振興 

 

だれもが生涯を通して健康で潤いのある豊かなくらしを築くうえで、スポーツの果たす

役割はますます大きくなってきている。 

しかしながら、一方では、科学技術の高度化などにより利便性が向上し、体を動かす機

会が減少するとともに、子どもの体力や運動能力の長期的な低下傾向が見られる。こうし

た中、これまで、学校中心に行われていた子どもたちのスポーツを今後どのように展開し

ていくかが大きな課題となっている。 

そこで、学校体育のより一層の充実を図るとともに、生涯を通して、競技スポーツや身

近なスポーツを楽しむ人まで、いろいろなスポーツニーズに対応できるスポーツ環境の整

備、また、生涯にわたる健康づくり、仲間づくり、余暇の活用など多様なスタイルでスポ

ーツに親しめる社会を実現するため、県民の方々の意見を反映させるとともに、市町村や

スポーツ関係団体、学校関係者との連携を図りながら取り組んでいく。 

 

１  学校体育 

(1) 教職員の指導力の向上 

学校体育のねらいは、成長期にある児童・生徒の心身の調和がとれた発達を促すと

ともに、生涯にわたって、積極的に運動・スポーツ活動を実践する能力と態度の育成

を図ることである。 

このことから、保健体育課、体育センターが中心となり、児童・生徒の発達の段階

に応じた指導が行えるよう研修を行った。 

また、運動中における事故の未然防止の観点から、研修会、会議等での指導助言、

文書による指導を通して、安全指導や安全管理についても教職員の指導力の向上を図

った。 

ア 学校体育の研修 

教員の指導力の向上を図るため、次のとおり、学校体育の研修を実施した。なお、

小学校体育研究会、中学校体育連盟研究部、高等学校教科研究会保健体育部会、女

子体育連盟等の学校体育研究団体における自主的な研修事業に対しての参加促進に

ついても支援している。 
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学 校 体 育 研 修 会 等 実 施 状 況 

主催 研修会名等 対象
参加・派遣

人数等

県立高等学校等保
健体育科教員代表
者会議

高･中等 28. 4.11 総合教育センター 163名

神奈川県児童生徒
健康・体力つくり
推進委員会

推進委員

①28. 6.13

②28.11.17

③29. 3. 6

総合教育センター
①106名

② 93名

③ 92名

健康・体力つくり
推進研修講座
（高・中等教育学
校）

高･中等
28.11.17

総合教育センター 155名

小・中学校等体育・

健康教育推進地区研修

講座

小・中

①28. 6.20

②28. 8.19

③28. 1.18

④28.12. 1

①藤沢合同庁舎

②厚木市子ども科学館

③平塚市教育会館

④小田原市合同庁舎

① 79名

②205名

③ 92名

④ 81名

健康・体力つくり
推進フォーラム

幼･保･

小･中･

高･中等
28.11.17 総合教育センター 295名

中

①28. 6.21

②28. 7.21

③28. 8.23

横浜国立大学教育人間

科学部附属鎌倉中学校

体育センター

19名

高

①28. 6. 9

②28. 7. 7

③28. 9.15

④28.10.13

⑤28.11.10

⑥28.12. 1

体育センター

総合教育センター
43名

１年経験者研修講
座高等学校（保健
体育）

高
①28. 5.10

②各校訪問
体育センター 32名

中
①28. 6.15

②28. 9.13
体育センター 17名

高 28. 6.24 体育センター 48名

中 28.10.18 体育センター 26名

高 28.11. 2 体育センター 28名

中

①28. 7.29

②28. 8. 3

③28. 8. 9

総合教育センター 10名

高

①28. 7.29

②28. 8. 3

③28. 8. 9

総合教育センター 10名

小学校体育指導法
研修講座

小

初任～

4年目

湘三92名

県央77名

中  34名

県西38名

その他4名

合計244名

高等学校保健体育
マネジメント研修
講座

高･中等 28.6.10 体育センター 43名

幼稚園運動遊び研
修講座

幼･特幼

稚部

①28. 8.24 AM

②28. 8.24 PM
体育センター

①26名

②29名

合計55名

体
育
セ
ン
タ
ー

小学校における体育学習を進める上での

基本的な留意点についての講義と運動領

域の指導法に関する基礎的な理論の講義

及び演習・実技研修を行い、指導力の向

上を図る｡

カリキュラム・マネジメントの視点を持

ち、教員としての自己の課題を認識し、

教材活用能力の向上等、授業改善に向け

ての知識や技能の充実を図る。

カリキュラム・マネジメントの視点を持

ち、教科指導に関する専門的な知識や技

能を習得し、生徒の個々の課題に応じた

授業力の向上を図る。

カリキュラム・マネジメントの視点を持

ち、授業改善に向けてた授業づくりのた

めの技術を高めるとともに、組織的に授

業改善に取り組むための手法について学

ぶ。

学習指導要領の趣旨を踏まえた保健体育

カリキュラムの実施に伴う諸課題への対

応や留意点についての講義と、体育実技

指導法の開発についての講義と実技を通

して研修を行い、体育科経営力の向上と

初任者への指導力を高める。

幼稚園における心と体の発達及び小学校

への円滑な接続を考慮した運動遊びにつ

いて講義及び実技研修を行い、指導力の

向上を図る。

子どもたちの運動習慣の定着と生活習慣

の改善を推進するとともに、県内の各学

校が本県の子どもの健康・体力つくり施

策を理解し、学校の実情に応じて健康・

体力つくりに取り組むことができるよう

講演会や各校の取組上の課題について討

論し、子どもの体力・運動能力の向上を

図る。

初任者研修講座中
学校・高等学校
（保健体育）

保
　
健
　
体
　
育

　
課

県推進委員会、地区研究協議会を開催

し、全県的な指導方針等の共通理解を深

め、児童生徒の健康・体力つくりを推進

する。

２年経験者研修講

座中学校・高等学
校（保健体育）

５年経験者研修講
座中学校・高等学
校（保健体育）

10年経験者研修講
座中学校・高等学
校（保健体育）

学校の特色を生かし、地域の力を活用

し、学校全体で取り組む体育健康教育の

推進に関する知識を身に付け実践的指導

力の向上を図る。

湘南三浦　①28. 8.2 ②28. 8.5

 県　央 　①28. 8.2 ②28. 8.5

　 中　　 28. 8.4

 県　西 　28. 7.29

期日・会場

保健体育に関する諸事業や指導上の諸問

題に関する理解を深めることにより、県

立高・中等教育学校の円滑な体育経営を

図る。

内　容　等

地区の実情に応じて家庭・地域の力を活

用した学校全体で取り組む体育・健康教

育に関する指導について理解を深めるこ

とにより、児童生徒の健康・体力向上の

推進を図る。

学習指導目標を体系的に理解し、カリ

キュラム・マネジメントの視点を持っ

て、授業づくりに必要な基礎的・基本的

な知識や技能及び教科指導の技術を身に

付ける。

カリキュラム・マネジメントの視点を持

ち、研修等で得た知識や技能を活用し、

実践的な授業力の向上を図る。
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主催 研修会名等 対象
参加・派遣

人数等

学校体育指導者研
修講座

幼・小･

中･高･中

等･特

幼稚園　28. 8.24

小学校　28. 6.29

中・高　28. 6.29

体育センター

幼　26名

小　42名

中　48名

高　51名

その他4名

合計171名

体育・保健体育授
業に役立つ研修講
座（小の部）

小･特
①28. 8.19

②28.10. 6
体育センター

①17名

②19名

合計36名

体育・保健体育授
業に役立つ研修講
座（中･高の部）

中･高･中

等･特

①28. 6. 3

②28. 9. 2

③28.10.27

体育センター

①39名

②31名

③51名

合計121名

学校体育武道指導

者指導力向上研修
講座

中･高･中

等･特

柔道・剣道

28. 8. 4

　　8. 5

体育センター

柔道38名

剣道35名

合計73名

障害のある児童生
徒のための体育指
導研修講座

小･中･

高･中等･

特

①28. 8. 3

②28.10. 7
体育センター

①25名

②42名

合計67名

小学校体育実技研

修講座
小

①28. 8. 6

②28. 8.13

③28. 8.20

④28. 8.27

⑤28.11. 5

⑥28.11.12

⑦28.11.19

⑧28.11.26

体育センター

①11名

②68名

③10名

④12名

⑤19名

⑥16名

⑦18名

⑧14名

合計137名

中学校・高等学校
体育実技研修講座

中･高･中

等･特

①28. 4.28

②28. 5.26

③28. 9.21

④28.11.17

体育センター

①32名

②30名

③23名

④17名

合計102名

応急手当研修講座
小･中･

高･中等･

特

①28. 6. 7

②28. 6. 8
体育センター

①55名

②50名

合計105名

運動部活動指導者
研修講座兼かなが
わ部活ドリーム講
習会

中･高･中

等･特・

私･地域

指導者

①28. 7. 2

②28.11.27総合教育センター

①161名

②153名

合計314名

心と体の健康教育
研修講座

小・中･

高･中等･

特・私

28. 6.23 体育センター 23名

学校体育武道実技
認定研修講座

中･高･中

等･特･私

立高

柔道

28. 8.19

    8.24

    8.27

県立武道館 17名

自己研修
教員のための「土
曜体育塾」

小 通年 県立体育センター 11件

長期研修
小･中･

高･特

各1名

合計4名

長期にわたり保健・体育、スポーツ等に

関する十分な研修及び研究の機会を通し

て、指導者としての資質の向上を図ると

ともに、所属学校及び近隣諸学校、研究

団体等の指導的人材の育成を図る。

１年間

運動部活動のあり方や効果的な指導法に

ついて、講義等を行い、指導力の向上と

運動部活動の活性化を図る。

子どもたちの喫緊の課題である様々な心

と体の問題に対応するための知識とスキ

ルを身に付ける研修を行い、実践力を高

める。

学校での事故防止と事故対応ついて理解

を深めるとともに、事故発生時のシミュ

レーション演習をもとに緊急時対応プラ

ンの作成を行うことにより、学校での実

践的な研修の実施を目指す。

体育分野、科目〔体育」の指導種目にお

ける具体的な示範方法について継続的に

研修を行い、実技指導力の向上を図る。

体育学習・保健体育学習の具体的な学習

内容に即した指導方法について、実技・

演習を中心とした研修を行い、指導力の

向上を図る。

中学校・高等学校・中等教育学校・特別

支援学校における武道（柔道・剣道）指

導者の養成と指導力の向上及び事故防止

を目的とした実技研修を行い、武道（柔

道・剣道）の指導力の充実を図る。

体育科の指導領域における具体的な示範

方法について研修を行い、実技指導力の

向上を図る。

内　容　等

障害のある児童生徒一人ひとりに応じた

体育指導のあり方について講義・実技を

通して研修を行い、指導力の向上を図

る。

体
育
セ
ン
タ
ー

期日・会場

小学校における体育指導に係る様々な課

題に対して、気軽に相談できる環境を整

え、その課題解決とともに、教員の指導

力向上を図る。

体力向上指導者養成研修に基づき、研修

講座を実施し、今求められる幼稚園・小

学校・中学校・高等学校の体育学習にお

ける新学習指導要領等の考え方及び指導

法を普及するとともに、指導力の向上を

図る。

中学校・高等学校・中等教育学校・特別

支援学校の武道指導者に更なる資質の向

上を目的として、武道の段位取得の機会

を設けることにより、武道指導者の充実

を図る。

 

 

イ 安全対策 

県立高等学校保健体育科教員代表者会議等を通じて安全指導の徹底・指導力の向
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上を図るとともに、職員を対象に応急手当講習会を実施した。また、市町村教育委

員会、県立学校長に対し、安全指導の徹底について会議等で周知した。 

(2) 体育活動の活発化 

ア 健康・体力つくり実践研究校 

健康・体力つくりに係る取組の実践研究を次に各学校に委託し、子どもたちが生

涯にわたって自ら体力の向上、健康の保持増進を図ることのできる実践力の育成を

目指すとともに、成果の普及・啓発を図った。 

 ○保 育 園（１園）：横須賀市立上町保育園 

○小 学 校（３校）：横浜市立間門小学校 

大和市立大野原小学校 

大和市立文ヶ岡小学校 

○中 学 校（２校）：川崎市立宮内中学校 

平塚市立旭陵中学校 

イ 部活動の奨励 

部活動は生徒の自主的な活動であり、学年の枠を越えた活動は生徒相互の責任感

や協調性を養うとともに自己に打ち克つ心や思いやりの心を培うなど、学校教育に

おいて重要な役割を果たしていることから、部活動への入部促進と部活動の活性化

を推進した。 

 

（参考）【平成 28年度県立高等学校部活動基本調査】（平成 28年５月調査） 

課程別運動部入部者数

男子 女子 計 男子 女子 計
全日制（139校） 31,329 20,973 52,302 53.8 34.6 44.0
定時制（21校） 979 314 1,293 27.8 15.3 23.2
通信制（２校） 705 18 723 26.9 1.0 16.5
中等教育（２校） 254 167 421 54.5 35.8 45.2

課程別文化部入部者数

男子 女子 計 男子 女子 計
全日制（139校） 9,244 21,627 30,871 16.1 35.9 26.2
定時制（21校） 429 510 939 12.2 24.9 16.8
通信制（２校） 57 236 293 2.2 13.3 6.7
中等教育（２校） 96 219 315 20.6 47.0 33.8

平成28年度
入部者数（人） 入部率（％）

平成28年度
入部者数（人） 入部率（％）

 
 

 

 部活動を積極的に奨励し、教師と生徒及び生徒相互のふれあいや地域住民と交流を深め、 

学校全体の活性化と連携意識の高揚を図るため、次の事業を実施した。 

(ｱ) 運動部活動指導者対策事業 

運動部活動指導者の指導力の充実と交流を図ることを目的に次のとおり研修会

を実施した。 
対象 期 日 会 場 内 容 参加人数等 

運動

部活

動指

導者 

①28.7.2 

②28.11.27 

総合教育セ

ンター 

善行庁舎 

講義「スポーツ指導者の心構えと学校教育活動として

の運動部活動の意義」 

講師：保健体育課ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ兼指導主事 田所 克哉 

講義「部活動生徒が意欲的に取り組むために指導者へ

求められる資質・能力」 

講師：早稲田大学准教授 深見 英一郎 

①161名 

②153名 
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  (ｲ) 部活動等の安全対策 

   ａ 応急手当講習会の開催 

     事故防止について講義及び演習を通して研修し、学校現場の応急手当について

の実践力を高める。 

    開催期日：平成 28年６月７日(火)・８日(水) 

参加人数：105名  

    参加者：:県立高等・中等教育・特別支援学校の所管グループ総括教諭など 

 b  部活動担当者会議の開催 

県立高等学校等の部活動担当グループの総括教諭等を対象に、安全で活力ある

部活動の運営を実践することを啓発する。 

    開催期日：平成 28年５月 13日（金） 

    参加人数：153名 

(ｳ) かながわ部活ドリームプラン 21 versionⅢ 

学校生活をより一層充実していくために、計画期間を平成 27年度から平成 30

年度までとする部活動推進計画を策定した。 

   a かながわ部活ドリーム大賞 

     県内高等学校における部活動の活性化につながる取組を積極的に行い、優れた

成績を収めた学校やチームに対して表彰した。 

     ○表 彰 日：平成 29年２月４日（土） 

     ○表 彰 場 所：総合教育センター（善行庁舎） 大講堂 

     ○受 賞 団 体 数：40団体 

     ○受 賞 者 数：29名 

b かながわ部活ドリーム表敬 

全国大会への出場や全国大会等で優秀な成果を収めた学校及び生徒（選手）が

知事または教育長に大会の結果を報告した。 

【参考】 

○優勝等表敬 

種別 日程 種目 大会名 学校名 成績 参加人数

28.9.9

陸上競技
水泳
体操
少林寺拳法
テニス
ボクシング
空手道
ヨット
ソフトテニス
バレーボール
卓球
剣道
柔道
自転車

平成28年度全国高等学校総合体育大会
平成28年度全国定時制通信制大会

相洋高等学校
荏田高等学校
橘高等学校
山北高等学校
桐光学園高等学校
湘南工大附高等学校
慶應義塾高等学校
日大高等学校
有馬高等学校
みなと総合高等学校
光明相模原高等学校
日々輝学園高等学校
秀英高等学校
横浜修悠館高等学校
川崎総合科学高等学校
横須賀総合高等学校
神奈川総合産業高等学校
追浜高等学校

優勝
準優勝

61名

29.1.27 ボウリング 第23回全国高等学校対抗ボウリング選手権大会 横浜南陵高等学校 優勝 ５名

29.2.27 スキー
平成28年度全国高等学校総合体育大会
第66回全国高等学校スキー大会

日本大学高等学校 優勝 ５名

団体･個人

 

○出場表敬 

種別 日程 種目 大会名 学校名 成績 参加人数

28.8.1 硬式野球 第98回全国高等学校野球選手権大会 横浜高等学校 出場 26名

28.8.19 軟式野球 第61回全国高等学校軟式野球選手権大会 桐蔭学園高等学校 出場 23名

28.12.22
ダンス
バレーボール

平成28年度ミスダンスドリルチーム・インターナ
ショナルＵＳＡ
大会第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会

大和南高等学校 出場 28名

団体

 

c  部活動活性化推進実践事業 
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「自主的・自発的な部活動を通じた人づくり」を基本方針に、「参加し誰もが

満足できる部活動」や「より多くの生徒が参加できる部活動」をねらいとして、

目標「部活動入部率 75％」を達成するため、「環境整備の推進」「指導体制の充

実」「参加促進」の３つの観点から施策・事業に取り組む。 

 

年度 内容等 学校名

H12～15 地域ぐるみで育む運動部活動の実践
清水ヶ丘、荏田、岡津、川崎、多摩、麻溝台、上溝南、秦野南

が丘、大井、山北(以上H14～)、城郷、都岡、湘南台、厚木東、

逗葉、城山、横浜緑ヶ丘(以上H15）

H16～18 誰もが参加したくなる運動部活動の実践
神奈川総合、川崎、大師、追浜(定)、上溝南、麻溝台、相模田

名、厚木東、山北、城山（以上H16～）、津久井浜、霧が丘、逗

子、座間（以上H17～）、横浜旭陵、大清水（以上H18～）

生徒の参加促進を目指した部活動の実践
平塚工科、横浜桜陽、追浜(定)（以上H19～20）、横須賀大

津、逗子（文化部含む）、菅（以上H21～22）

地域との連携を目指した部活動の実践
山北、旭（以上H19～20）、鶴嶺（H19～22）、釜利谷、瀬谷西

（以上H21～22）

競技力の向上を目指した部活動の実践
旭、津久井浜（H19～20）、保土ヶ谷、藤沢清流（大清水）、荏

田（H19～22）

競技力の向上を目指した部活動の実践
「切磋琢磨する部活道」

鶴見、神奈川総合、希望ケ丘、保土ケ谷、旭、岸根、市ケ尾、

荏田、松陽、川崎北、鎌倉、藤沢清流、茅ケ崎北陵、鶴嶺、逗

葉、弥栄、秦野、秦野総合、大和東、海老名、座間

地域等との連携を目指した部活動の実践

「地域で育む部活道」
瀬谷西、向の岡工、鶴嶺、逗子、相原、上鶴間、海老名

参加意欲向上を目指した部活動の実践
「みんなが入部する部活道」

釜利谷、横須賀明光、城山

競技力の向上を目指した部活動の実践
「切磋琢磨する部活道」

神奈川総合、横浜平沼、横浜南陵、保土ケ谷、希望ケ丘、旭、

岸根、荏田、瀬谷西、川崎北、向の岡工業、菅、横須賀、藤沢
清流、茅ケ崎西浜、逗子、麻溝台、弥栄、秦野総合、厚木北、

海老名、座間、山北

地域等との連携を目指した部活動の実践
「地域で育む部活道」

商工、生田東、鶴嶺、相原、上鶴間、海老名、綾瀬

参加意欲向上を目指した部活動の実践
「みんなが入部する部活道」

伊勢原、山北、城山

部活動安全対策支援
神奈川工業、霧が丘、荏田、柏陽、瀬谷、川崎工科、多摩、

横須賀、津久井浜、湘南、藤沢清流、相模原、橋本、

秦野総合、綾瀬、山北

部活動強化支援
横浜平沼、磯子工業、松陽、向の岡工業、鶴嶺、大和南、

海老名、座間

保土ケ谷、菅、平塚湘風、相原、弥栄、伊勢原

新タイプ部活動支援 麻生総合、藤沢総合、厚木北、厚木清南

H19～22

H23～24

H25～26

H27～28

 

※平成 12年度～18年度までについては、旧運動部活動活性化推進事業として実施。 

 

   d  部活動指導者資質向上研修 

     部活動の本来の意義を理解し、生徒が自主的・自発的に取り組むことができる

部活動運営のために、指導者としての資質向上を図った。 

対象 期　日 会　場 内　容 参加人数

28.6.16
講演「競技力向上のメンタルトレーニング」
講師：東海大学　教授　高妻　容一

164人

28.10.4
講演「部活動指導について～50年を振り返って～」
講師：渡辺　元智　前横浜高等学校野球部監督

171人

28. 1.16

講演「コミュニケーションを重視し、生徒のやる気を引き出
すコーチング術」
講師：マネジメント・ブレイン・アソシエイツ
　　　中土井　鉄信

160人

部活動
指導者

総合教育セ
ンター
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e  部活動マネジメント研修 

  経験の浅い教員が、部活動運営の基本を学ぶとともに、生徒自身もリーダーシ

ップを発揮するためのノウハウを学ぶことで部活動の活性化を図る。 

教諭 生徒

28.8.12
AM

80人 77人

28.8.12
PM

83人 64人

対　象

部活動指導
者、生徒

期　日 内　容
参加人数

講演「指導者及びリーダー必見！部活動における『レジリエン
ス・マッスル（心の筋肉）』の鍛え方」
講師：株式会社タフ・ジャパン代表取締役社長　鎌田　修広

 
 

f  企業等連携協議会 

     神奈川県教育委員会と企業・大学・専門学校・ＮＰＯ等が連携・協力するとと

もに、企業等間相互の連携･協力を促進することにより、企業等が有する人的資産

（技術・能力等）や物的資産（施設・設備等）を積極的に活用して、学校の教育

活動（特に部活動）を支援することを目的として、平成 23年７月に発足した。 

（加盟団体数 50団体） 

    ○平成 28年度部活動関係の連携事業 

実業団チームの選手・監督などによる部活動の実技指導や、企業等の施設を使

用した講習会などを開催し、約 48,000人の児童、生徒が参加し   
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２  生涯スポーツ 
  (1) 県民のスポーツ・レクリエーション活動への参加促進 
    ア  身近なスポーツの推進 
    生涯スポーツの推進、定着を図るため、スポーツイベントの開催や支援を行った。 

                                    
                                                   （単位：人） 

大 会 名（事 業 名） 期  日 会 場（イベント名）  
参加人員 

 

県民スポーツ週間 中央イベント 

28.10.２ 県立西湘地区体育センター  

2,997 

 
28.10.10 県立体育センター  

 

3033運動キャンペーンイベント 

 

28.４.３～ 

29.３.26 

県立西湘地区体育センター 

（スポーツコミュニケーション
デー）  他33回 

 

32,445
  

(2) スポーツ指導者養成の充実 

     市町村のスポーツ・レクリエーション活動の充実強化を図るため、次のとおり社会体育指

導者の研修会等を実施し、県民のスポーツ活動の多様化と高度化に対応できる指導者の確保

を図った。 

 

生涯スポーツ指導者研修会等実施状況             （単位：人） 

研修会名 内 容 対   象 期  間 会 場 参加人員 

3033運動普及

員養成講習会 

3033運動の意義や効果、さ

らには運動の具体的な実施方

法についての説明を行い、自ら

が率先して地域における 3033

運動の普及・啓発活動を行う

3033運動普及員を養成する。 

スポーツ指導

者、スポーツ推

進委員 他 

28.５.21～ 

29.３.13 

（14回） 

藤沢市立大越

小学校ほか 
388 

アスリート 
サポート講座 

競技力向上を目指している

運動部活動、スポーツ競技団体

の指導者、選手、マネージャー、

保護者等に必要な基礎的知識、

技能や指導法などについて研

修を行い、スキルアップを図

る。 

競技力向上を

目指している 
教員、運動部活

動地域指導者、

部活動インス

トラクター、運

動部活動部員、

運動部活動マ

ネージャー、運

動部活動部員

保護者、スポー

ツ競技団体指

導者、スポーツ

競技団体選手

等  

28.８.27～ 

９.10 

（３回） 

県立体育セン

ター 170 

体育・ｽﾎﾟｰﾂ総合

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

学校、市町村、各団体の開催

する保健体育・スポーツ指導者

に関する研修会・講習会等に所

員講師の派遣や有識者の情報

を提供し、保健体育・スポーツ

指導者等の支援をする。 

スポーツ指導

者、スポーツ団

体、学校、事業

所 等 

28.６.15～ 

29.２.17 

（32回） 
各地域 

講習会

等参加

数 

1,557 
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(3) 県立学校体育施設の開放 

      県民の身近なスポーツ・レクリエーション活動の場として、県立学校を開放校に指定し、

教育活動に支障のない範囲で、体育施設を積極的に開放して県民の利用に供した。 

 

県 立 学 校 体 育 施 設 開 放 利 用 状 況 

区 分  開 放 校 
       利 用 回 数        利 用 人 数  

平成28年度 平成27年度 増 減 平成28年度 平成27年度 増 減 

 体育館・運動場等     159校 15,600 15,754 △154 260,993 313,791 △52,798 

  ※開放校の内訳：高等学校 139校、中等教育学校 ２校、特別支援学校 18校 

 

 

県立学校公開講座（スポーツ教室）                 (単位：人)  

 学 校 名 種 目 対    象 開 催 期 間 受講者 

平

成 

28

年

度 

鎌倉高 ソフトボール教室 
主に小学生～ 
一般 

28.６.25～29.３.11 40 

28.６.18～28.10.15 40 

28.10.29～29.２.11 40 

合 計 ３ 教 室 120 

 

 

(4)体育センター 

   体育・スポーツの指導者を養成するため、学校や地域社会における、体育・スポーツの指導

者の研修等を実施するとともに、体育・スポーツに関する調査研究、普及を行った。また、次

のとおりスポーツ情報の提供等を行った。 

    

スポーツ情報提供等利用状況           （単位：人） 

区分 内容 人数 区分 内容 人数 

体育・スポー

ツ相談 

 

施設 ４ スポーツラウ

ンジ 

(H28.７～利用

休止) 

閲覧 - 

指導者 ３ 視聴 - 

団体（サークル情報） ３ ミーティング - 

行事 ０ 小計 - 

相談・質問 ４ 合計 16 

資料提供 １ 

ＶＴＲ貸出 １ 

小計  16 
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     第８章 人権教育  
 
 
        第１節 概  要 
 
人権問題への取組は、本県における重要な政策課題の一つであり、「ともに生きる地域社会の実現」

に向けた取組において教育が果たす役割は大きい。 
また、近年、人権意識の進展や社会情勢の変化に伴い、同和問題や外国籍県民の人権など従来から

の人権課題に加えて、児童虐待、配偶者暴力、交際相手からの暴力(いわゆる「デートＤＶ」)、拉致
被害、性的マイノリティの人権など新たな課題も顕在化している。 
県教育委員会では、こうした様々な人権課題の解決に向け、児童・生徒を含む県民一人ひとりが、

人権問題に対する正しい理解と認識を深め、その解決に向けて主体的に取り組むことができるよう

になることをめざして、平成 25年３月に改定された「かながわ人権施策推進指針（改定版）」を知事

部局と共管とし、全ての分野別課題について人権教育の方向性を示し、「かながわ教育ビジョン」(平
成 19年)の教育目標（めざすべき人間力像）の一つに「他者を尊重し、多様性を認め合う、思いやる
力を育てる【思いやる力】」を位置づけ、学校教育、社会教育それぞれの分野で人権教育を積極的に

推進している。 
 
        第２節 人権教育の推進 
 
１ 研修会の開催 

人権教育の推進に当たり、人権問題に関して深い理解と認識をもつ指導者を養成し、確保するこ

とが重要であることから、平成 28年度においても引き続き、①県市町村人権教育行政関係者、②

公立幼稚園・小学校・中学校の教員、県立学校の校長、副校長、教頭、教員、③社会教育関係団体

指導者等を対象に研修会を実施した。 
また、各県立学校においては、教職員一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、全校で人権教育

校内研修会を実施した。 
 
２ 学校・地域における人権教育への支援 

学校・地域における人権教育を推進するため、人権教育研究校及び人権教育総合推進地域を指定

して実践的研究を進めた。 
また、セクハラに関する正しい知識の習得と被害が発生した場合の適切な対応を促進するため、

児童・生徒向け啓発資料を県立学校の全児童・生徒に配付するとともに、行政課に設置しているス

クール・セクハラ相談窓口等の相談機関の周知を図った。平成 28年度も県立学校の生徒を対象に

セクハラアンケート調査を実施し、実態の把握に努めた。 
さらに、就職差別の防止に向けて、神奈川労働局等と連携し、公正な採用選考の実施について企

業等に働きかけを行った。 
 
３ 学習資料の整備等 

人権問題についての正しい理解と認識を深める学習活動等を広範囲にわたって展開するため、

県立図書館及び川崎図書館に人権問題に関する図書を整備したほか、人権週間（12／4～12／10）

に合わせて県民向け啓発ポスターを作成し、教育機関等に配付、掲示した。 



【学校教育】

研修会（会議）名 対象
回
数

参加
人員

実施主体

職別研修（担当者を含む）

県立学校（校長） 1 Ｈ286 2 159

県立学校（副校長・教頭） 1 Ｈ289 13 189

県立学校（人権教育担当者・一般教員） 1 Ｈ2811 14 235

全県人権教育研究校発表会
公立幼稚園・小学校・中学校教員、県立特別支援学校教
員、市町村教育委員会指導主事、教育事務所指導主事

1 Ｈ2811 12 225 行政課

人権教育担当者会議 ４市４教育事務所人権教育担当者 5
H28
H29

4
2
28～
24

11 行政課

人権教育推進連絡会議（所属長） 教育委員会所管機関施設長 1
H28
H29

7 13 14 行政課

H28 5 17 7

H28 6 14 7

H28 7 28 7

H2811 8 7

H2812 21 5

15 866

年次別研修等
小学校、中学校、新採用養護教諭（市町村立）、新任栄養教
諭（市町村立）

1 Ｈ287 27 139

小学校、中学校 1 Ｈ287 28 160

小学校、中学校 1 Ｈ288 10 219

高等学校、特別支援学校、新採用養護教諭（県立） 1 Ｈ285 12 208

高等学校、特別支援学校 1 Ｈ285 19 212

特別支援学校 1 Ｈ285 26 52

新任教頭研修講座 新任教頭（県立学校） 1 Ｈ285 13 62

新任指導主事研修講座 新任指導主事 1 Ｈ284 26 79

５年経験者（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校） 1 Ｈ285 16 230

５年経験者（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校 1 Ｈ285 17 214

５年経験者（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・養
護教諭）

1 Ｈ285 23 227

５年経験者（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校 1 Ｈ285 24 214

10年経験者（小学校・中学校・高等学校・養護教諭） 1 Ｈ284 27 257

10年経験者（小学校・中学校・特別支援学校 1 Ｈ284 28 222

公立幼稚園新規採用教員研修講座
公立幼稚園10年経験者研修講座

公立幼稚園新規採用教員、公立幼稚園10年経験者 1 H281111 28 子ども教育支援課

15 2,523

指導者養成
Ｈ285 18 29

Ｈ286 6 33

Ｈ286 23 27

Ｈ287 12 30

Ｈ288 3 22

Ｈ289 2 27

Ｈ289 29 25

Ｈ2810 19 23

Ｈ287 28 45

Ｈ288 19 46

Ｈ287 11 7

Ｈ2810 20 7

Ｈ2811 11 50

Ｈ287 4 86

Ｈ2810 27 98

Ｈ285 9 5

Ｈ287 25 93

Ｈ2810 24 92

1 Ｈ286 22 83 県西教育事務所

19 828

その他個別研修
H28 5 15 67

H28 8 17 13

小         計

　平成28年度人権教育研修会等実施状況（研修種類別）

時期

県立学校人権教育研修講座 行政課

県立学校長会議人権教育研究会 県立学校長会議人権教育研究会員 5 行政課

小         計

初任者研修講座 総合教育センター

総合教育センター

教職経験者研修講座

人権教育指導者養成研修講座
県・市町村教育委員会指導主事、社会教育主事、職員、教
員

8 行政課

県立学校人権教育スキルアップ研修講座 県立学校人権教育担当者 2 行政課

教育事務所人権教育研修講座 市町村人権教育担当職員及び指導主事等

3 湘南三浦教育事務所

2 県央教育事務所

3 中教育事務所

小         計

スクールライフサポーター派遣事業事前
研修

大学生等 2 子ども教育支援課
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中学校生徒指導担当教員研修 県・市町村教育委員会指導主事、教員 1 H28 6 7 210 子ども教育支援課

小学校児童指導担当教員研修 県・市町村教育委員会指導主事、教員 1 H28 6 21 393 子ども教育支援課

県・市町村教育委員会指導主事、スクールソーシャルワー
カー、教育支援センター専任教員、フリースクール関係者、
県保健福祉局、県民局、市町村児童福祉主管課、市福祉事
務所、児童相談所、保健福祉事務所、精神保険福祉セン
ター

1 H28 5 24 155

県・市町村教育委員会指導主事及び相談員、スクールソー
シャルワーカー、県保健福祉事務所、県保健福祉局、県民
局、児童相談所、精神保健福祉センター、市町村児童福祉
主管課、市福祉事務所

1 H29 2 2 96

県立高等学校進路指導説明会 県立高等学校進路指導担当教員 1 H28 6 15 165 高校教育課

H286 23 12

H287 12 7

H288 3 7

10 1,125

59 5,342

【社会教育】

研修会（会議）名 対象
回
数

参加人
員

実施主体

H28 4 28 34

H28 6 15 31

H28 9 15 26

H2810 11 32

H28 5 25 48
H2810 20 38

H28 5 25 48

H2811 18 30

H28 5 24 7

H28 7 11 7

H2810 20 7

H2811 11 6

H28 7 4 86

H2810 27 98

H28 5 9 5

H28 7 27 46

H2810 24 6

H28 6 22 8

H2812 7 47

20 610

PTA
1 H2811 29 226 県央教育事務所

1 H2810 5 76 中教育事務所

1 H2810 12 104 県西教育事務所

神奈川県立高等学校ＰＴＡ連合研修大会 県立高等学校PTA会員等 1 H28 7 10 1100 生涯学習課

4 1,506

その他

人権教育担当者会議 県社会教育主事 8
H28
H29

4
2
28～
24

8 行政課

館長・公民館運営審議会委員等研修会
公民館長又はこれに準ずる者、公民館主事、社会教育主事
等

1 H29 1 27 133 生涯学習課

神奈川県地域婦人団体連絡協議会 県地域婦人団体連絡協議会会員等 1 H28 8 3 47 生涯学習課

県社会教育委員連絡協議会会員等 H2811 11 163 生涯学習課

県社会教育委員連絡協議会会員等 H29 2 10 150 生涯学習課

H28 4 28 10

H28 6 15 5

H28 9 15 7

H2810 11 18

16 541

40 2,657

99 7,999

スクールソーシャルワーカー連絡協議会 子ども教育支援課

行政課

人権教育指導者養成研修講座（公開講
座）

県及び市町村教育委員会職員、県立学校・市町村立学校
職員

3 行政課

小         計

学校教育計

指導者養成(市町村職員対象）

県市町村人権教育担当者研修会 県及び市町村人権教育担当指導主事、社会教育主事等 4

生涯学習指導者研修
社会教育担当者コース

公民館及び類似施設職員、社会教育・生涯学習行政職員 2

県立図書館
生涯学習指導者研修
公民館担当者コース

県市町村教育委員会生涯学習・社会教育行政担当課職
員、県市町村首長部局生涯学習・社会教育担当職員、社会
教育主事有資格者等

2

2

教育事務所人権教育研修講座 市町村人権教育担当職員及び施設職員初任者等

4 湘南三浦教育事務所

2 県央教育事務所

3 中教育事務所

3 県西教育事務所

小         計

社会教育関係団体指導者コース ＰＴＡ等社会教育関係団体の指導者

小         計

神奈川県社会教育委員連絡協議会地区
研究大会

総計

県市町村人権教育担当者研修会（公開講
座）

県及び市町村教育委員会職員、県立学校・市町村立学校
職員

4 行政課

小         計

社会教育計
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      第９章  神奈川の特色ある教育   

 

        第１節  教育の国際化・国際教育 

 

１ 在日外国人にかかわる教育の推進 

在日外国人にかかわる教育についての教職員の認識をより一層深めるため、５年経験

者研修（小・中・高・中等・特・養護教諭）の課題解決力向上区分で「外国につな

がりのある児童・生徒に関する教育と課題」の研修を実施した。また、教育課題解決の

ための研修として「日本語指導法研修講座」、児童・生徒支援のための研修として、

「外国につながりのある子どもたちへの支援研修講座～文化の違いを理解し、支援にい

かそう～」を実施した。 

参加人員は延947名であった。 

 

２ 国際教室の設置 

「外国籍児童・生徒教育」について小・中学校に担当教員を加配し、国際教室

を設けた。国際教室設置校では、帰国児童・生徒や外国籍児童・生徒の適応指導

や日本語指導とともに国際教育の推進について実践研究を深めた。 

 

３ 国際教室担当教員の配置 

日本語指導が必要な外国籍児童・生徒のための国際教室担当教員を、平成28年

度は小・中学校合わせて214校に１～２名を配置した。また、担当教員等参加の

もとに研究会を開催し、帰国児童・生徒及び外国籍児童・生徒の受け入れ、適応

指導、特性を生かした教育など、国際教育のあり方等について実践発表、研究協

議を行った。 

 

４ 日本語を母語としない生徒支援者派遣事業 

   日 本 語 を 母 語 と し な い 生 徒 で 、 来 日 後 の 期 間 が 短 い こ と か ら 日 本 で

の 学 習 効 果 が 十 分 に 得 ら れ な い 生 徒 や 、 生 活 習 慣 の 違 い な ど か ら 日 本

で の 生 活 に な じ め な い 生 徒 に 対 す る 日 本 語 教 育 、 通 訳 、 教 育 相 談 等 の

支 援 を 行 っ た 。  

       

 

第２節  男女平等教育 

 

男女平等教育は、人権尊重、男女平等を基盤として、児童・生徒が男女ともに

自分らしさを発揮して自らの生き方を主体的に選択できる能力や個人として自立

する能力を育てるとともに、男女相互の理解や思いやりの心を培い、男女共同参

画社会の実現をめざすものである。 

平成28年度は、初任者研修講座（小・中・高・中等・特）・新採用養護教諭研

修講座・新任栄養教諭研修講座の人格的資質向上区分の中で男女平等教育に関す

る内容を扱い、学校教育における男女平等教育の推進を図った。 

参加人員は934名であった。 

 

 



      第１０章  教育財政（平成27年度）

（単位：円、％）

予算現額 構成比 支出済額 構成比 翌年度への繰越額 不用額

537,779,256,431100.0 531,977,703,465100.0 3,890,610,713 1,910,942,253

教 育 総 務 費 17,978,540,808 3.3 17,682,728,649 3.3 295,812,159

小 学 校 費 217,080,159,000 40.4 216,967,566,225 40.8 112,592,775
中 学 校 費 124,429,026,000 23.1 124,355,509,971 23.4 73,516,029
高 等 学 校 費 122,740,634,923 22.8 117,791,215,143 22.1 3,881,032,993 1,068,386,787
特別支援学校費 52,107,194,700 9.7 51,857,488,860 9.8 249,705,840
社 会 教 育 費 1,564,967,000 0.3 1,507,710,818 0.3 9,577,720 47,678,462
保 健 体 育 費 1,878,734,000 0.4 1,815,483,799 0.3 63,250,201

597,871,476,431 591,828,864,897 3,890,610,713 2,152,000,821

2,009,044,214,457 1,964,893,440,451 32,866,172,01011,284,601,996

教 育 委 員 会
所 管 予 算 額

教    育    費

  平成27年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管予算は5,377億7,925万余円で前年度よ
り190億7,727万余円の増である。これに対して支出済額は5,319億7,770万余円となってい
る。教育委員会予算を歳出費目別の支出状況で見ると、最も高い比率を占めたのは、小学校
費40.8％ 、次いで中学校費23.4％、高等学校費22.1％であり、これらの大半は教職員の人件
費である。以下、特別支援学校費、教育総務費等となっている。

一  般  会  計
予    算    額

　平成27年度決算

区       分
平成27年度

教育総務費

3.3%

小学校費

40.4%

中学校費

23.1%

高等学校費

22.8%

特別支援学校費

9.7%

社会教育費

0.3%

保健体育費

0.4%

項別予算の割合
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(単位　千円）

教育委員会所管予算額A 567,351,235 578,627,537 562,511,678 547,088,597 536,907,035

教 育 費 B 618,761,923 630,829,582 615,078,700 599,272,799 596,567,017

一 般 会 計 予 算 額 C1,670,187,0201,690,314,8241,709,849,1301,714,188,227 1,868,702,158

A/C　(％) 34.0% 34.2% 32.9% 31.9% 28.7%

B/C　(％) 37.0% 37.3% 36.0% 35.0% 31.9%

教育委員会所管予算額A 545,364,194 536,749,460 509,471,560 518,701,986 537,779,256

教 育 費 B 606,145,587 597,816,725 570,625,653 580,239,205 597,871,476

一 般 会 計 予 算 額 C1,843,641,2161,918,279,4991,893,612,2811,956,400,639 2,009,044,214

A/C　(％) 29.6% 28.0% 26.9% 26.5% 26.8%

B/C　(％) 32.9% 31.2% 30.1% 29.7% 29.8%

               年　度
区  分

               年　度
区  分

　最近10年間の県予算現額､教育委員会所管予算現額の対比

22

23 24 25 26

18 19 20 21

27

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

（億円）

（年度）

最近10年間の県予算現額、教育委員会所管予算現額の対比

教育委員会所管以外予算

現額

教育委員会所管予算現額
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      第１０章  教育財政（平成28年度）

（単位：円、％）

予算現額 構成比 支出済額 構成比 翌年度への繰越額 不用額
543,292,684,713100.0 537,015,116,795100.0 2,734,137,089 3,543,430,829

教 育 総 務 費 18,963,184,000 3.5 18,393,479,920 3.4 154,441,760 415,262,320
小 学 校 費 217,393,022,000 40.0 216,519,363,745 40.3 0 873,658,255
中 学 校 費 125,145,679,000 23.0 124,706,984,417 23.2 0 438,694,583
高 等 学 校 費 128,579,695,993 23.7 125,266,105,356 23.3 1,975,545,641 1,338,044,996
特別支援学校費 49,755,668,000 9.2 49,298,105,680 9.2 72,872,000 384,690,320
社 会 教 育 費 2,109,506,720 0.4 1,931,777,238 0.4 100,908,880 76,820,602
保 健 体 育 費 1,345,929,000 0.2 899,300,439 0.2 430,368,808 16,259,753

603,570,541,713 596,895,360,174 2,932,251,089 3,742,930,450

2,024,393,298,010 1,974,592,399,789 36,952,961,53812,847,936,683
一  般  会  計
予    算    額

  平成28年度一般会計最終予算のうち教育委員会所管予算は5,432億9,268万余円で前年度よ
り55億1,342万余円の増である。これに対して支出済額は5,370億1,511万余円となっている。
教育委員会予算を歳出費目別の支出状況で見ると、最も高い比率を占めたのは、小学校費
40.3％ 、次いで高等学校費23.3％、中学校費23.2％であり、これらの大半は教職員の人件費
である。以下、特別支援学校費、教育総務費等となっている。

　　平成28年度決算

区       分
平成28年度

教 育 委 員 会

教    育    費

教育総務費

3.5%

小学校費

40.0%

中学校費

23.0%

高等学校費

23.7%

特別支援学校費

9.2%

社会教育費

0.4%

保健体育費

0.2%

項別予算の割合
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(単位　千円）

教育委員会所管予算額A 578,627,537 562,511,678 547,088,597 536,907,035 545,364,194

教 育 費 B 630,829,582 615,078,700 599,272,799 596,567,017 606,145,587

一 般 会 計 予 算 額 C1,690,314,8241,709,849,1301,714,188,2271,868,702,158 1,843,641,216

A/C　(％) 34.2% 32.9% 31.9% 28.7% 29.6%

B/C　(％) 37.3% 36.0% 35.0% 31.9% 32.9%

教育委員会所管予算額A 536,749,460 509,471,560 518,701,986 537,779,256 543,292,684

教 育 費 B 597,816,725 570,625,653 580,239,205 597,871,476 603,570,541

一 般 会 計 予 算 額 C1,918,279,4991,893,612,2811,956,400,6392,009,044,214 2,024,393,298

A/C　(％) 28.0% 26.9% 26.5% 26.8% 26.8%

B/C　(％) 31.2% 30.1% 29.7% 29.8% 29.8%

　最近10年間の県予算現額､教育委員会所管予算現額の対比

               年　度
区  分

19 20 21 22 23

               年　度
区  分
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最近10年間の県予算現額、教育委員会所管予算現額の対比

教育委員会所管以外予算

現額

教育委員会所管予算現額
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第１１章 大規模災害などに備える災害対応力の強化 

 

１ 県立学校における防災対策 

（１）概要 

東日本大震災の教訓を踏まえるとともに、今後高い確率で発生するといわれている首都直下地

震などへの対応として、県教育委員会では、各学校における防災教育の更なる推進や学校施設の

耐震化など、様々な対策に取り組んでいる。 

また、各学校では、防災マニュアルに基づいた訓練や地元市町村や自治会などと連携した防災

訓練などを実施し、地震・津波及び風水害を始めとした大規模災害に備えた取組みを継続して進

める必要がある。 

 

（２）平成28年度の計画と実績 

 施 策 ･ 事 業  取 組 内 容 

県立学校に

おける防災

対策 

大規模災害時における

対応力の強化  

計画 

・備蓄食料の計画的整備 

・防災備品の計画的整備 

・災害用公用携帯電話の維持 

・地域と連携した各学校での防災訓練の実施推進 

実績 

・備蓄食料の計画的整備 

・防災備品の計画的整備 

・災害用公用携帯電話の維持 

・地域と連携した各学校での防災訓練の実施 

県立学校施設の耐震化

対策 

計画 ・20校 

実績 ・20校 

実践的な防災教育の実

施 

計画 

・防災教育研修講座の実施 

・ＤＩＧ※研修の実施 

・学校における防災教育指導資料の活用促進 

実績 

・防災教育研修講座の実施 

・ＤＩＧ※研修の実施 

・学校における防災教育指導資料の活用 

 

 
※ ＤＩＧ 

参加者が、大きな地図を囲み、書き込みと議論を行うワークショップ型の災害図上訓練。 

災害（ＤＩＳＡＳＴＥＲ）、想像（ＩＭＡＧＩＮＡＴＩＯＮ）、ゲーム（ＧＡＭＥ）の頭文字

をとって「ＤＩＧ」（ディグ）と名付けられている。 
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（３） 平成28年度の主な取組みの概要 

・ 東日本大震災の教訓を踏まえ、児童・生徒の保護に必要な備品（災害時用トイレ等）につい

て、特別支援学校及び定時制高等学校を対象に整備するとともに、教職員、特別支援学校の児

童・生徒用備蓄食料を整備した。 

・  県立学校の生徒や教職員の災害対応能力の向上に効果的なＤＩＧの推進を図るため、ＤＩＧの

ファシリテーターとなる教員を育成する研修会を実施した。また、教職員の指導力向上のため、「防

災教育研修講座」を開催した。 

・ 大規模災害時には、自助はもとより、お互いに助け合うことが重要であり、日頃から地域住

民との共助の関係づくりを進めるため、特徴的で工夫を凝らした県立学校の防災訓練等の取組み

を集めた事例集を作成し、各学校に配付し、地域との連携促進に努めた。 

・ 二俣川看護福祉高等学校など20校で耐震化工事等を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


